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I. 有料⽼⼈ホーム等の概要

II. 有料⽼⼈ホームを取り巻く課題

III.参照条文

1. 有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
2. 有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅
3. 有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり⽅



高齢者向け施設･住まいの全体像（イメージ）

入居者の所得水準 高い低い
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［ ］⼀般賃貸住宅
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１

特別養護⽼⼈ホーム
（ユニット型）
特別養護⽼⼈ホーム
（ユニット型）

特別養護⽼⼈ホーム
（従来型）
特別養護⽼⼈ホーム
（従来型）

「介護付き」
有料⽼⼈ホーム

（特定施設︓⼀般型、
外部サービス型）

「住宅型」有料⽼⼈ホーム・「健康型」有料⽼⼈ホーム

※有料⽼⼈ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅を含む

「住宅型」有料⽼⼈ホーム・「健康型」有料⽼⼈ホーム

※有料⽼⼈ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅を含む

サービス付き⾼齢者向け住宅 ※有料⽼⼈ホームに該当しないものサービス付き⾼齢者向け住宅 ※有料⽼⼈ホームに該当しないもの

「住宅型」
有料⽼⼈ホーム

※要介護者が入居
※有料⽼⼈ホームに該当する

サービス付き⾼齢者向け住宅を含む軽費⽼⼈
ホーム
軽費⽼⼈
ホーム

認知症対応型
グループホー
ム

認知症対応型
グループホー
ム

養護⽼⼈
ホーム

［公営住宅］
（シルバーハウジン
グ等）

［公営住宅］
（シルバーハウジン
グ等）

［公的賃貸住宅（UR、公社）］［公的賃貸住宅（UR、公社）］

［⺠間賃貸住宅］［⺠間賃貸住宅］ 3



有料⽼⼈ホームの類型と入居者像
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一
般
型

「介護付き」有料
老人ホーム
５,１７９件

「住宅型」有料老人ホーム（※２）12,061件

+ 有料老人ホーム該当サ高住7,893 件

中重度・難病者等
を中心に受け入れ

要介護者・要支援
者等を幅広く受

け入れ
要
介
護

要
支
援

自
立

（※２） 住宅型有料老人ホームの79.6％が、併設・隣接の介護サービス事業所ありと回答。
（令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」

（※１） この他、養護老人ホーム・軽費老人ホームにおいて、推計200件程度が外部サービス利用型特定施設の指定を受けている。
（令和４年度老健事業「養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員の処遇改善の在り方に関する調査研究事業」

「健康型」有料老人ホーム 18件

4
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ス
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型

５件
（※１）

自立者・軽度
者のみを受

け入れ
5,174件

19，954件

６,７９６件
(34.1%)

5,963件
(29.9% )（※３）

322件
（1.6％）（※４）

（※3) カッコ内の％は、住宅型有料・有料該当サ高住19，954件に対して占める割合

自立、軽度
者を中心
に、要介護
者も受け
入れ

６，８７３件
(34.4％）

（※４) 地方の町村部等に立地し、一人暮らしが不安な自立高齢者向けの小規模なホームが多数。

有
料
老
人
ホ
ー
ム
非
該
当
サ
高
住

３２９件



１．制度の⽬的

○ ⽼⼈福祉法第29条第１項の規定に基づき、⽼⼈の福祉を図るため、その⼼⾝の健康保持及び生活の安定のために必要な措
置として設けられている制度。

○ 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない（株式会社、社会福祉法人等）。

○ 介護保険制度における「特定施設⼊居者生活介護」として、介護
保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出
とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市
市⻑・中核市市⻑の指定を受けなければならない。

３．提供する介護保険サービス

○ ⽼⼈を⼊居させ、以下の①〜④のサービスのうち、いずれかのサー
ビス（複数も可）を提供している施設。

２．有料⽼⼈ホームの定義

※ 法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針」では居室⾯積等の基準を
定めている(例︓個室で１⼈あたり13㎡以上等)

有料⽼⼈ホームの概要
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サービス付き⾼齢者向け住宅の概要

１．登録基準 （※有料⽼⼈ホームも登録可）

《ハード》 ・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと

・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）

《サービス》 ・サービスを提供すること （少なくとも状況把握・生活相談サービスを提供）
［サービスの例︓⾷事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］

《契約内容》 ・⻑期⼊院を理由に事業者から⼀⽅的に解約できないなど、
居住の安定が図られた契約であること

・敷⾦、家賃、サービス対価以外の⾦銭を徴収しないこと

・前払⾦に関して⼊居者保護が図られていること
（初期償却の制限、⼯事完了前の受領禁⽌、保全措置・返還ルールの明⽰の義務付け）

⾼齢者の居住の安定確保に関する法律（改正法 施⾏H23.10.20）

登録⼾数 ⼾登録⼾数287,151⼾
（令和6年3月31日現在）

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、

ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

３．⾏政による指導監督

・ 報告徴収、事務所や登録住宅への⽴⼊検査

・ 業務に関する是正指示

・ 指⽰違反、登録基準不適合
の場合の登録取消し

サービス付き⾼齢者向け住宅

住み慣れた環境で
必要なサービスを受けながら

暮らし続ける

２．登録事業者の義務

・ 契約締結前に、サービス内容や費用について
書面を交付して説明すること

・ 登録事項の情報開示

・ 誤解を招くような広告の禁止

・ 契約に従ってサービスを提供すること
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出典：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（サービス付き高齢者向け住宅登録状況）（令和６年３月31日時点）

サービス付き⾼齢者向け住宅の登録状況の推移
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介護保険法に基づく規制

【許認可等】都道府県又は市町村による指定（特定施設入居者
生活介護※）※入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活
上の世話、機能訓練、療養上の世話

【指導監督】都道府県又は市町村による勧告、改善命令、指定取
消し 等

【介護サービスの利用・報酬体系】
• 介護保険サービスをホームが自ら提供
• 介護報酬はホームに包括報酬で支払い

【主な人員基準】（基準省令）
• 管理者−１⼈
• ⽣活相談員−要介護者等：⽣活相談員＝100：1
• 看護・介護職員

要支援者：看護・介護職員＝10:1
要介護者：看護・介護職員＝ 3:1

※夜間帯の職員は１人以上
• 機能訓練指導員−１⼈以上
• 計画作成担当者−介護⽀援専⾨員１⼈以上

【主な設備基準】（基準省令）
• 介護居室：原則個室、プライバシーの保護に配慮、介護を行

える適当な広さ、地階に設けない 等
• 一時介護室：介護を行うために適当な広さ
• 浴室：身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
• 便所：居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
• 食堂、機能訓練室：機能を十分に発揮し得る適当な広さ
• 施設全体：利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な

空間と構造

老人福祉法に基づく規制

【許認可等】都道府県等への事前届出義務

【指導監督】都道府県等による改善命令、業務停止命令等

【主な人員基準】同右

【主な設備基準】同右

老人福祉法に基づく規制

【許認可等】都道府県等への事前届出義務（サ高住の登録を受
けている有料老人ホームは届出不要）

【指導監督】都道府県等による改善命令、業務停止命令等

【主な人員基準】標準指導指針（局⻑通知）
• 入居者の数及び提供するサービスの内容に応じ、管理者、生活

相談員、栄養士、調理員を配置すること。
• 介護サービスを提供する場合は、提供するサービスの内容に応じ、

要介護者等を直接処遇する職員については、介護サービスの安
定的な提供に支障がない職員体制とすること 等

【主な設備基準】標準指導指針（局⻑通知）
• 一般居室、介護居室、一時介護室：個室とすることとし、入

居者１人当たりの床面積は13平方メートル以上 等
• 浴室、洗面設備、便所について、居室内に設置しない場合は、

全ての入居者が利用できるように適当な規模及び数を設けるこ
と

• 介護居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ
円滑に移動することが可能となるよう、幅は原則1.8メートル以
上 等

高齢者住まい法※に基づく規制

【許認可等】都道府県等への登録

【指導監督】都道府県等による是正指示、登録取消（是正指示
に従わなかった場合）等

【主な人員基準】（国交省・厚労省施行規則第11条）
次のいずれかの者が、原則、日中常駐し、状況把握サービス及び生
活相談サービスを提供すること。

• 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の
職員 等

• 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専
門員、ヘルパー２級以上の資格を有する者 等

※ 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。

【主な設備基準】（国交省・厚労省施行規則第8〜10条）
• 居室：25平方メートル

※ 居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が
共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平
方メートル以上。

• 各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴
室を備えたものであること

※ 共同部分に共同して利用するため適切な台所、収
納設備又は浴室を備えている場合は、各⼾に台所、収
納設備、又は浴室を備えずとも可。

• バリアフリー構造であること

介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム（有料老人ホームに該当す
るサービス付き高齢者向け住宅を含む）

【参考】 有料老人ホームに該当しない
サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け住まいについて
（介護付き有料⽼⼈ホーム、住宅型有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅の違い）

 有料老人ホームには、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」と受けていない「住宅型有料老人ホーム」がある。介護付き有料老人ホー
ムの場合、老人福祉法に加え、提供する介護サービスの内容や人員配置・設備等について、介護保険法に基づく規制を受ける。

 サービス付き高齢者向け住宅は、登録時や登録後において、居室の広さや設備、状況把握・生活相談サービス等について高齢者住まい法に基づく規制を受け、有料老
人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の場合は、さらに、食事や健康管理、家事の供与等のサービスに対して、老人福祉法に基づく規制を受ける。

高齢者住まい法※に基づく規制

【許認可等】都道府県等への登録

【指導監督】都道府県による是正指示、登録取消（是正指示
に従わなかった場合）等

【主な人員基準】同右

【主な設備基準】同右

サービス付き高齢者向け住宅の場合
登録時に以下の基準を満たした上で、老人福祉
法の規制に服することとなる

介護

住まい
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有料老人ホーム
・老人福祉法第29条第１項に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持
及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度（届出義務）。

・老人を入居させ、以下の①～④のサービスのうち、いずれかのサービス（複数も可）
を提供している施設。
① 食事の提供 ② 介護（入浴・排泄・食事）の提供
③ 洗濯・掃除等の家事の供与 ④ 健康管理

サービス付き高齢者向け住宅

・高齢者住まい法第５条に基づき、状況把握サービスと生活相談サービスを提供する等、以下
の基準を満たす高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度（義務ではない）。

《ハード》 床面積は原則25㎡以上、バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）等

《サービス》少なくとも、①状況把握サービス、②生活相談サービスの両方を提供。

有料老人ホーム

特定施設入居者生活介護

※サービス付き⾼齢者向け住宅の施設数・定員数は、サ付き情報提供システムによる（R6.6.30時点）

※有料⽼⼈ホームの施設数・定員数は厚生労働省調べ（R6.6.30時点）なお、合計数には健康型有料⽼⼈ホームを含む。

特定施設入居者生活介護

・介護保険法第８条第11項に基づき、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養
上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

介護付き有料老人ホーム
（有料老人ホームのうち、特定
施設入居者生活介護の指定を
受けたもの）

施設数： 8,301棟
定員数：287,687名

うち
特定施設入居者生活介護

施設数： 817棟
定員数：38,379名

施設数： 17,246棟
定員数： 673,689名

施設数： 4,559棟
定員数：280,801名
（サ高住除く）

住宅型有料老人ホーム
（有料老人ホームのうち、特
定施設入居者生活介護の指
定を受けていないもの）

施設数： 12,668棟
定員数： 392,346名
（サ高住除く）

施設数： 5,376棟
定員数：319,180名
・一般形（包括報酬）
・外部サービス利用型（出来高報酬）
【外部サービス利用限度額が上限】

サービス付き高齢者向け住宅のう
ち有料老人ホームに該当するもの
（サービス付き高齢者向け住宅のうち、

｢食事の提供｣｢介護の提供｣｢家事の供
与｣｢健康管理の供与｣のいずれかを実
施している場合、｢有料老人ホーム｣に
該当することとなるが、登録を受けて
いる有料老人ホームは届出不要。）

→サービス付き高齢者向け住宅の約
96％は有料老人ホームにも該当する
と推定される（＝青点線部分）

有料⽼⼈ホームとサービス付き⾼齢者向け住宅の関係性について

→そのうち、「入浴等の介護サービ
ス」を提供しているサ高住は約57％

サービス付き高齢者向け住宅
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有料⽼⼈ホームに該当する
サービス付き⾼齢者向け住宅

○ サービス付き⾼齢者向け住宅の事業者が、有料⽼⼈ホームの要件となっている「①食事の提供」「②介護の提
供」「③家事の供与」「④健康管理の供与」のいずれかを「住宅事業の⼀部として」実施している場合、
そのサービス付き⾼齢者向け住宅は「有料⽼⼈ホーム」に該当することとなる。

○ 住宅事業者の希望の有無にかかわらず、上記４サービスのどれか⼀つでも提供していれば、その住宅は有料⽼⼈
ホームとなり、⽼⼈福祉法の指導監督の対象となる。

健康管理

任意サービス
（有料⽼⼈ホームサービス）

有料⽼⼈ホームに該当しない
サービス付き⾼齢者向け住宅

サービス付き⾼齢者向け住宅
としての義務付けサービス

提供しない提供する実際の登録情報（R6.3末時点） (n=8,294)

―100%状況把握・生活相談サービス

3.7%96.3%食事の提供サービス

42.7%57.3%入浴等の介護サービス

45.4%54.6%調理等の家事サービス

31.5%68.5%健康の維持増進サービス

⽼⼈福祉法の
指導監督対象

食事の提供生活相談 安否確認 家事の供与介護の提供

出典︓サービス付き⾼齢者向け住宅情報提供システム

有料⽼⼈ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅
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○サービス付き高齢者向け住宅
→ 生活支援のうち安否確認を要件化

○新たな住宅セーフティネット制度における登録住宅
→ 居住支援協議会・居住支援団体と連携

（安否確認、介護に至らない多様な生活支援（LSA）、食事の提供、家事代行

等）

住宅サービス

（集合住宅における管理業務）

自

己

負

担

（
一
部
公
に
よ
る
支
援
）

保
険
サ
ー
ビ
ス
費

自
己
負
担 （

広
義
の
）
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

介
護
サ
ー
ビ
ス

狭
義
の

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

住
宅
サ
ー
ビ
ス

介護サービス（介護保険サービス）

介護保険給付対象外サービス

（上乗せ・横だし）

生活支援サービス

要介護自立

住まいとサービスの関係（イメージ）
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出典：2018年老健局高齢者支援課資料



2071

2389

2525

2677

2851

3063

3289

3480

3627

3792

3956

4093

4235

4333

4442

4474

4512

777
1205

1726

2527

2899

3104

3360

3641

3972

4293

4563

4813

5027

5226

5412

5587

5729

5882

6018

6163

31
45

63

95.8
113.8

127
138.7

151.9
166.2

180.6

192.7
203.9

212.7
226.9

239.6
252.6

261.6
266.7

270.6
277.3

0

50

100

150

200

250

300

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

H
1

5

H
1

6

H
1

7

H
1

8

H
1

9

H
2

0

H
2

1

H
2

2

H
2

3

H
2

4

H
2

5

H
2

6

H
2

7

H
2

8

H
2

9

H
3

0

R
1

R
2

R
3

R
4

予防事業所数（左軸）

事業所数（左軸）

受給者数（右軸）

○ 特定施設⼊居者生活介護とは、特定施設に⼊居している要介護者を対象として⾏われる、⼊浴、排せつ、⾷事等の介護その他の⽇常生活
上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

○ 特定施設の対象となる施設は次のとおり。 ① 有料⽼⼈ホーム ② 軽費⽼⼈ホーム（ケアハウス） ③ 養護⽼⼈ホーム
※ 「サービス付き⾼齢者向け住宅」については、「有料⽼⼈ホーム」に該当するものは特定施設となる。

○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。

（千人）

※「事業所数」は短期利用を除く。地域密着型を含む。出典：介護給付費等実態調査（各年度3月分（4月審査分））

（件）

○ 管 理 者 ― １人＜兼務可＞

○ 看護・介護職員 ― ①要⽀援者︓看護・介護職員＝10︓1

②要介護者︓看護・介護職員＝3︓1

※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、
50人ごとに1人

※ 要介護者に対して夜間帯の職員は１人以上

○ 生 活 相 談 員 ― 要介護者等︓生活相談員＝100︓1

○ 機能訓練指導員 ― １人以上 ＜兼務可＞

○ 計画作成担当者 ― 介護支援専門員１人以上 ＜兼務可＞

※要介護者等︓計画作成担当者100:1を標準

① 介護居室︓・原則個室

・プライバシーの保護に配慮、介護を⾏える適当な広さ

・地階に設けない 等

② ⼀時介護室︓介護を⾏うために適当な広さ

③ 浴室︓⾝体の不自由な者が⼊浴するのに適したもの

④ 便所︓居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

⑤ ⾷堂、機能訓練室︓機能を十分に発揮し得る適当な広さ

⑥ 施設全体︓利⽤者が⾞椅⼦で円滑に移動することが可能な空間と構造

３．設備基準 請求事業所・受給者の推移請求事業所・受給者の推移

１．制度の概要

２．人員基準

一般型 特定施設入居者生活介護の概要
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○ 要介護状態になる前から終の住処を定めたいという早めの住み替えニーズに対応する観点から、要介護が徐々に増えていく場合において
柔軟かつ効率的なサービス提供を可能とする基準・報酬体系を平成18年報酬改定において創設。

○ 一般型の特定施設⼊居者生活介護とは異なり、計画の作成・安否確認・生活相談等は特定施設の職員が⾏う一方、要介護者を対象として
⾏われる、入浴、排せつ、⾷事等の介護その他の⽇常⽣活上の世話、機能訓練、療養上の世話は、特定施設事業者が委託する指定居宅
サービス事業者が⾏う。事業開始時には、少なくとも①訪問介護、②訪問看護、③通所介護事業所と委託契約を締結する必要がある。

○ 特定施設の対象となる施設は次のとおり。 ① 有料⽼⼈ホーム ② 軽費⽼⼈ホーム（ケアハウス） ③ 養護⽼⼈ホーム
※ 「サービス付き⾼齢者向け住宅」については、「有料⽼⼈ホーム」に該当するものは特定施設となる。

○ 管 理 者 ― １人＜兼務可＞

○ 介 護 職 員 ― ①要⽀援者︓介護職員＝30︓1

②要介護者︓介護職員＝10︓1

※ 夜間帯の職員配置は任意

○ 生 活 相 談 員 ― 要介護者等︓生活相談員＝100︓1 ＜兼務可＞

○ 計画作成担当者 ― 介護支援専門員１人以上 ＜兼務可＞

※要介護者等︓計画作成担当者100:1を標準

① 居室︓・原則個室

・プライバシーの保護に配慮、介護を⾏える適当な広さ

・地階に設けない 等

② 浴室︓⾝体の不自由な者が⼊浴するのに適したもの

１．制度の概要

２．人員基準

外部サービス利⽤型 特定施設入居者生活介護の概要

４．報酬概要

３．設備基準

③ 便所︓居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

④ ⾷堂︓機能を十分に発揮し得る適当な広さ

※居室が25㎡以上の場合設けないことも可

⑤ 施設全体︓利⽤者が⾞椅⼦で円滑に移動することが可能な空間と構造

○ 「包括報酬（計画作成・安否確認・生活相談等）」＋「出来高報酬（介護）」が特定施設事業者に支払われる。そこから、委託契約で
定められた委託料が、特定施設事業者から委託先の指定居宅サービス事業者に⽀払われる。

○ 外部サービス利⽤型が取得できる加算は「協⼒医療機関連携加算」「障害者等⽀援加算（※）」のみ。

※ 養護⽼⼈ホームが外部型の指定を受けた場合に限る

※ ⼀般型と異なり「看護職員」「機能訓練指導員」の人員基準なし

※ ⼀般型と異なり「⼀時介護室」の設置は不要。⾷堂も居室が25㎡以上の場合設けないことも可能
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外部サービス利⽤型一般型

６施設／149人4,555施設／280,669人 (一般型＋地密の合計)
件数・定員
(※)

・定額報酬（生活相談・安否確認・計画作成）
＝住まいの事業に相当する部分

＋
・出来高報酬（各種居宅サービス）＝介護サービスに相当する部分

・包括報酬
※要介護度別に１⽇当たりの報酬算定

＝住まいと介護サービスが一体となった事業

報酬の概要

・特定施設が委託する介護サービス事業者によるサービス提供
・３対１で特定施設に配置された介護・看護職員による
サービス提供

サービス
提供の方法

・１対１のスポット的なサービスの比重が大きいため、要介護
者が少ない場合、効率的なサービス提供が可能

・生活相談等の日常生活の支援の比重が大きいため、要介
護者が多い場合、効率的なサービス提供が可能

特徴

イメージ

入居者

・生活相談 ・介護
・ケアプランの作成
・安否確認(緊急時対応)

介護サービス
＋

生活相談等
のサービス

自己負担

委託

○ 特定施設⼊居者生活介護には、特定施設の事業者が自ら介護を⾏う「⼀般型」と、特定施設の事業者はケアプラン
作成などのマネジメント業務を⾏い、介護を委託する「外部サービス利⽤型」がある。

制度の概要

事業者

入居者

・生活相談 ・介護(委託)
・ケアプランの作成
・安否確認(緊急時対応)

生活相談等
のサービス

自己負担

事業者

介護サービス

サービス事業者

「⼀般型」と「外部サービス利⽤型」の⽐較

※【出典】厚生労働省⽼健局の調査結果
（令和６年６⽉30日現在）
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毎に
+85

外部サービス利⽤型の限度額と単位

○ 「外部サービス利⽤型」は、「⼀般型」とは異なる出来⾼払いのサービス提供であり、他の居宅サービスとは別に、限度単位数（基本
サービス費も含む）と各サービスの単位数を定めている。

○ 各事業者にとっては、特定施設と契約することにより、当該特定施設の居住者について安定的なサービス供給を確保できるメリットが
あるほか、訪問系のサービスについては、移動コスト等の節約により効率的な介護サービスの提供が可能であることから、このような
特性を考慮した報酬設定としている。

限度単位数

5,032
10,531

16,355

18,362 20,490 22,435
24,533

5,563
9,515

16,477 18,514
20,642

22,618
24,715

5,032

10,531

16,765

19,705

27,048

30,938
36,217

0

10,000

20,000

30,000

40,000

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

外部サービス利⽤型特定施設⼊居者生活介護 限度単位数

一般型特定施設入居者生活介護報酬額 単位数（※）

区分⽀給限度基準額 単位数

※一般型の基本報酬に30.4を乗じたもの

外部サービス利⽤型における各サービスの単位表
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人員基準 ●管理者１(兼務可） ●介護職員 ➀要⽀援者︓介護職員＝30︓1 ➁要介護者︓介護職員＝10︓1
●生活相談員＝100︓１(兼務可)、 ●計画作成担当者︓ ●介護士支援専門員1人以上(兼務可)

委託先の介護事業者に対する
出来⾼報酬（各種居宅サービス）

ホームへの定額報酬（生活相談・安否確認・計画作成）



○ ⼀般型と⽐較して、外部サービス利⽤型においては、取得できる加算が限られている。減算項⽬については同⼀。

「⼀般型」と「外部サービス利⽤型」における加算・減算措置の概要

定員を超えた利用や人員配置基準に違反 ▲30％ 高齢者虐待防止措置未実施減算 ▲１％ 業務継続計画未策定減算 ▲３％

【サービス提供体制強化加算】
Ⅰ介護福祉士70%or勤続10年～25%：22単位/日
Ⅱ介護福祉士60% ：18単位/日
Ⅲ介護福祉士50%or常勤75%or勤続7年30%

：6単位/日

【認知症専門ケア加算】
・認知症介護に係る研修の修了者を一定数
配置 等 ：３単位

・認知症介護の指導に係る研修の修了者を
一定数配置 等 ：４単位

【介護職員等処遇改善加算】
(Ⅰ) 12.8% (Ⅱ) 12.2% (Ⅲ) 11.0%
(Ⅳ) 8.8%

【個別機能訓練加算】
・機能訓練指導員等が共同して個別機能訓練
計画を作成し、計画的に機能訓練を実施
Ⅰ：12単位/日 Ⅱ：20単位/月

【夜間看護体制加算】
・常勤の看護師を配置し、夜間の看護体制並
びに健康上の管理を行う体制の確保等
Ⅰ 夜勤又は宿直の看護職員：18単位／日
Ⅱ 24時間の連絡体制 ：９単位/日

【看取り介護加算Ⅰ】
・死亡日以前31～45日 ： 72単位
・死亡日以前4～30日 ： 144単位
・前日・前々日 ： 680単位
・当日 ：1,280単位
【看取り介護加算Ⅱ】
・夜勤等による看護職員配置：＋500単位

【入居継続支援加算】
・入居者のうち喀痰吸引等を必要とする者
が占める割合が一定（※）以上、介護福祉
士の数が入居者６に対して１以上配置
※Ⅰ：15％～ ：36単位/日
Ⅱ：５％以上15％未満：22単位/日

【退院・退所時連携加算】
・医療提供施設から退院・退所した者を受け

入れること ：30単位/日

【生活機能向上連携加算】
・外部の理学療法士等と共同して個別機能訓
練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施
Ⅰ：100単位/月 Ⅱ：200単位/月

【協力医療機関連携加算】
・協力医療機関との定期的な会議の実施
相談・診療体制を常時確保 ：100単位/月
上記以外の協力医療機関 ：40単位/月

【口腔・栄養スクリーニング加算】
・利用開始時及び利用中６月ごとに利用
者の口腔の健康状態、栄養状態につい
て確認を行い、その情報を介護支援専
門員に提供 ：20単位/回 【ADL維持等加算】

・利用者のADL（日常生活動作）の維持又は改
善の度合いが一定水準を超えた場合に算定
Ⅰ：30単位/月 Ⅱ：60単位/月

【科学的介護推進体制加算】
・利用者ごとのADL値、栄養状態等の基本的な
情報をLIFEへ提出し、サービス提供に必要
な情報を活用している場に算定：40単位/月

【生産性向上推進体制加算】
Ⅰ：100単位/月 Ⅱ：10単位/月

【高齢者施設等感染対策向上加算】
Ⅰ：10単位/月 Ⅱ：5単位/月

【障害者等支援加算】
・外部サービス利用型の養護老人ホームの場合、
精神障害者等により特に支援が必要とする者に
対して基本サービス（計画作成、生活相談等）
を行った場合：20単位/日【新興感染症等施設療養費】

240単位/日

【協力医療機関連携加算】
・協力医療機関との定期的な会議の実施

相談・診療体制を常時確保 ：100単位/月
上記以外の協力医療機関 ：40単位/月

【若年性認知症入居者受入加算】
・利用者ごとに個別の担当者を定めるこ
と：120単位/日

一般型

【退居時情報提供加算】
・入院時に生活歴等を情報提供：250単位/回

外部サービス利⽤型

加算

減算

身体拘束廃止未実施減算(※) ▲10％

※外部サービス利用型は▲１％
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【介護職員等処遇改善加算】
(Ⅰ) 12.8% (Ⅱ) 12.2% (Ⅲ) 11.0%
(Ⅳ) 8.8

➁施設の取組に関する加算

➀個別のケアに関する加算

➂専門職の配置を前提とした加算



訪問介護の報酬

※加算・減算は主なものを記載

20分未満
163単位

20分以上30分未満
244単位

30分以上1時間未満
387単位

1時間以上
567単位に30分を増すごとに

82単位

20分以上
45分未満

179単位

45分以上
220単位

身体介護：排せつ介助、食事介助、入浴介
助、外出介助等

生活援助：掃除、洗濯、
一般的な調理等

身体介護に引き続いた生活援助の提供
（20分以上で65単位、45分以上で130単位、70分以上で195単位）

特定事業所加算
（3％・5％・10％・20％）
①研修等の実施
②介護福祉士等や勤続年数７年以上の
者の一定割合以上の配置
③重度要介護者等の一定割合以上の利
用

初回時等のｻｰﾋﾞｽ提供責任者による
対応（200単位/月）

緊急時の対応（100単位） ※身体介護のみ

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供
（５％・10％・15％）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ職等との連携
（100単位・200単位／月）

通院等乗降介助（※） 97単位

サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や

事業所の体制に対する加算・減算

同一敷地内建物等に対するサービス提供
（▲10％・▲15％・▲12％）

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

指定訪問介護の介護報酬のイメージ（1回あたり）

介護職員等処遇改善加算

(Ⅰ)24.5％ (Ⅱ)22.4％
(Ⅲ)18.2％ （Ⅳ）14.5％

夜間(18:00～22:00)又は早朝(6:00～8:00)のサービス提供（25％）
深夜(22:00～6:00)のサービス提供（50%）

専門的な認知症ケアの実施（3単位、4単位／日）

※ 目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点
となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、
通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院
等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関
しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定が可能

高齢者虐待防止措置未実施
（▲１％）

業務継続計画未策定
（▲１％）

口腔管理に係る連携の強化
（50単位／回）
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個別のケアに関する加算
※特定施設の加算と同趣旨の加算を除く

区分支給限度額の枠外の加算



外部サービス利⽤型特定施設の指定を受けている事業者⼀覧

出典：令和7年8月厚生労働省老健局高齢者支援課調べ
18

介護付有料老人ホーム
ウエルネス

（社会福祉法人ひじり会）

介護付有料老人ホーム
メゾン・ド・プレール

（社会医療法人陽明会）

有料老人ホーム友楽苑
（社会福祉法人三寿福祉会）

芦屋アラベラの家
（社会福祉法人緑水会）

有料老人ホームゆう
（株式会社栄友 ）

ホーム名
（運営法人名）

福岡県久留米市福岡県京都郡苅田町奈良県御所市兵庫県芦屋市北海道上川郡東川町１．所在地
４０名（定員数：５０名）※自立者5
名

46名（定員数：50名）7名（定員数：８名）7名（定員数：11名）2２名（定員数：22名）２．入居者数

1８名(支援1:11名、支援2：7名)15名(支援１：４名、支援２：１１名)3名（支援1：１名､支援２：２名）5名(支援１：１名、要支援２：4名)2名（支援１：１名、要支援２：１名）うち、要支援者数

17名（要介護1：９名、要介護2：５
名、要介護3：３名）

31名（要介護１：19名、要介護２：９
名、要介護３：１名、要介護４：1名、
要介護５：１名）

4名（介護1：２名、介護２：2名）２名（要介護１：1名 要介護２：１名）
20名（要介護１：６名、要介護２：３
名、要介護３：３名、要介護４：６名、
要介護５：２名）

うち、要介護者数（要介護
度別）

３．委託先介護事業所のカ所数
1カ所１カ所2カ所2カ所１カ所訪問介護
１カ所１カ所1カ所3カ所１カ所訪問看護
3カ所１カ所2カ所2カ所１カ所通所介護

通所リハ：２カ所、訪問入浴：１カ所、
福祉用具：１カ所

訪問リハ：１カ所、通所リハ：1カ所、
福祉用具：１カ所

福祉用具：2カ所福祉用具：２カ所、訪問リハ：２カ所その他

４．職員の配置人数

1名１名（兼務）1名（兼務）１名（兼務）１名（専従）➀管理者 （専従・兼務）（＊実人数）

2名１名（専従）1名（兼務）１名（兼務）１名（兼務）
➁生活相談員 （専従・兼
務）

7名（内、専従1名）18名(専従10名、兼務8名)1名（専従）３名（兼務）６名（専従）➂介護職員 （専従・兼務）

1名１名（専従）1名（兼務）１名（兼務）１名（兼務）
➃計画作成担当者（専従・
兼務）

入居者の健康管理や食事提供、生
活相談・生活サービスなど。また、
自費サービスによる介護サービス
の提供

ADLとIADLの支援、安否確認、緊
急時の対応、レクリエーションなど
の余暇の充実

安否確認、食事の配膳、洗濯の手
伝い等の日常生活の支援

日々の健康観察、安否確認、困りご
との対応。介護サービスが入ると
き以外のスポットの支援

ケアプラン外の身体介護や生活援
助※➂の介護職員の役割

５．夜間の体制

ありあり－―あり
➀夜勤・宿直あり（専従・兼
務）

―あり
２階の認知症グループホームの職
員が対応

階下の介護付き有料（地域密着型）
の職員が対応

あり➁オンコール体制

―あり－――➂警備会社へ委託

―救急指定法人と連携（併設）－――➃その他

――－
階下の介護付き有料（地域密着型）
の職員が見守り

介護士1名、看護師１名➄夜間の体制

ウエルネス内に訪問介護、デイケア
を併設。協力医療機関として田主
丸中央病院が近接、老人保健施設
やグループホームが隣接

通所介護、訪問看護、居宅介護支
援事業所、救急指定病院、一般病
棟（通所リハ）

認知症グループホーム、通所介護、
訪問介護、グループホーム、ショー
トステイ、障害者支援施設、特養2
カ所

介護付き有料、特養、小規模多機
能

訪問介護、訪問看護、通所介護６．併設・隣接の医療・介護事業所

1.6（42％）1.５（６７％）１．５（５７％）1.5（２８%）2.75（９０％）７．平均要介護度（入居者に占める要介護者割合）



【外部サービス利⽤型特定施設】メゾン・ド・プレール（社会医療法⼈ 陽明会）

◯ 社会医療法⼈陽明会は、福岡県内において、病院・介護⽼⼈保健施設・グループホーム（認知症対応型共同生活介護）を運営。

◯ 地域に軽度の⽅を対象とする⾼齢者施設が少ないため、外部サービス利⽤型特定施設の指定を受け、介護付きホームを開設。

◯ 訪問介護、通所介護、訪問看護は、委託する介護サービス事業所がサービスを提供。

◯ 介護度が重くなった場合、利⽤者と⼀緒に地域の特別養護⽼⼈ホームなどへの⼊居を検討。

●種別 ：外部サービス利用型

特定施設入居者生活介護
●所在地：福岡県京都郡苅田町大字新津1597
●開設年月日：平成27年6月
●居室数 / 定員：50室 / 50名
●居室面積： 18.30㎡

●基本料金：142,900円
月額内訳：
・家賃 50,000円
・光熱費 15,000円
・管理費 14,500円
・その他負担金 16,600円
（洗濯機・リネン等使用）

●併設施設

・居宅介護支援事業所・訪問看護
・通所介護・救急指定病院

●令和7年8月22日現在 47名入居
●要介護度別の内訳

要支援16名、要介護1：20名、要介護2：9名、
要介護3：1名、要介護4：1名

●職員体制

管理者1名（兼務）、生活相談員1名（専従）、
介護職員18名（専従10名、兼務8名）、計画作
成担当者1名（専従）

委託先介護事業所の種類（箇所数）
●訪問介護事業所（１） ●通所介護事業所（１）
●訪問看護事業所（１） ●通所リハビリテーション（１）
●訪問リハビリテーション（１） ●福祉用具貸与（１）
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⾼齢者住まい（有料⽼⼈ホーム及びサ⾼住）の
入居者像と整備状況に関する変化や特徴
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⾼齢者住まい（有料⽼⼈ホーム及びサ⾼住）の入居者像と整備状況に関する
変化や特徴 ※「介護付き（特定施設）」、「住宅型」、「サ⾼住」のデータは重複していない

入居者像の変化
【2014年と2024
年の⽐較】

⼊居年齢層
・10年前と⽐較し、2024年では、いずれの類型も90歳以上の層が最も厚くなっている（約３〜４割）
・10年間で80歳未満の層が介護付き・サ⾼住で６％、住宅型有料で３％程度縮⼩。住宅型有料は80
歳未満が全体の22％程度を占め、他の類型よりも年齢層が低い。

要介護度
・住宅型は要介護３以上が入居者の48.87％→55.9%に増加。それ以外の類型では軽度者の割合が最多で
推移

月額費用
・幅広いが、最多は介護付き「30万円以上」、住宅型「10万円未満」、サ高住（非特定）「12〜14万
円」と各類型とも10年間傾向維持。平均⽉額費⽤は、介護付き・サ⾼住はやや上昇、住宅型は下降傾向

⼊居時の要介護度・認知症の程
度【令和2年度調査のみ】

・いずれの類型も要介護１が約2割と最も多い
・介護付き、住宅型の要介護３〜５の占める割合が3割以上。サ高住は軽度者が３割以上
・認知症自⽴度は いずれも「Ⅱa・Ⅱb」が最も多いが、サ⾼住は「自⽴」が28.4％と他よりも多い

入居前の
居場所

・退去理由は、死亡が最も多く（介護付き:59％、住宅型:55%、サ高住:43%）、その割合もこの10年で
増加。特に住宅型有料の死亡による退去が14％程度増加 ※特養は71.9%（2022年）

有料⽼⼈ホーム等の地域ごとの
整備状況（都道府県別）
【2019年と2024年の⽐較】

／併設等の状況（2024年調査）

・⼤都市圏（⼀都三県、⼤阪、愛知、福岡）の増加率が⾼く（全国平均17％に対し22％）、県別
では岐阜県が最多（45％）。沖縄県を除く全ての都道府県で増加傾向。施設数は大阪府が最多
・⾼齢者⼈⼝当たりの定員数で⾒ても⼤都市圏の割合が⾼いが、九州地⽅の都道府県も⾼⽔準
・併設･隣接の介護・医療サービス事業所がある住宅型は79.1％、サ高住は83.4％

件数・定員数の変化 ・⾼齢者施設が概ね横ばい・微増の中、有料、サ⾼住の件数・定員数の増加（10年間で約２倍）

入退去状況
の変化

【2014年と2024
年の⽐較】 退居ルート

・ 「病院･診療所」から⼊居する⽅の割合はいずれの類型も概ね変化なし
（介護付き︓約３割、住宅型︓約４割、サ⾼住︓約３割）

・大都市部において、自⽴・軽度者はサ⾼住、要介護者は住宅型有料が主な受け⽫となっている
・町村部において、要介護度が⾼い⼈は地域の特養に⼊所していると考えられるところ、特養に⼊
れない軽度の⽅は、介護付きや住宅型が受け⽫となっていると考えられる

有料⽼⼈ホーム等の地域ごと
（都市部・中核市・町村）の

整備状況
【2016年と2024年の⽐較】 21



（単位：施設数）

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実
態統計（10月審査分）

【H30~】」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（R2.10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。 （利用者数ではなく定
員数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果 （利用者数ではなく定員数）による。 サービス付き高齢者向け住宅を除く。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（R4.9/30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

認知症高齢者グループホーム

有料⽼⼈ホーム
※サービス付⾼齢者向け住宅を除く

介護⽼⼈福祉施設

サービス付き⾼齢者向け住宅

介護⽼⼈保健施設

軽費⽼⼈ホーム

介護療養型医療施設

養護⽼⼈ホーム

介護医療院

高齢者向け住まい・施設の件数
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（単位：人・床）

※１：介護保険施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計（10月審査
分）

【H30~】」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（R2.10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。 （利用者数ではなく定員数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果 （利用者数ではなく定員数）による。 サービス付き高齢者向け住宅を除く。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（R4.9/30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

認知症高齢者グループホーム

有料⽼⼈ホーム
※サービス付⾼齢者向け住宅を除く

介護⽼⼈福祉施設

サービス付き⾼齢者向け住宅
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軽費⽼⼈ホーム

介護療養型医療施設

養護⽼⼈ホーム

介護医療院

⾼齢者向け施設・住まいの利⽤者数
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居者像とその変化➀－年齢構成

 2014年では、いずれの類型も85歳〜89歳の層が最も多かった（約３割）が、2024年では85歳〜89歳の層は縮小し（約
2.5割）、90歳以上の層が最も多くなっている（約３〜４割）。

 2014年と⽐較して、2024年では80歳未満の層が介護付き・サ⾼住で６％程度、住宅型有料で３％程度縮⼩している。住宅
型有料は80歳未満が全体の22％程度を占めており、他の類型よりも年齢層が低い。

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」

2024（令和６）年

2014（平成26）年 年齢別入居者数（⼈数積み上げ）

80歳未満
17.4％

25.4 %

（17.5％）

24.2％

24

80未満
11.1％

22.5 %

17.9%

90歳以上
29.3％

23.5 %

（25.2％）

19.5％

90歳以上
46.3％

31.2 %

32.0％



○介護付き有料⽼⼈ホーム（※）の入居者のうち、

自⽴から要介護２までの軽度要介護者は約55％、要介護３〜５までの中重度要介護者は約42％

○住宅型有料⽼⼈ホームの⼊居者のうち、

自⽴から要介護２までの軽度要介護者は約45％、要介護３〜５までの中重度要介護者は約54％

○サービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居者のうち、

自⽴から要介護２までの軽度要介護者は約65％、要介護３〜５までの中重度要介護者は約32％

※ 介護付き有料老人ホームについては、「介護専用型」及び「混合型」の合計
※ 特定施設入居者生活介護の指定を受けているサービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホームに該当するもの）は、介護付き有料老人ホームに含み、サービ
ス付き高齢者向け住宅には含まない。
※ 自立はゼロ、要支援1・2は0.375として平均要介護度を算出。
※ 令和５年度老人保健健康増進等事業 「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

15.6%

5.7%

6.1%

5.5%

2.3%

6.2%

6.3%

2.8％

5.1%

20.1%

15.8%

20.5%

17.9%

18.7%

17.5%

13.3%

18.4%

15.5%

11.5%

20.2%

16.8%

6.7%

15.1%

9.9%

3.1%

0.9%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サービス付き⾼齢者向け住宅

住宅型有料⽼⼈ホーム

介護付き有料⽼⼈ホーム

自⽴ 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明・申請中

＊入居者数 n=60,597

＊入居者数 n=21,421

＊入居者数 n=31,010

平均2.3

平均2.7

平均1.8

有料⽼⼈ホーム・サービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居者の要介護度（令和５年度）
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居者像とその変化➁
－要介護度別入居者数（積上げ）

 2014年は、住宅型有料において要介護２が最も多く、要介護3以上の中重度者が占める割合も48.7％であった。その他の類型では要介
護１が最も多く、中重度者の割合は介護付き有料が37.7％、サ高住（非特定）が30％と、住宅型よりも低かった。

 2024年は、住宅型有料の要介護３と４がどちらも20％程度に上昇し、要介護３以上の中重度者の割合も55.9％と2014年よりも重度化
が進んだ。他の類型は、2014年と同様に要介護１が最も多いが、中重度者の占める割合が5％前後、高くなった。

要介護３〜5

37.7％

48.7％

35.5％

30.0％

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

2024（令和６）年

2014（平成26）年

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」

要介護度別入居者数（⼈数積み上げ）

・特定施設には、「介護専用型（要介
護者）」と「混合型（自⽴、要⽀援
者、要介護者）」、「介護予防（要
⽀援者）」があることに留意が必要。
・本調査では、内訳が不明。

・特定施設には、「介護専用型（要介
護者）」と「混合型（自⽴、要⽀援
者、要介護者）」、「介護予防（要
⽀援者）」があることに留意が必要。
・本調査では、特定施設のうち、「混
合型」が約7割、「介護専用型」が
15％強、「介護予防」が15％弱だっ
た。

要介護３〜5

41.8％

55.9％

35.3％
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 ホーム単位での平均要介護度は、2024年には住宅型有料2.8、特定施設2.3、サ高住（非特定）2.1と、いずれも10年間でわずかに上昇。

 平均要介護度3以上のホームが占める割合は、住宅型、サ⾼住（⾮特定）で増加しており、特に住宅型有料が35.6％から46.1％と過半数
に迫る一方で、特定施設は要介護２（2.0~2.9）のホームが67.8％を占め、サ高住は要介護２前後を中⼼に軽度から重度まで偏りなく分
布。

高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居者像とその変化➂
－施設単位の平均要介護度の分布

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

平均要介護度3以上のホーム

13.6％

46.1％

18.9％

平均要介護度3以上のホーム

19.4％

35.6％

9.5％

2024（令和６）年

2014（平成26）年

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」

施設単位の平均要介護度（⾃⽴含む）
平均

（ ）

（ ）

（ ）
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5.3

33.4

2.3

11.7

25.2

2.7

24.3

17.7

5.6

19.7

10.7

8.4

15.0
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0.7

11.3

1.1
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34.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サ高住

（非特定）

住宅型有料

特定施設

10万円未満 10〜12万円未満 12〜14万円未満 14〜16万円未満 16〜18万円未満

18〜20万円未満 20〜25万円未満 25〜30万円未満 30万円以上

高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居者像とその変化➃
－月額費用

 月額費用は幅広いが、最多は、介護付き「30万円以上」、住宅型は「10万円未満」、サ高住（非特定）は「12
〜14万円」であり、2014年と2024年の⽐較においてもいずれの類型も変化なし。

 平均月額費用については、介護付き、サ高住は1.4万円程度上昇し、住宅型は、わずかに安くなっている。

※⽉額費⽤︓介護・医療サービスの自⼰負担分を除く総額（家賃＋共益費＋基本サービス費＋⾷費・光熱⽔費）

総額費用（月額換算）

（参考）最多居室（住⼾）⾯積 ※上記集計対象ホームのみ

2014（平成26）年 2024（令和６）年

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」 出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

平均

261.510円

118,020円

153,952円

平均

（ ）

（ ）

（ ）
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居者の経済状況（令和元年度調査）

 介護保険の利⽤者負担割合は、すべての類型で1割負担が75％を超えており、特に住宅型では88.0％と高い。また、介護付き
は、3割負担が11.0％と他よりも高かった。

 介護保険料の所得段階については、すべての類型で「不明」が７割を超えているが、住宅型では「第１段階」の割合が
16.7％と、介護付き（2.9％）、サ高住（非特定）（10.7％）と比べて高い。

2019（令和元）年

介護保険の利⽤者負担割合

参 考

出典︓令和元年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」 29



高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居時の要介護度（令和2年度調査）

 いずれの類型も、新規入居者は要介護１の割合が最も多い（22〜24％）。

 介護付きと住宅型は、要介護３・４・５の中重度の割合が３分の１程度を占める（それぞれ33.6％、32.3％ ）。

 サ⾼住は、介護付き・住宅型より軽度の⽅が多く、要⽀援２までの⾃⽴・軽度が3分の1程度を占める（33.2％）。

2020（令和２）年

出典︓令和２年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

入居時の要介護度

33.6％

32.3％

25.1％

21.7％

23.7％

33.2％
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居時の認知症の程度（令和2年度調査）

 ⼊居時の認知症⽇常生活自⽴度は、いずれの類型でも「Ⅱa・Ⅱb」が最も多く、介護付きで29.3％、住宅型有料で
26.3％、サ高住（非特定）で24.1％を占める。

 介護付き、住宅型では「Ⅲa・Ⅲb」及び「Ⅳ」の合計が２割程度とサ⾼住より１割程度⾼く、サ⾼住（⾮特定）
では「自⽴」が28.4％と他よりも１割程度⾼い。

入居時の認知症の程度
2020（令和２）年

軽度 重度
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居のルート（令和２年度調査）

 いずれの類型でも、「本人･家族からの直接申し込み」が最も多い。

 介護付きでは「紹介業者による紹介」が24.8％。

 住宅型、サ⾼住（⾮特定）では「紹介業者による紹介」は1割強に留まり、「ケアマネジャーによる紹介」が２〜
３割を占めている。

出典︓令和２年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

2020（令和２）年
入居のルート
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特定施設 サービス付き⾼齢者向け住宅(非特定)

高齢者住まい（有料、サ⾼住）への入居前の居場所

100.0（新規入居者数 n=9,761）

32.3病院・診療所

28.3自宅

5.3介護⽼⼈保健施設

4.1特定施設の指定を受けている施設

2.3特定施設の指定を受けていない施設

0.7介護療養型医療施設

0.6特別養護⽼⼈ホーム

0.4認知症高齢者グループホーム

0.3介護医療院

25.7その他（不明を含む）

住宅型有料⽼⼈ホーム

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」

2014（平成26）年

2024（令和６）年

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

％（新規入居者数 n=2,063)

43.5自宅、家族・親族等と同居

36.7病院・診療所

6.7介護⽼⼈保健施設･介護療養型医療施設

5.7介護保険対象の居住系サービス

2.8介護保険対象外の居住系サービス

1.0認知症高齢者グループホーム

0.8特別養護⽼⼈ホーム

2.9その他（不明を含む）

％（新規入居者数 n=2,147）

43.4病院・診療所

38.1自宅、家族･親族等と同居

6.1介護⽼⼈保健施設･介護療養型医療施設

4.9介護保険対象外の居住系サービス

1.8介護保険対象の居住系サービス

1.1認知症高齢者グループホーム

1.0特別養護⽼⼈ホーム

3.6その他（不明を含む）

％（新規入居者数 n=1,855)

50.9自宅、家族･親族等と同居

29.5病院・診療所

5.8介護⽼⼈保健施設･介護療養型医療施設

5.7介護保険対象外の居住系サービス

3.1介護保険対象の居住系サービス

0.9認知症高齢者グループホーム

0.8特別養護⽼⼈ホーム

3.3その他（不明を含む）

100.0（新規入居者数 n=3,935）

43.4病院・診療所

27.3自宅

4.8介護⽼⼈保健施設

3.7特定施設の指定を受けていない施設

2.4特定施設の指定を受けている施設

0.7認知症グループホーム

0.6介護療養型医療施設

0.6特別養護⽼⼈ホーム

0.5介護医療院

15.9その他（不明を含む）

100.0（新規入居者数 n=5,266）

40.7自宅

30.3病院・診療所

4.0介護⽼⼈保健施設

3.4特定施設の指定を受けていない施設

1.9特定施設の指定を受けている施設

0.7特別養護⽼⼈ホーム

0.5介護療養型医療施設

0.5介護医療院

0.4認知症高齢者グループホーム

25.7その他（不明を含む）

・2014年と2024年の比較において、「病院･診療所」から⼊居する⽅の割合はいずれの類型も概ね変化なし。
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％（退去者数 n=9,194）

59.2死亡による契約終了（※）

14.2病院・診療所

5.2特定施設の指定を受けている施設

4.7特別養護⽼⼈ホーム

4.1自宅

2.0介護療養型医療施設

1.6介護⽼⼈保健施設

1.3特定施設の指定を受けていない施設

0.8認知症高齢者グループホーム

0.4介護医療院

6.6その他（不明を含む）

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

特定施設 住宅型有料⽼⼈ホーム サービス付き⾼齢者向け住宅(非特定)

※内訳は、居室における看取り57.7％、居室における看取
り以外5.4％、病院、診療所31.7％，その他5.2％

高齢者住まい（有料、サ⾼住）からの退去先

2014（平成26）年

2024（令和６）年

％（退去者数 n=2,063）

51.7死亡による契約終了（※）

18.2病院・診療所

7.0自宅、家族・親族等と同居

6.6特定施設の指定を受けている施設

5.3特別養護⽼⼈ホーム

4.9介護⽼⼈保健施設・介護療養型医療施設

1.3認知症グループホーム

2.4特定施設の指定を受けていない施設

2.5その他（不明を含む）

％（退去者数 n=2,147）

36.6死亡による契約終了（※）

23.7病院・診療所

9.1自宅、家族・親族等と同居

8.6特別養護⽼⼈ホーム

6.4特定施設の指定を受けていない施設

5.9介護⽼⼈保健施設・介護療養型医療施設

4.2特定施設の指定を受けている施設

2.8認知症グループホーム

2.5その他（不明を含む）

％（退去者数 n=1,855)

29.8死亡による契約終了（※）

18.1病院・診療所

17.1自宅、家族・親族等と同居

7.9特定施設の指定を受けていない施設

7.5特別養護⽼⼈ホーム

6.1特定施設の指定を受けている施設

5.8介護⽼⼈保健施設・介護療養型医療施設

4.1認知症グループホーム

4.2その他（不明を含む）

％（退去者数 n=3,783）

55.3死亡による契約終了（※）

17.0病院・診療所

7.6特別養護⽼⼈ホーム

4.3自宅

3.5介護⽼⼈保健施設

3.1特定施設の指定を受けていない施設

2.7特定施設の指定を受けている施設

1.5認知症高齢者グループホーム

1.3介護療養型医療施設

0.5介護医療院

3.2その他（不明を含む）

％（退去者数 n=4,913）

43.1死亡による契約終了（※）

17.6病院・診療所

8.2特別養護⽼⼈ホーム

6.1自宅

5.9特定施設の指定を受けている施設

4.0特定施設の指定を受けていない施設

3.7介護⽼⼈保健施設

3.0認知症高齢者グループホーム

2.1介護療養型医療施設

0.5介護医療院

5.8その他（不明を含む）

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいが果たしている機能・役割等に関する実態調査」

※内訳は、居室における看取り50.3％、居室における看取
り以外10.6％、病院、診療所36.0％，その他3.2％

※内訳は、居室における看取り40.8％、居室における看取
り以外5.3％、病院、診療所57.5％，その他6.5％

死亡による退去の割合がいずれも増加。住宅型は36.6％から55.3％に増加し、内、居室における看取りが57.7％。
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令和４年介護サービス施設・事業所調査結果

〇 介護老人福祉施設の退所者の約７割が死亡を理由として退所している。

入
所

入
所

入
院

退
所

退
所

退
院

家庭

介護⽼⼈福祉施設

その他の社会福祉施設

介護⽼⼈保健施設

介護医療院

医療施設

死亡

その他・不詳

100.0%

1.3%

1.6%

0.3%

0.2%

0.2%

22.1%

71.9%

2.4%

介
護
老
人
福
祉
施
設

100.0%

37.1%

4.6%

5.8%

15.9%

0.2%

20.2%

5.4%

10.8%

家庭

介護⽼⼈福祉施設

その他の社会福祉施設

介護⽼⼈保健施設

介護医療院

医療施設

その他

不詳

平均在所⽇数︓1153.7日

家庭

介護⽼⼈福祉施設

その他の社会福祉施設

介護⽼⼈保健施設

介護医療院

医療機関

死亡

その他・不詳

100.0%

31.9%

9.7%

3.2%

1.5%

0.3%

32.8%

14.6%

6.1%

介
護
老
人
保
健
施
設

100.0%

31.5%

0.7%

1.3%

2.4%

0.2%

48.8%

2.7%

12.4%

家庭

介護⽼⼈福祉施設

その他の社会福祉施設

介護⽼⼈保健施設

介護医療院

医療施設

その他

不詳

平均在所日数 404.2日

家庭

介護⽼⼈福祉施設

その他の社会福祉施設

介護⽼⼈保健施設

介護医療院

医療機関

死亡

その他・不詳

100.0%

3.8%

4.7%

1.6%

2.7%

0.0%

25.9%

60.1%

1.2%

介
護
医
療
院

100.0%

4.6%

0.6%

0.9%

3.6%

0.7%

76.9%

0.6%

12.2%

家庭

介護⽼⼈福祉施設

その他の社会福祉施設

介護⽼⼈保健施設

介護医療院

医療施設

その他

不詳

平均在所日数 344.6日

（参考）介護保険３施設における入所者・退所者の状況
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施設数

介護付き 住宅型 健康型 サ高住 増加率（R1→R6）

増加率

全国平均17%

 有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅の整備状況について、令和元年度から令和６年度（５年間）の施設数の増加率が、
大都市圏（一都三県、大阪、愛知、福岡）で平均22％であり、全国平均17％を上回っている状況にある。

有料⽼⼈ホーム・サービス付き⾼齢者向け住宅 都道府県別の動向①
－都道府県別施設数の動向（令和６年度）

※有料⽼⼈ホーム︓⽼健局⾼齢者⽀援課調べ（R6.6.30時点）

※サービス付き⾼齢者向け住宅︓「サービス付き⾼齢者向け住宅情報提供システム（R6.6.30時点）」
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62,391

14,666

7,041

12,374

4,887

6,548
8,691

13,792

9,241

21,201

57,808

44,900

88,706

76,834

9,348

5,821
7,592

2,881
3,103

11,753
13,288

21,580

51,550

13,570

5,683

12,808

98,942

39,770

9,741
8,396

3,923

4,957

11,007

14,925
12,631

4,845

7,118

10,649

4,149

53,216

8,241
8,038

17,249
15,854

13,991

12,178
13,500

3.71%

3.52%

1.73%

1.87%

1.38%

1.81%

1.48%

1.59%

1.61%

3.60%

2.87%

2.56%

2.77%

3.21%

1.30%
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介護付き 住宅型 健康型 サ高住 65歳以上人口に対する住まいの割合

 有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅の整備状況について、65歳以上の高齢者人口に対する定員数の割合が、
大都市圏（一都三県、大阪、愛知、福岡）で平均3.1％であり、全国平均2.4％を上回っている状況にある。

有料⽼⼈ホーム・サービス付き⾼齢者向け住宅 都道府県別の動向②
－都道府県別定員数と高齢者人口に対する定員数の割合（令和６年度）

※有料⽼⼈ホーム︓⽼健局⾼齢者⽀援課調べ（R6.6.30時点）

※サービス付き⾼齢者向け住宅︓「サービス付き⾼齢者向け住宅情報提供システム（R6.6.30時点）」

※65歳以上⼈⼝︓総務省「推計⼈⼝（令和５年10月１日）」

全国平均

2.41%

65歳以上

住まい割合
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地域別要介護度別入居者数（人数積み上げ）ー2 0 1 6年と2 0 2 3年の⽐較

 特定施設は、「町村」と「その他の市」以上の規模の自治体では傾向が異なり、「町村」で⾃⽴が多い。

2016年23.1％から、2023年18.6％へ減少しているものの、他より自⽴が占める割合が顕著に⾼い。

 住宅型は、特定施設よりも要介護度が⾼く、2016年はいずれも要介護２〜３の割合が最も⾼いが、2023年には重度にシフト
し、特に「指定都市・特別区」、「中核市」において要介護４が最も高い。また、「指定都市・特別区」の自⽴の割合が、
11.4％（2016年）から4.3％（2023年）に⼤幅に減少。

 サ高住は、いずれの地域も要介護１，２が中⼼であるが、「町村」以外は自⽴者が増加傾向にあり、特に「指定都市・特別
区」は、⾃⽴者が10.8％（2016年）から21.5％（2023年）と10年で倍増している。

出典︓「都市規模別にみた⾼齢者向け住まいの供給動向－2016年と2013年の⽐較ー」（近畿⼤学建築学部教授 ⼭⼝健太郎）

令和５年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」報告書

2016（平成28）年 2023（令和5）年

地域（都市規模）別 要介護度別入居者数（⼈数積み上げ）
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令和6年度⽼⼈保健健康等増進事業による⾼齢者住まいの事業実態把握

39

○⾼齢者住まいにおけるサービス提供のあり⽅等に関する指摘に対して実効性のある対応を⾏うため、令和６
年度⽼健事業を活⽤し、事業者、自治体、利⽤者等の様々な観点から実態把握を⾏った。

高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業

サービス付き⾼齢者向け住宅等における介護サービス提供のあり⽅に関する調査研究事業

○委員⻑︓⽇本社会事業⼤学専⾨職⼤学院 井上 由起子 教授

○⽬的等︓いわゆる「囲い込み・過剰介護」と⾔われる⾼齢者向け住まいの経営⾯での実態・分布を定量的に把握するため、７自

治体の協⼒を得て、介護給付適正化システム等の自治体の管理するDBから⾼齢者住まいを網羅的に抽出し、⼊居者の傾向を分析す

るとともに、公開データから住まい側の特性を把握し、⼊居者・住まい側の双⽅の情報から運営モデルと分布を整理。

○委員⻑︓⽇本社会事業⼤学専⾨職⼤学院 井上 由起子 教授

○⽬的等︓有料⽼⼈ホームの事業形態やサービス提供⽅法等が多様化する⼀⽅、運営⾯での課題等が指摘されていることから、自治

体における有料⽼⼈ホームに対する指導監督の現状、課題をアンケート調査や⾃治体職員によるグループワーク等を通して把握し、

対応の⽅向性を検討するための基礎資料を得る。

○委員⻑︓近畿⼤学建築学部建築学科 山口 健太郎 教授

○⽬的等︓⾼齢者住まい事業者（特定施設、住宅型有料、サ⾼住）の運営実態や⼊居者像、及び医療・介護サービスの利⽤状況等

の基礎的情報を定点観測的に調査し、時系列変化を捉える事業であり、今年度は特に、介護サービス外付け型のホームにおけるい

わゆる囲い込み（サービス提供の選択・過剰利⽤促進等）の実態等について把握。

多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業



I. 有料⽼⼈ホーム等の概要

II. 有料⽼⼈ホームを取り巻く課題

III.参照条文

40

1. 有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
2. 有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅
3. 有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方



I. 有料⽼⼈ホーム等の概要

II. 有料⽼⼈ホームを取り巻く課題

III.参照条文
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1. 有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
2. 有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅
3. 有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方



サービス提供の実態
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出典︓令和５年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

 医療処置を要する⼊居者数（重複を除いた実⼈数）は、特定施設で多く、1施設あたり平均5.7人、入居者総数に占める割合
は11.1％であった。これに対し、住宅型では平均2.7人（割合では10.3％）。サ高住では平均2.1人（割合では6.5％）で
あった。

 処置の内容別にみると、特定施設及びサ⾼住では「尿道カテーテルの管理」が、住宅型では「たんの吸引」及び「尿道カ
テーテルの管理」が最も多かった。

医療処置を必要とする入居者数
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（参考）介護老人福祉施設における医療処置を要する入所者数・処置内容

○医療処置を要する入所者数（重複を除いた実人数）は、１施設あたり平均9.3 人、入居者総数に占め
る割合は15.8％であった。

○処置内容は、「尿道カテーテルの管理」を要する入所者が最も多く4.6％、次いで「たんの吸引」を要
する入所者が4.3％であった。

出典：令和４年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究」 44



特定のサービスへの特化の状況

 施設が何らかのサービスに特化しているか（施設名やホームページ・パンフレット等で標榜している特徴）については、
・「特に標榜していることはない」が６～７割と最も多いが、
・「ホスピスケア（ターミナルケア・緩和ケア）に特化」は、住宅型8.9％、サ高住5.3％

「特定の疾患等に特化」は、住宅型4.2％、サ高住4.1％であった。
・一方、「自立支援・機能改善に特化」は住宅型7.0％、サ高住4.7％であった。

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」 45



有料⽼⼈ホームの類型

健康型有料⽼⼈ホーム住宅型有料⽼⼈ホーム介護付有料⽼⼈ホーム
＝特定施設入居者⽣活介護の指定を受けた有料⽼⼈ホーム

・食事等のサービスが付いた高齢者向け
の居住施設

・介護が必要となった場合には、契約を
解除し退去しなければならない

・生活支援等のサービスが付いた高齢者
向けの居住施設

・介護が必要となった場合、入居者自身
の選択により、地域の訪問介護等の介
護サービスを利⽤しながら、ホームで
の生活を継続することが可能

・介護等のサービスが付いた高齢者向け
の居住施設

・介護等が必要となっても、ホームが提
供する介護サービスである「特定施設
⼊居者生活介護」を利⽤しながら、
ホームでの生活を継続することが可能

R6 有料⽼⼈ホームの件数R6 有料⽼⼈ホームの件数
17,246件

R6 有料⽼⼈ホームの定員数R6 有料⽼⼈ホームの定員数
673,689人

出典：厚生労働省老健局の調査結果（令和６年６月30日現在）

介護付き

4,560 件

26.4%

住宅型

12,667 件

73.4%

健康型

19 件

0.1%

介護付き

280,801 人

41.7%

住宅型

392,346 人

58.2%

健康型

542 人

0.1%
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健康寿命の延伸に取り組む⾼齢者向け住まいの事例

47
出典︓「令和2年度第4回サービス付き⾼齢者向け住宅に関する懇談会資料」⼀般社団法⼈ ⾼齢者住宅協会



有料⽼⼈ホームの役割・機能、⽬指す姿
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）が果たす役割・機能

有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅は、急速に増加してきた⾼齢者向け住まいのニー
ズに柔軟かつ機動的に対応。

特に⼤都市部においては、新たに特養等を整備できるような公共⽤地が少ない中、⺠間のネット
ワークを活用した土地取得・借上げやディベロッパーとの連携を通じ迅速な開設が⾏われている。

有料⽼⼈ホームでは、運営基準や設備基準については厳格な規制がなく、⺠間の創意⼯夫により
多様な料⾦設定において多様なサービスを展開し、利⽤者の希望に柔軟に応えてきた。

近年は、医療法⼈や株式会社の運営によるホスピス・疾病特化タイプも増加しており、要介護度
が⾼い・医療的ケアの必要な⾼齢者も住み続けられる選択肢も提供されている。
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住み慣れた環境で必要なサービスを
受けながら暮らし続ける

高齢者向け住まい

2040年に向けて、介護・医療ニーズが急増する地域において、⽇常生活や介護に不安を抱く「⾼齢単⾝・夫婦
のみ世帯」が、住み慣れた地域で安⼼して暮らすことを可能とするよう、「サービス付き⾼齢者向け住宅」
「有料⽼⼈ホーム」などの⾼齢者向け住まいに、透明性の⾼い適切な事業運営を確保しながら、介護サービス
や、診療所などの医療機関や訪問診療などの医療を組み合わせた仕組みの普及を図ることが必要。

周辺住民へのサービス提供

・訪問系サービス（訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応サービス、訪問リハ）

・通所系サービス（通所介護、通所リハ）

・短期入所系サービス（短期入所生活介護、短期入所療養介護）

・小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院 等

⾼齢者向け住まいと介護・医療の連携イメージ
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サービス提供に係る体制や課題
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住宅型有料⽼⼈ホームやサ⾼住における職員・有資格者の配置状況

住まいに専従の職員を配置している施設のうち

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

 住まいに専従の職員を配置している施設は、住宅型が49.5％、サ高住は61.3％であった。
 専従の職員を配置している施設のうち、介護の資格の有無について、すべての職員が資格を保有している施設が約４

割、職員の一部が資格を保有している施設は約５割であった。
 介護の資格を有する職員がいる施設のうち、「介護福祉⼠」がいる施設は住宅型、サ⾼住ともに８割以上であった。

また、「研修を受け、たんの吸引等の医療処置ができる介護職員」がいる施設は住宅型で28.8％、サ高住で21.4％
あった。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

いずれもいない

兼務の看護職員がいる

専従の看護職員がいる

15％以上 10〜15％未満 ５〜10％未満 ５％未満 ０％ エラー・

無回答

12.2

19.7

22.3

9.4

15.1

10.2

11.2

11.3

12.7

9.4

6.4

7.8

30.1

21.3

13.9

27.6

26.2

33.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いずれもいない

兼務の看護職員がいる

専従の看護職員がいる

15％以上 10〜15％未満 ５〜10％未満 ５％未満 ０％ エラー・

無回答

看護職員の配置状況と医療処置を要する入居者の割合

 看護職員の配置については、住宅型では、専従の職員がいる施設は17.2％、兼務の職員がいる施設は40.5%であり、サ高住
では、専従の職員がいる施設は12.4％、兼務の職員がいる施設は24.4％であった。

 住宅型有料⽼⼈ホームにおいて、医療ケアを要する⼊居者の割合が15％以上を占めるホームは、専従の看護職員がいるホー
ムで22.3％、兼務の看護職員がいるホームで19.7％、いずれもいないホームで12.2％だった。

 サービス付き⾼齢者向け住宅において、医療ケアを要する⼊居者の割合が15％以上を占めるホームは、専従の看護職員がい
るホームで13.7％、兼務の看護職員がいるホームで17.5％、いずれもいないホームで6.6％だった。

 医療ケアを要する⼊居者がいないホームは、いずれの類型も、専従の看護職員がいるホームの⽅が、看護職員がい
ないホームよりも少なかった。

【住宅型有料⽼⼈ホーム】

【サービス付き⾼齢者向け住宅】

看護職員の配置状況×医療処置を要する入居者の割合

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

N=166件

N=390件

N=131件

N=257件

N=560件
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看護職員の配置状況と要介護度別入居者数（⼈数積み上げ）
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 住宅型有料⽼⼈ホームにおいて、要介護３以上の入居者数が占める割合は、専従の看護職員がいるホームで54.0％、兼務の
看護職員がいるホームで59.0％、いずれもいないホームで52.5％だった。

 サービス付き⾼齢者向け住宅において、要介護３以上の⼊居者数が占める割合は、専従の看護職員がいるホームで39.1％、
兼務の看護職員がいるホームで43.4％、いずれもいないホームで30.9％だった

54.0％

59.0％

52.5％

【住宅型有料⽼⼈ホーム】

【サービス付き⾼齢者向け住宅】

39.1％

43.4％

30.9％

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

看護職員の配置状況×要介護度別入居者数（⼈数積み上げ）

（要介護3以上が占める割合）

N=9,585人

N=5,418人

N=6,583人

N=7,228人

N=4,858人

N=18,507人
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出典：令和５年度高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業

 夜間の職員数（夜勤又は宿直）について、「０人」が、特定施設で0.3％、住宅型有料⽼⼈ホームでは3.5％、サ高
住が11％であった。

 １施設当たりの夜間の平均職員数は、特定施設で2.7人である⼀⽅、住宅型有料⽼⼈ホームが1.7人、サービス付き

⾼齢者向け住宅が1.3人であった。

高齢者向け住まいにおける夜間の職員配置状況
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H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護医療院・介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護

有料老人ホーム （有料内訳）住宅型 （有料内訳）介護付き 小規模多機能型居宅介護等

有料⽼⼈ホームにおける⾼齢者虐待の状況
（養介護施設従事者等による虐待判断件数の施設種別構成⽐の経年⽐較）
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 養介護施設従事者等（※）による虐待判断件数の施設種別構成⽐の経年⽐較をみると、有料⽼⼈ホームの割
合が増加（直近では住宅型有料⽼⼈ホームの割合が増加） 。

有料老人ホーム

（有料内訳）住宅型有料老人ホーム

（有料内訳）介護付有料老人ホーム

出典:高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書,令和6年3月,p225.

令和5年度「⾼齢者虐待の防⽌、⾼齢者の養護者に対する⽀援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果,資料２,p7.

※グラフは一部サービスを抜粋
※有料老人ホームの内訳はH26から集計

（※）介護⽼⼈福祉施設など養介護施設⼜は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者



虐待の発⽣時間帯と住宅型有料⽼⼈ホームでの虐待類型
（令和6年度調査結果）

出典︓令和6年度 高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書

 高齢者虐待が発生した時間帯は、「時間帯によらない」の44.7％に次いで、「夜間」が36.6％であった。
 虐待類型別にみると、「⼼理的虐待」が50.0％、「身体的虐待」が36.4％、「夜間帯」に発生している。
 住宅型有料⽼⼈ホームでは、身体的虐待が265件と最も多く、次いで、「⼼理的虐待」と「介護等放棄」が69件ず

つとなっている。
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【住宅型有料⽼⼈ホームで発生した虐待の類型】
N=397件（件）



（※１）指定居宅サービス等の事業の⼈員、設備及び運営に関する基準（平成⼗⼀年厚⽣省令第三⼗七号）（抄）
（事故発生時の対応）※���条の規定により、特定施設入居者生活介護の事業に読み替え
第三十七条 指定特定施設入居者介護事業者は、利⽤者に対する指定特定施設⼊居者生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利
⽤者の家族、当該利⽤者に係る居宅介護⽀援事業者等に連絡を⾏うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
３ 指定特定施設⼊居者生活介護事業者は、利⽤者に対する指定特定施設⼊居者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償
を速やかに⾏わなければならない。

（※２）有料⽼⼈ホームの設置運営標準指導指針について（平成14年７⽉18⽇⽼発第0718003号局⻑通知）（抄）
⑼ 事故発生時の対応
有料⽼⼈ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。
一 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、指定都市⼜は中核市及び⼊居者の家族等に連絡を⾏うととも
に、必要な措置を講じること。

二 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
三 設置者の責めに帰すべき事由により、⼊居者に賠償すべき事故が発生した場合は、⼊居者に対しての損害賠償を速やかに⾏うものとすること。

有料⽼⼈ホームにおける事故報告の取扱い

【事故発生時の対応】
 介護保険施設等（介護付有料⽼⼈ホームを含む。）においては、基準省令（※１）に基づき、サービスの提供により事故

が発生した場合には、速やかに市町村、⼊所者の家族等に連絡を⾏うとともに、必要な措置を講ずることとされている。
 住宅型有料⽼⼈ホームを含む有料⽼⼈ホームについては、標準指導指針（局⻑通知）（※２）において、介護保険施設と

同様の対応を取るべきことを技術的助言として示している。
 また、自治体によって、介護保険施設に求める事故報告の基準が様々であったことを踏まえ、国において標準的な事故

報告様式を作成するとともに、①死亡に⾄った事故、②医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事
故は原則として全て報告することとしている（介護保険施設等における事故の報告様式等について（令和３年３⽉19日
付関係課⻑通知））。本報告様式については、介護保険施設のみならず特定施設、有料⽼⼈ホーム、サ⾼住等において
も積極的に活用いただくこととしている。

【事故情報等の収集・分析・活用】
 令和６年度介護報酬改定に関する審議報告において、「介護事業所における事故発生の防⽌を推進する観点から、国に

おける事故情報の収集・分析・活用による全国的な事故防止のPDCAサイクルを構築することを⾒据え、事故情報を⼀元
的に収集し、国・都道府県・市町村がそれぞれアクセスできるデータベースの整備を検討していくべき」との指摘。

 今後、介護事業所のみならず、有料⽼⼈ホームをはじめとする⾼齢者住まいも含めた検討が必要。
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住宅型有料⽼⼈ホームにおける職員の⼀⻫退職及びサービスの⼀部停⽌の事案

有料⽼⼈ホームにおける安定的かつ継続的な運営確保の観点から、都道府県・指定都市・中核市に対して指導監
督の徹底に関する留意事項として以下を要請(R6.10.18⽼健局⾼齢者⽀援課⻑通知)。

• 都道府県等において、⽴⼊調査の際、⼊居率や資⾦計画・収⽀の状況、職員配置等、事業の継続性に関係す
る事項等の聞き取りを⾏い、当初の事業計画と乖離がある場合には、専⾨家への相談を促すなどの注意喚起
を⾏い、改善を図るよう働きかけを⾏うことが求められること

• 開設後１年に満たない時期に発生したことも踏まえ、通報等があった場合はもとより、開設後１年以内の、
⼀定の入居が進んだと考えられる時期にも⽴入調査を⾏い、事業計画に沿った運営がされているか等を確認
するなど、⽴入調査実施時期の⾒直しを⾏っていただきたいこと

• 住宅型有料⽼⼈ホームは、同⼀法⼈が併設の介護事業所を運営し、職員を兼務している場合も多いことから、
当該併設介護サービスの所管部署と連携して⽴入調査を⾏うことも効果的であること

厚⽣労働省における対応

• 同⼀法⼈が運営する東京都⾜⽴区等全国４ヶ所に所在する住宅型有料⽼⼈ホームにおいて、令和６年９⽉に給料
の未払いにより職員が⼀⻫退職したことで、⼊居者へのサービス提供が⾏われず、⼊居者全員が短期間に施設か
らの転居を余儀なくされる事案が発生した。

• 約10⽇の間に転居する必要があったため、関係自治体や利⽤者の担当ケアマネ、関係団体等が連携し、残された
入居者全員の転居先や退去までの必要な生活環境を確保した。

事案概要

59



全国有料⽼⼈ホーム協会における苦情相談
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安全・衛生

その他

有料⽼⼈ホーム協会に寄せられた苦情相談

・⺟がホームの協⼒医療機関ではない病院に通院している。その病院へ
の通院介助について、ホームは通院介助のサービスは提供しないという
が、納得できない。
・住み替え先の住宅型ホームで、ホームが指定したケアマネジャーを利
用するようにと⾔われている。（住宅型）
・住宅型ホームに⼊居している両親が散歩に⾏きたいということで、こ
れまではスタッフが付き添っていたが、今後、散歩については自費とな
ると⾔われた。（住宅型）

・3年くらい⼊居していた⽗がホームで逝去した。入居時には、退居す
る時に居室のクリーニング費用が3万円程度必要となる旨を⼝頭で⾔
われ了承していたが、今回の請求額が79,000円（クリーニング代
15,000円、居室クロス張替49,600円、他14,400円）となっていた。
・ホーム入居後３カ月で退去。勝⼿に敷⾦からハウスクリーニング代と
して５万円が相殺され、明細の提示もない。契約書では、相殺する前
に入居者側に事前に明細を示すとなっている。

相談事例➀介護サービス 相談事例➁現状回復費⽤

契
約
・
解
約

価
格

役
務
品
質

（2023年度の苦情相談受付 全614件の内、有料⽼⼈ホーム、サ⾼住を抽出）

※有料⽼⼈ホーム協会は、1991年、⽼⼈福祉
法に基づき、苦情の解決のための「苦情処理
委員会」を⽴ち上げた。2019年度より、名称
を「苦情対応委員会」に変更し、苦情対応委
員会規程に基づき運営している。



介護サービス提供方法に関する入居前の説明状況

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」

 ⼊居前の段階で「併設・隣接事業所以外を含め、他の事業所が提供するサービスも利⽤できること」を説明している施設は、住宅型で62.3％、サ高住で74.9％。
 その説明⽅法は、「⼝頭であるが、必ず全員に説明している」が最も多く、住宅型47.0％、サ高住51.8％、「説明資料（書⾯）を使って説明し、同意書に署名をもらう」は、
住宅型16.3％、サ高住17.2％。一方、「質問があったときのみ、口頭で説明している」とした施設も一部あり、またそもそも説明していない施設も一定割合あった。
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説明していない施設
37.7％
25.1％



介護保険事業（支援）計画との関係
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○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（令和６年１⽉19日厚生労働大臣告示18号）

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
１ 日常生活圏域
(一) 各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち介護給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の⾒込み
イ 市町村及び⽇常生活圏域ごとの必要利⽤定員総数及び指定地域密着型サービスの量の⾒込み

（略）
また、各サービスの種類ごとの量の⾒込みを定めるに当たっては、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け⽫となっ
ている状況を踏まえ、市町村全域及び⽇常⽣活圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、要介護者等の⼈数、利⽤状況等を必要に応じて勘案
すること。

＊＊＊＊＊＊
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
７ 特定施設⼊居者生活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居定員総数

特定施設⼊居者生活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居定員総数を記載するよう努めること。なお、こ
れは特定施設⼊居者生活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではないことに留意
すること。

特定施設入居者⽣活介護の指定を受けていない有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け⽫となって
いる状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の⾒込みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要である。
あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。)の指定を受ける有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼
齢者向け住宅(介護付きホーム)への移⾏を促すことが望ましい。

＊＊＊＊＊＊
３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
(四) 都道府県との連携
また、有料⽼⼈ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受け⽫となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス
基盤の整備量の⾒込みを適切に定めるため、住宅担当部局や都道府県と連携してこれらの設置状況等必要な情報を積極的に把握することが重要である。

第９期介護保険事業（⽀援）計画の基本指針における⾼齢者向け住まいに関する留意事項

 第９期介護保険事業（⽀援）計画の基本指針では、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅が⾼齢者の受け⽫となっていること
を踏まえ、設置状況や利⽤状況等の把握が求められている。
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介護保険事業（支援）計画策定における高齢者住まい入居者の把握状況

・有料⽼⼈ホームに対して指導監督を⾏っている自治体に対する調査において

ー介護保険事業（⽀援）計画で介護保険施設・居住系サービスの整備量を定めるにあたり、住宅型有料⽼⼈ホー
ムやサービス付き⾼齢者向け住宅の供給量を考慮している自治体は、約30％にとどまっている。

ー具体的な⼊居者の要介護度の把握⽅法は、「事業者へ調査を実施（35.6％）」や「重要事項説明書等の定期報
告により把握（33.3％）」等があげられた。

考慮してい

る, 30.0%

考慮してい

ない, 65.3%

無回答,

4.7%

n=150

自治体区分別全体

指定都市・中

核市以外の市

町村

中核市政令指定都市都道府県構成比%回答数

25.0%29.8%33.3%34.3%30.0%4501 考慮している

60.0%70.2%66.7%62.9%65.3%9802 考慮していない

15.0%0.0%0.0%2.9%4.7%7無回答

40571835100.0%150回答自治体数

介護保険事業（支援）計画における住宅型有料老人ホーム、サー
ビス付き高齢者向け住宅供給量の考慮

介護保険事業計画を策定する際の住宅型有料老人ホーム、サービス
付き高齢者向け住宅利用者の要介護度の把握方法

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」 64



利⽤者による有料⽼⼈ホームやサービスの適切な
選択
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有料⽼⼈ホーム等の入居者に対する情報の開⽰について

66

 有料⽼⼈ホームの設置者は、⼊居者等に対して、当該有料⽼⼈ホームにおいて供与される介護等の
内容その他の便宜の内容、費⽤負担の額、その他の入居契約に関する重要な事項の開⽰が義務付け
られており、開示する場合は、書面により交付するものとされている（⽼⼈福祉法第29条第7項、⽼
⼈福祉法施⾏規則）。

 その上で、法令上の義務とはされていないが、有料⽼⼈ホーム標準指導指針において、入居契約に
関する重要な事項の説明は、「重要事項説明書」を作成し、契約締結前に十分な時間的余裕をもっ
て、重要事項説明書及び⼊居契約書について説明を⾏うこととされ、その際には説明者・説明を受
けた者の署名を⾏うこととされている。また、標準指導指針の別紙様式に基づき「重要事項説明
書」を作成するものとしている。

 なお、サービス付き⾼齢者向け住宅は、賃貸住宅の⼊居契約を締結するまでに、登録事項、⼊居契
約の内容や、特定施設の指定を受けた場合はその情報、前払⾦等に関する事項等を書⾯で交付し、
説明することが義務付けられている（⾼齢者の居住の安定確保に関する法律第17条、国⼟交通省・
厚生労働省関係⾼齢者の居住の安定確保に関する法律施⾏規則）。



参照条文等

○ ⽼⼈福祉法（昭和38年法律第133号）

第二十九条第七項 有料⽼⼈ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームに⼊居する者⼜は⼊居しようとする者に対して、

当該有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚⽣労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない

○ ⽼⼈福祉法施⾏規則（昭和38年厚⽣省令第28号）

第二十条の七 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第⼆⼗九条第七項の規定により情報を開⽰する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

第二十条の八 法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第⼆⼗条の五第⼗六号に規定する事項とする。

第二十条の五 法二十九条第一項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

⼗六 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費⽤負担の額、その他の入居契約に関する重要な

事項を説明することを目的として作成した文書

有料⽼⼈ホーム

○ 有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針
12 契約内容等
⑷ 重要事項の説明等

⽼⼈福祉法第 29条第７項の規定に基づく情報の開⽰において、⽼⼈福祉法施⾏規則第 20 条の５第 16号に規定する入居契約に関する重要な事項の説明につい
ては、次の各号に掲げる基準によること。
一 入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事項説明書」（以下「重要事項説明書」という。）を作成するものとし、入居者に
誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載すること。なお、同様式の別添１「事業者が運営する介護サービス事業一覧表」及び別添２
「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重要事項説明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必ず添付すること。

二 重要事項説明書は、⽼⼈福祉法第 29条第７項の規定により、入居相談があったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。
三 入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について⼗分理解した上で契約を締結できるよう、契約締結前に⼗分な時間的余裕をもって重要事項説明書
及び実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入居契約書について説明を⾏うこととし、その際には説明を⾏った者及び説明を受けた者の署名を⾏うこと。
イ 設置者の概要
ロ 有料⽼⼈ホームの類型（サービス付き⾼齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。）
ハ サービス付き⾼齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨
ニ 有料⽼⼈ホームの設置者⼜は当該設置者に関係する事業者が、当該有料⽼⼈ホームの入居者に提供することが想定される介護保険サービスの種類
ホ 入居者が希望する介護サービスの利⽤を妨げない旨

四 有料⽼⼈ホームの設置時に⽼⼈福祉法第 29条第１項に規定する届出を⾏っていない場合や、本指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明書にそ
の旨を記載するとともに、入居契約に際し、入居希望者に対して十分に説明すること。

13 情報開示
⑴ 有料⽼⼈ホームの運営に関する情報

設置者は、⽼⼈福祉法第 29条第７項の情報開示の規定を遵守し、入居者又は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとともに、
パンフレット、重要事項説明書、入居契約書（特定施設入居者⽣活介護等の提供に関する契約書を含む。）、管理規程等を公開するものとし、求めに応じ交付す
ること。 67



参照条文等

68

○ ⾼齢者の居住の安定確保に関する法律（抄）（平成13年法律第26号）

（契約締結前の書面の交付及び説明）

第十七条 登録事業者は、登録住宅に⼊居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国⼟交通省令・厚生労働省令で定める事

項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

２ 登録事業者は、前項の規定による書⾯の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に⼊居しようとする者の承諾を得て、当該書⾯に記載

すべき事項を電磁的⽅法（電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法であって国⼟交通省令・厚生労働省令で定めるも

のをいう。）により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

○ 国⼟交通省・厚⽣労働省関係⾼齢者の居住の安定確保に関する法律施⾏規則（抄）（平成23年厚⽣労働省・国⼟交通省令第２号）

（契約締結前の書面の交付及び説明）

第二十条 法第⼗七条第⼀項の国⼟交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨

二 入居契約の内容に関する事項

三 登録事業者が第六条第⼗⼀号に該当する場合にあっては、介護保険法第百⼗五条の三⼗五第⼀項に規定する介護サービス情報

四 家賃等の前払⾦の返還債務が消滅するまでの期間

五 前号の期間中において、契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払⾦の返還額の推移

サービス付き⾼齢者向け住宅



 サービス付き⾼齢者向け住宅は、全国の事業者の登録情報を、⼀般社団法⼈⾼齢者住宅協会が運営する「サービス付き⾼齢者向け住

宅情報提供システム」において公開するとともに、同システムにおいて、事業者が任意に⼊⼒した状況把握や生活相談サービス等住

宅の運営に関する情報も公開。

 有料⽼⼈ホームの設置者は、ホームが提供する介護等や運営状況に関する情報を、年に1回以上、都道府県知事等に報告しなければ

ならないこと、また、都道府県知事等は、報告された有料⽼⼈ホームの情報を、利⽤者が容易に抽出でき、⽐較し、選択することが

できるよう、インターネット等の方法により公表しなければならないと規定されている。（⽼⼈福祉法第29条第11項及び第12項）

 これに基づき、都道府県等においては、公表方法は一覧表を掲載する、各施設の重要事項説明書を掲載するなど様々であるが、それ

ぞれのホームページ上に有料⽼⼈ホームに関する情報を公表している。

 また、厚⽣労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」において、介護事業所の情報を掲載・検索できる機能（介護事業

所・⽣活関連情報）が設けられており、介護付き有料⽼⼈ホームについては、このシステムにおいて情報を検索し、把握すること

ができる。（※１）住宅型有料⽼⼈ホームについても、令和３年９⽉より情報を掲載・検索できる機能を追加したところである。

検索できる有料⽼⼈ホームは、令和７年４月１日全国で7,950件にとどまっている。（※２）（令和５年６月末現在、届出済みの有

料⽼⼈ホームは全国で16,543件）

（※１）介護事業所・生活関連情報の「介護事業所検索」においては、条件検索も可能。特定施設における検索条件は、次のとおり。

事業所の名称、所在地、事業所番号、法⼈種別、キーワード検索、郵便番号、住まいからの距離、外部サービス利⽤型の有無、空き・受⼊の

可否、主な介護報酬の加算、短期利⽤特定施設⼊居者生活介護の提供の有無、居室タイプ、利⽤料の⽀払い⽅式、家賃(月額）、食費の有無、夜

勤を⾏う看護・介護職員の⼈数、⼊居定員、第三者評価の有無、法⼈が都道府県内で実施する介護サービス、介護予防サービスの実施の有無

（※２）介護事業所・生活関連情報の「有料⽼⼈ホーム検索」に掲載されている件数。また、⼀部府県では、介護付き有料⽼⼈ホームは、（※１）に加

え、「有料⽼⼈ホーム検索」にも掲載されている。なお、「有料⽼⼈ホーム検索」には、有料⽼⼈ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住

宅は掲載されていない。また、「有料⽼⼈ホーム検索」には、条件検索機能がない。

有料⽼⼈ホーム等に関する情報の公表等について

有料⽼⼈ホームに関する情報の公表等

サービス付き⾼齢者向け住宅に関する情報の公表

 サービス付き⾼齢者向け住宅情報提供システム︓https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp

 介護サービス情報公表システム︓https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
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都道府県による有料⽼⼈ホーム情報の公表例

70

 厚生労働省のホームページに、全国の都道府県・指定都

市・中核市における「有料⽼⼈ホームの⼀覧（住所地特

例対象施設のみ）」を公表している。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yuuryo

u.html

 神奈川県の場合、神奈川県（横浜市・川崎市・相模原

市・横須賀市以外）の有料⽼⼈ホーム⼀覧、有料⽼⼈

ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅⼀覧、及

び未届け有料⽼⼈ホームの⼀覧を、ホームページ上で公

表している。

 また、各ホームの重要事項説明書をダウンロードするこ

とができる。

【神奈川県の公表例】

神奈川県の公表例



 都道府県・指定都市は、介護サービス事業者から報告される、介護サービスの内容や事業者・施設の運営状況に関する情報

のうち、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利⽤する機会を確保するために必要な情報を公表することとされてい

る。（介護保険法第115条の35）

（参考）介護サービス情報の公表制度の概要

・介護サービス事業所は、介護サービスの提供を開始しようとすると

き⼜は都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、この情報

を報告することとされている。[介護保険施⾏令第三⼗七条の⼆の三]

・事業所の内容、所在地等 ・従業者に関するもの ・提供サービスの内容

・利⽤料等 ・法人情報

基本情報

・利⽤者の権利擁護の取組 ・相談、苦情等への対応 ・安全衛生管理への体制

・サービス質の確保への取組 ・外部機関等への連携 ・事業運営、管理の体制

・その他（従業者の研修の受講状況等）

運営情報

※その他、事業所の積極的な取組を公表できるよう「事業所の特色」（事業所の写真・動画、定員に対する空き数、特色など）も任意の公表が可能。

・「介護サービス情報公表システム」を使ってイン

ターネットで誰でも情報を入手できる。

・令和５年度末時点で全国約22万か所の事業所情

報が公表されている。

【参考】公表されている事業者数

1 .介護サービス情報公表制度の仕組み 2.公表までのフロー

3.情報公表される内容
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■サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（H23年度～）

事業者による登録にあわせ、登録情報を公開するとともに、状況把握や生活相談サービス等
住宅の運営に関する情報についても公開し、居住者のニーズにあった住まいの選択を支援

トップページ

各物件の詳細情報ページ

事業者の入力に基づき公開された、下記項目を閲覧可

サービス付き高齢者向け住宅の情報提供システムについて

都道府県ごとの物件一覧 クリックすると

クリックすると
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○⽼⼈福祉法（抄）

第二十九条

十一 有料⽼⼈ホームの設置者は、当該有料⽼⼈ホームに係る有料⽼⼈ホーム情報（有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容

及び有料⽼⼈ホームの運営状況に関する情報であつて、有料⽼⼈ホームに⼊居しようとする者が有料⽼⼈ホームの選択を適切に⾏

うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームの

所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

十二 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

○⽼⼈福祉法施⾏規則（抄）

（有料⽼⼈ホームの設置者の報告事項）

第二十一条の二 法第⼆⼗九条第⼗⼀項の規定により、有料⽼⼈ホームの設置者が当該有料⽼⼈ホームの所在地の都道府県知事に報

告しなければならない事項は、別表のとおりとする。（※）

（都道府県知事への報告）

第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、⼀年に⼀回以

上、当該都道府県知事の定める⽇までに⾏うものとする。

（情報の公表）

第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利⽤者

が有料⽼⼈ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に⽐較した上で有料⽼⼈ホームを選択することを⽀援するため、有料

⽼⼈ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利⽤その他適切な⽅法により公表しなけれ

ばならない。

参照条文

有料⽼⼈ホーム
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参照条文

○⾼齢者の居住の安定確保に関する法律（抄）

（登録簿の閲覧）

第十条 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

（登録事項の公示）

第⼗六条 登録事業者は、国⼟交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

（※）別表（第二十一条の二関係）

一 有料⽼⼈ホームの設置者に関する事項

設置者の名称及び主たる事務所の所在地

二 当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項

イ 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 有料⽼⼈ホームの類型

ハ 施設の竣⼯年⽉⽇ ニ 当該報告に係る事業の開始年⽉⽇⼜は開始予定年⽉⽇

ホ 施設までの主な利⽤交通⼿段 ヘ 居室の状況

ト ⾼齢者の居住の安定確保に関する法律（平成⼗三年法律第⼆⼗六号）第五条第⼀項に規定するサービス付き⾼齢者向け住宅事業の登録の有無

三 介護等の内容に関する事項

イ 当該報告に係る介護等の内容等 ロ 入居対象となる者

ハ 当該報告に係る介護等の利⽤者への提供実績

ニ 利⽤者等（利⽤者⼜はその家族等をいう。）の意⾒を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

四 当該報告に係る介護等を利⽤するに当たっての利⽤料等に関する事項

五 施設において供与をされる便宜の内容、費⽤負担の額その他の⼊居契約に関する重要な事項を説明することを⽬的として作成した⽂書の開⽰状況

六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況

七 ⾝体的拘束その他⼊居者の⾏動を制限する⾏為の適正化のための取組の状況

八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況

九 その他都道府県知事が必要と認める事項

サービス付き⾼齢者向け住宅

74



高齢者住まいの入居紹介事業について
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・地域包括支援センター
・病院（ＭＳＷ等）
・ケアマネジャー

併設・隣接事業所又は関
連法人の運営する事業所

居住

生活相談

食事

介護事業所

有料老人ホーム

高齢者又はその
家族等

入居契約

居宅介護支援
利用契約

高齢者住まいの紹介事業者

ケアプラン

介護

ホームと契約関係にない

入居検討者
の紹介

[居住費・生活支援費・食費の支払]

相談・依頼

要介護高齢者等に
自社（紹介事業
者）の紹介を依頼

住宅型有料老人ホームにおいて介護保険サービスを併設の介護事業所又はホームの関連法人が提供する形態

 入居契約時に、ホームが提携するケアマネ事業所と入居
者が契約し、ケアマネ事業所がケアプランを作成。
※元のケアマネを継続して利⽤することも可能

 入居契約時にホームが提携する介護事業所と入居者が契
約。利⽤者は介護事業所と契約し、ケアプランに基づき
サービスを提供。
※元の在宅サービスを継続して利⽤することも可能

有料⽼⼈ホームと入居者、⾼齢者住まいの紹介事業者等の関係

[委託料又は手数
料の支払]

[介護サービス利用料の支払]

【介護サービスの提供方法】
ケアマネ事業所

 ホームは、紹介事業者に対して募集情報を提供。紹介事業者は、地域包括支援センターや病院の医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャー等か
ら入居希望者や家族を紹介され、ホームの情報提供等を行うが、入居希望者や家族が、紹介事業者のホームページや相談窓口を通じて直接、
ホームにアクセスすることもある。

 ホームが決定した場合、ホームと入居者の間で入居契約等を締結。紹介業者が間に入って成約した場合に、ホームから紹介業者へ委託料又は
手数料が支払われる。

地域のネットワーク

ホームの情報提供
〔＋見学先の調整や
見学同行等の支援〕

広報
（HP,ﾁﾗｼ,CM等）

紹介事業者や
ホームの情報提供

（高住連届出事業者等） 相談・依頼

事前の重要事項説明（指導）

相談・依頼

介護サービス
利用契約

紹介事業者に入居募集業務を委託
業務委託契約、斡旋契約など

地域包括支援センター・地域の病院等に、
入居検討者に対する自ホームの紹介を依頼

入居募集
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 有料⽼⼈ホームの紹介事業者は、高齢者本人を希望する「住まい」へ結びつける役割を果たしており、高齢者住まい事
業者団体連合（高住連）に届出済みの事業者は629事業者（令和7年4月時点）。

 一方、紹介⼿数料については、要介護度や医療必要度に応じた⾼額な紹介⼿数料の設定などにより、介護報酬や診
療報酬といった社会保障費の使途の適切性に疑念を持たれる事例が存在との報道。高住連の調査によっても報道の事
実と同様の実態が明らかになった。

１．事実関係・問題の所在

• 事業者毎の紹介料の平均額は、20万円台（⽉額家賃の１〜２
月分相当の額）が約半数。全体平均額は21.5万円。最高額が
100万円以上の事例は、ベースの月額家賃が高額な場合や、新規
開設の一時的なキャンペーン。

• 紹介料につき、医療必要度や要介護度に応じた設定を⾏っていると
の回答は全体の47.9％（多くはケアマネ等との相談の手間等も考
慮した設定）

• 一部の地域（大阪府）で、月額家賃と比してがん末期や難病患
者等に対して⾼額な紹介料を設定している事例が２例。

有料⽼⼈ホームの紹介事業における紹介⼿数料についての対応

２．これまでの対応

指導指針の改定（令和６年12月７日）

 指導監督を有する自治体による指導根拠となる「有料⽼
人ホーム設置運営標準指導指針」を改定。

・⼊居希望者の介護度や医療の必要度等の個⼈の状況や属性に応じ
て⼿数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助⻑すると
の誤解を与えるような⼿数料の設定を⾏わない・応じないこと
・⾼額な⼿数料と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこ
と
・高住連の「届出公表制度」に届出を⾏い、⾏動指針を遵守している事
業者を選定することが望ましいこと

 都道府県と連携し指導を徹底。 違反が認められる場合
は⽼⼈福祉法に基づく⾏政指導等の対象。

⾏動指針の改定（令和６年12月27日）

 届出事業者の遵守すべき⾏動指針・遵守項⽬を⾒直し。

• 紹介⼿数料のルールを明確化し、⼿数料の⾦額の定めに当たり、要介護や
医療の必要度に応じた設定は厳に慎むこと

• 法令遵守に加え、企業倫理や社会的良識、社会規範、モラルを遵守すること
• 違反を高住連が把握した場合、運営の⾒直しについて依頼を受け、⾒直しに
応じられない場合は届出事業者リストから削除されること 等

 高住連に「紹介事業者届出情報公表制度」の速やかな⾒直
しを要請。

高住連への要請（令和６年11月８日） 高住連による実態調査（調査期間︓令和６年11〜12月上旬）

＜ 厚⽣労働省の対応 ＞ ＜ 関係団体（高住連）の対応 ＞
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「⾼齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」における⾏動指針の⾒直しに向け
た要請について（令和６年1 1月８日）

「⾼齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」における⾏動指針の⾒直しとその遵守の徹底について（令和６年11月
８⽇⽼⾼発1108第１号）

今般、⼀部の有料⽼⼈ホームにおいて、⼊居する⾼齢者が難病等の場合には、有料⽼⼈ホーム等の⾼齢者向け住ま
いの紹介事業者（以下「入居者紹介事業者」という。）に１人当たり最高150万円の⾼額な紹介⼿数料を払っている
ことが報道により明らかになりました。

本事案のように相場から⼤幅に乖離した⼿数料を請求した事例については、貴会で構成する⾼齢者住まい事業者団
体連合会が創設した「⾼齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」にて定めた⾏動指針上の取扱いが明確ではないこ
とから、⾏動指針の⾒直しを年内を⽬途に速やかに⾏っていただくとともに、届出事業者が⾏動指針を遵守すること
を徹底していただくよう、要請いたします。

⾒直しにあたっては、公平性・中⽴性を損ね、社会保障費の不適切な費消を助⻑するような紹介⼿数料が設定され
ることがないよう、例えば⾼齢者の介護度や医療の必要度等の個⼈の状況や属性に応じて紹介⼿数料を設定してはな
らないなど、遵守すべき内容を明確化していただくようお願いします。その上で、貴会において把握している全ての
⼊居者紹介事業者に届出を⾏い、⾏動指針を遵守するよう働きかけていただくようお願いいたします。
また、各会員ホームに対して、⾼額な紹介⼿数料と引き換えに、優先的な利⽤者の紹介を求めるといったことがない
よう、徹底の要請を⾏っていただくようお願いします。 78

 公益社団法⼈全国有料⽼⼈ホーム協会、⼀般社団法⼈全国介護付きホーム協会及び⼀般社団法⼈⾼齢者住宅協会
の３団体で構成する高齢者住まい事業者団体連合会(高住連）は、紹介事業者の相談・紹介の質向上を目的に「高
齢者住まい紹介事業者届出公表制度」を令和２年に創設（令和２年６月１日届出･同年10月１日公表開始）。

 厚生労働省として、⾼額な紹介⼿数料に関する報道等を踏まえ、当該制度の⾏動指針・遵守項⽬の⾒直しと⾏動
指針の遵守徹底するよう、高住連を構成する⾼齢者住まい３団体宛に⾼齢者⽀援課⻑通知において依頼。



届出時の行動指針・遵守項目の見直し

行動指針
高齢者向け住まいの相談・紹介にあたって
は、入居検討者の心身の状況や希望に沿っ
て、その方にとってのふさわしい住まいや
暮らし方を公正・誠実に提案し、利用者に
とってのベストマッチが実現されることを
目指します。

遵守項目（届出日が2024年12月まで）

 紹介事業者は、入居検討者に対し、地
域の高齢者向け住まいの一部から紹介
している場合には、その旨（すべての
高齢者向け住まいから紹介しているわ
けではないこと）を説明します。

 紹介事業者は、高齢者向け住まいと、
紹介手数料の支払いルール（紹介案件
の有効期間、短期契約終了時の手数料
返金、複数の紹介事業者からの紹介重
複時の取り扱い）を明確にします。

 紹介事業者は、個人情報保護の指針を
定め、個人情報保護の取組みを行いま
す。

 紹介事業者は、苦情が発生した場合に、
その解決に努めます。

現
行
の[

行
動
指
針]

[

遵
守
項
目]

行動指針
高齢者向け住まいの相談・紹介にあたっては、入居検討者の心身の状況
や希望に沿って、その方にとってのふさわしい住まいや暮らし方を公
正・誠実に提案し、利用者にとってのベストマッチが実現されることを
目指します。

遵守項目（届出日が2025年1月以降）

1. 私たちは、入居検討者に、原則各々の紹介事業者が個別に提携してい
る、高齢者向け住まいを紹介していること（すべての高齢者向け住ま
いから紹介しているわけではないこと）を説明します。

2. 私たちは、高齢者向け住まいと協議し、斡旋契約締結の際には紹介手
数料に関して次のルールを明確にします。
(1) 手数料の金額の定め(金額の定めにあたっては、家賃・管理費等

の自費部分に応じた平均的な紹介手数料から大幅に上振れした金
額設定を行わない。特に、社会保障費に応じた金額設定《具体的
には要介護や要支援、またはがん末期や別表７※などの社会保障
給付費をあてにしたとみなされる金額設定》は厳に慎むものとす
る。)
※厚生労働大臣が定める特掲診療科の施設基準等別表第七に掲げ

る疾病等
(2) 手数料を受取る権利発生タイミングの定め
(3) 紹介案件の有効期間の定め
(4) 短期契約終了時の返金手数料の定め
(5) 複数の紹介事業者からの紹介重複時の取扱いの定め

3. 私たちは、プライバシーポリシー（個人情報保護の基本方針）を公表
し、お客様、取引先様、その他関係者様の個人情報を適正に取扱いま
す。

4. 私たちは、お客様から寄せられた声を真摯に受け止め、誠実・迅速・
適切な対応を行います。また、お客さまからの不満足の表明（苦情）
が発生した場合に、その解決に努めます。

＜改正後＞

令和６年12⽉⾼住連作成資料
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 紹介事業者は、介護保険法
その他の法令を遵守します。

 紹介事業者は、反社会的勢
力でないことを表明します。

 （現行記載無し）

現
行
の[

行
動
指
針]

[

遵
守
項
目]

5. 私たちは、届出した紹介事業者に配付されるコンプライアンスマニュアルを
参照し、法令遵守に加え、企業倫理や社会的良識、社会規範、モラルを遵守
します。
(1) 以下法令違反となる可能性の例示
① 刑法

a) 同業他社等の誹謗や中傷を行うことで自社の契約を有利にすすめる、
等

② 消費者契約法
a) 消費者に、故意又は重過失により不利益事項を告げない、重要事項に

おいて事実と異なることを告げる
b) 必要以上に不安をあおり契約を迫る、威迫する言葉を交えた勧誘、等

③ 景品表示法
a) 一般消費者による合理的な選択を阻害する表現（業界No1、全国No1、

すべてのホームを紹介、あるいは、高い利益を得ることができると誤認
させる表示、等）

b) 一般消費者にサービス等が実際よりも有利、優良であるといった誤解
を招く恐れがある表現の使用、等

④ 個人情報保護法
a) 個人情報の取得、取扱いについて法令により本人の同意が必要である

のに同意を得ずに個人情報を使用する、等
(2) 倫理に反する行為の例示

福祉サービスの公平性・中立性や透明性を損ね、社会保障費の不適切な費
消を助長するとの誤解を与えるような紹介手数料の設定（たとえば、成約
後のお祝い金やキャッシュバック等の名目による顧客誘導、入居希望者の
介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じた手数料設定、ソー
シャルワーカー等に対するリベート（紹介料等）の支払い等）。

6. 私たちは、反社会的勢力でないことおよび反社会的勢力と社会的に非難される
べき関係を有していないことを表明します。

7. 届出遵守項目の違反を高住連が把握した場合、運営の見直しについて依頼を受
けること、そして、運営の見直しに応じられない場合には、届出事業者のリス
トから削除されることに同意します。

届出時の行動指針・遵守項目の見直し
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紹介事業者に関する報道を踏まえた有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針の改
正について（令和６年1 2月６日）

 令和６年12⽉に⾼住連が実施した調査では、医療必要度や要介護度に応じた設定や⽉額利⽤料と⽐して⾼額な設
定を⾏う不適切な事例が確認された。

 自治体の指導監督の根拠となる「有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針」を改正し、情報提供等事業者との委託
契約等の締結や選定する場合の留意事項を追加。指導指針に違反した場合、⾏政指導等の対象となり得ることを
明確化した。

紹介事業者に関する報道を踏まえた有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針の改正について（令和６年12月６⽇⽼発1206第２号）

12契約内容等
（６）入居者募集等

（略）
三 ⼊居募集に当たり、有料⽼⼈ホームが、⾼齢者向け住まいへの⼊居を希望する者に関する情報の提供等を⾏う
事業者（以下「情報提供等事業者」という。）と委託契約等を締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個⼈
の状況や属性に応じて⼿数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助⻑するとの誤解を与えるよ
うな⼿数料の設定を⾏わないこと。また、上記のような⼿数料の設定に応じないこと。
また、情報提供等事業者に対して、⼊居者の⽉額利⽤料等に⽐べて⾼額な⼿数料と引き換えに、優先的な⼊

居希望者の紹介を求めないこと。

ロ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希望者に提供するサービス内容やその
対価たる⼿数料の有無・⾦額についてあらかじめ把握することが望ましいこと。
また、公益社団法⼈全国有料⽼⼈ホーム協会、⼀般社団法⼈全国介護付きホーム協会及び⼀般社団法⼈⾼齢

者住宅協会の３団体で構成する⾼齢者住まい事業者団体連合会が運営する「⾼齢者向け住まい紹介事業者届出
公表制度」に届出を⾏い、⾏動指針を遵守している事業者を選定することが望ましいこと。 81



仲介業者

売主・貸主 買主・借主

【宅建業の場合】

【入居者紹介事業の場合】

媒介契約・報酬 媒介契約・報酬

事業者でない場合（消費者）が多い
自ら募集をしない場合がほとんど

事業者でない場合（消費者）が
多い

紹介事業者

入居希望者
有料⽼⼈ホーム
運営事業者

契約・⼿数料
契約書なし・⼿数料なし
がほとんど

なし

入居契約（有料⽼⼈ホーム運営事業者と入居希望者が直接⾏う）自ら募集をする場合がほとんど

売買・賃貸借契約（売主・借主が締結する）

宅建業と入居者紹介事業の相違について
B︓Business

Ｃ:Customer

82

買主・借主仲介業者売主・貸主主体

なし許可制（宅建⼠の配置等）
契約締結義務
買主・借主への重要事項説明や書面の交付義務
⼿数料規制

なし法規制

入居希望者紹介事業者有料老人ホーム運営事業者主体

なしなし
※高齢者住まい事業者団体連合会の届出公表
制度による自主規制

届出義務
情報開示義務（紹介事業者との契約はなし）
入居希望者への重要事項説明（義務とはさ
れていない）

入居者への契約書の書面交付

法規制

仲介業者



高齢者住まいの入居紹介事業の実態

83



調査の概要

 調査実施主体：高齢者住まい事業者団体連合会

 調査実施期間：2024年11月15日～12月6日

 調査方法：調査票をメールにより送付、Weｂ上で回答、回収

 調査対象及び配布数・回答数：
（１） 「紹介事業者調査」
 高齢者住まい事業者団体連合が運用する「高齢者住まい紹介事業者届出制度」に届出

を行った515紹介事業者及びインターネット上で把握した届出を行っていない５紹介事
業者の計520紹介事業者に対しアンケート調査票を送付。

 回答数213件、回答率41.0％

（２） 「高齢者住まいにおける紹介事業者利用実態調査」
 高齢者住まい３団体（有料老人ホーム協会、全国介護付きホーム協会、高齢者住宅協会）

に加盟する1874法人（重複あり）に対しアンケート調査票を送付。ホームごとに過去半
年以内の入居者（各ホーム最大10名）に対してヒアリングを行い、回答。

 回答数2,174件（252法人、311ホーム）

%件回答者のあった施設類型の内訳

67.5%1,468介護付き有料老人ホーム

6.2%134住宅型有料老人ホーム

19.4%422サービス付き高齢者向け住宅

4.5%97サービス付き高齢者向け住宅（特定施設）

2.4%53その他（経費老人ホーム、ケアハウス等）
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調査結果の概要

 紹介料1件当たりの平均金額は、20万円台が全体の約半数を占め、全体の平均金額は21.5万円であった。紹介料
1件当たりの最高額の平均は45万円、最低額の平均は4.1万円であった。（図表１～３）

 紹介料の決め方について、「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決めている（※１）」が47.9％で最も多く、
次いで、「ホームごとに自費部分（家賃、管理費等）の月額費用をベースに決めている」が30.5％だった。一方、「相
手方関係なく定額である」が5.6％、「相手方関係なく、紹介事業者側で決めている」が1.9％、「その他」として
「ホーム側が紹介料を決めている」という自由記載が多数あったことを踏まえると、高齢者住まいの運営事業者側
から紹介事業者に対し、紹介料を示している場合が多いと想定されるが、紹介料決定の主体や、その詳細な決め方
等について、さらに調査が必要。（図表４－１～４－３）

※１ 「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決めている」を選択した紹介事業者にヒアリングをしたところ、紹介事業者が、
介護や医療的ケアが必要な方の入居先を探すに当たり、入居後のサービス利用も含めケアマネジャー等と相談する手間等を考
慮して、自立の方と紹介料に差を設けている場合と、自立者向け、要介護者向け等の複数の住まいのタイプ（シリーズ）を展開し
ている高齢者住まい事業者がそのタイプ（シリーズ）ごとに紹介料を設定している場合があった。

 紹介料の最高額が100万円以上で、かつ、紹介料を「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決めている」
紹介事業者に対して、紹介料が100万円以上になった理由を更に確認したところ、回答のあった23件中、「キャン
ペーンにて上乗せ紹介料が示された（※２）」が17件、「一時金の○％で高額物件のため高くなった」が4件、「がん末
期・別表７，８の人はいくらとホームから示された（※３）」が２件だった。（図表５）

※２ 詳細を紹介事業者にヒアリングしたところ、主な回答は「空室の増加により入居者募集の必要性が一時的に高まった」や「新規
開設ホームのオープンキャンペーン」であり、一時的な取組であった。

※３ 一部、難病等の入居者に対して高額紹介料をホーム側が設定している実態が確認されたが、厚生労働省の課長通知（「高齢者
住まい紹介事業者届出公表制度」における行動指針の見直しとその遵守の徹底について（令和6年11月8日老高発1108第1
号））を受け、高住連において、令和6年12月27日付けで行動指針の「遵守項目」の見直しを実施。

 紹介事業の業態について、対面で、情報提供のみならず、見学の同行に至るまでサービスを行う紹介事業者が9割
以上を占め、また、約98％が、成約した場合の紹介料をホーム側から受け取っていた。さらに、「お祝い金」の目的
で、利用者に金銭等を提供したことのある紹介事業者は、約４％（８件）だった。(図表６～１0）

 高齢者住まい団体加盟ホームの入居者が入居に至った経緯について、「本人・家族等が探した」が39.8％と最も多
く、次いで、「本人・家族等が紹介会社に依頼して探した」が24.6％だった。(図表１1）

 「本人・家族が紹介会社に依頼して探した」と回答した者が、「紹介会社のサービスをどこまで受けたか」という質問
に対して、「見学する日程調整」が84.6％と最も多かった。「見学するホームへの同行」に至るまでサービスを受け
た者は50.2％だった。(図表１2）
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１．直近1年間の平均的な紹介料と、最高額・最低額

 直近1年間（令和５年11月～6年10月）の1件あたり紹介料の平均的な金額は、20万円台が最も多く
51.7％を占め、次いで10万円台が30.0％、40万円台が12.9％であった。全体の平均は、約21.5万円で
あった。

 直近1年間(令和5年11月～6年10月）の1件あたり紹介料の最高額については、「40～60万円未満」が
48件と最も多く、次いで「20～40万円未満」が42件、「60～80万円未満」が27件であった。最高額の平
均は45万円であった。最低額については、10万円未満が110件と最も多いが、無料（0円）も35件あった。
最低額の平均は4.1万円だった。

5

60

104

26

6

0 20 40 60 80 100 120

10万円未満

10～20万円未満

20～30万円未満

30～40万円未満

40～50万円未満

図表１ 平均額 n＝201

35

110

47

6

0 20 40 60 80 100 120

0

1～10万円未満

10～20万円未満

20万円以上30万円未満

図表３ 最低額 n＝198

件

件

9
42

48
27

16
26

6
10

12

0 10 20 30 40 50 60

20万円未満
20～40万円未満
40～60万円未満
60～80万円未満

80～100万円未満
100～120万円未満
120～140万円未満
140～160万円未満

160万円以上

図表２ 最高額 n＝196

件

86※最高額には、新規開設ホームの「オープンキャンペーン」等の一時的な紹介料の増額等が含まれる⇒Ｐ６参照
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２．紹介料の決め方

 紹介料の決め方について、「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決めている（※）」が102件
（47.9％）で最も多く、次いで、「ホームごとに自費部分（家賃、管理費等）の月額費用をベースに決めて
いる」の65件（30.5％）、「ホームごとに定額で決めている」の60件（28.2％）が続いた。

※ 「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決めている」を選択した紹介事業者にヒアリングをしたところ、紹介事
業者が、介護や医療的ケアが必要な方の入居先を探すに当たり、入居後のサービス利用も含めケアマネジャー等と相談す
る手間等を考慮して、自立の方と紹介料に差を設けている場合と、自立者向け、要介護者向け等の複数の住まいのタイプ
（シリーズ）を展開している高齢者住まい事業者がそのタイプ（シリーズ）ごとに紹介料を設定している場合があった。

65

60

102

12

4

61

30.5%

28.2%

47.9%

5.6%

1.9%

28.6%

0 20 40 60 80 100 120

①ホームごとに自費部分（家賃、管理費等）の月額

費用をベースに決めている

②ホームごとに定額で決めている

③ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して

決めている

④相手方関係なく、定額である

⑤相手方関係なく、紹介事業者側で決めている

その他

図表４－２ ➀ホームごとに自費部分（家賃、管
理費等）の月額費用をベースに決めている場合は
何か月分か(単一回答）

件数月数

521

122

13

図表４－１ 紹介料の決め方 （複数選択）n=２１３

図表４－３ ④相手方関係なく、定額である場合
の金額(単一回答）

件数金額

110万円

115万円

420万円

122万円

125万円

930万円

※令和５年度「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究事業」（PwCコンサルティング合同会社）によると、1ヶ月当たりの平均利
用料金（家賃、管理費、食費、光熱水費）は、特定施設264，507円、住宅型有料老人ホーム120，972円、サービス付き高齢者向け住宅（非特定）148，163
円であった。

※「その他」の自由記載欄には、「ホーム側
が決めている」という記載が47件あった。

件
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３．紹介料の最高額が100万円以上で、「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮し
て紹介料を決めている」と回答した紹介事業者において、紹介料が100万円以上となった理由

図表５ 紹介料が１００万円以上になった理由（単一選択） n=23(3件未回答）

件

件数

➀一時金の〇％で高額物件のため高くなった 4

➁月額利用料の○ヶ月分を紹介料とした

➂がん末期・別表７，８の人は○円とホームから示された 2

④要介護度の高い方は〇円とホームから示された

➄上記③④のケースで御社から提示した

⑥キャンペーンにて上乗せ紹介料がホームから示された。 17

⑦その他（ ）

（内訳）
２％（１件）、３％（３件）

(記載例）
・空室が多い施設での期間限定キャンペーン
・オープンキャンペーン 等

 紹介料の最高額が100万円以上で、かつ、紹介料を「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決め
ている」を選択した紹介事業者(26件）に対して、「紹介料が100万円以上になった理由」をたずねた。回答
があった23件のうち、「キャンペーンにて上乗せ紹介料が示された（※１）」が17件と最も多く、「一時金の○％
で高額物件のため高くなった」が4件、「がん末期・別表７，８の人は○円とホームから示された（※２）」が２件
だった。

※１ 詳細を紹介事業者にヒアリングしたところ、主な回答は「空室の増加により入居者募集の必要性が一時的に高まった」や
「新規開設ホームのオープンキャンペーン」であり、一時的な取組であった。

※２ 一部、難病等の入居者に対して高額紹介料をホーム側が設定している実態が確認されたが、厚生労働省の課長通知（「高
齢者住まい紹介事業者届出公表制度」における行動指針の見直しとその遵守の徹底について（令和6年11月8日老高発
1108第1号））を受け、令和6年12月27日付けで行動指針の「遵守項目」の見直しを実施。

（内訳）
２件とも本社所在地が大阪府の事業者
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４．紹介料の徴収方法

 紹介料の徴収方法は、208件（97.7％）が「成約した場合にホーム側から手数料として」と回答した。「利
用者から手数料として」「ホーム側から広告手数料として」と回答した紹介事業者はそれぞれ2件であった。

 「利用者に「お祝い金」等の目的で金銭などを提供したことがある」と回答した紹介事業者は８件（3.8％）
であった。その原資となるものについては、「成約した場合にホーム側から手数料として」と回答した紹介
事業者は7件であった。

有, 8件, 4%

無, 205件, 96%

➀成約した場合にホーム側から定数料として ７件
➁成約した場合に利用者から手数料として 0件
➂ホーム側から広告手数料として ０件
④その他 0件

図表６ 紹介料の徴収方法で該当するものすべて（複数選択）n=213

割合件数紹介料の徴収方法

97.7%208① 成約した場合にホーム側から手数料として

0.9%2② 成約した場合に利用者から手数料として

0.9%2③ ホーム側から広告料（HP掲載費等）として

0.0%0その他

「有」の場合、その原資となるものを選択してください。

図表７ 利用者に「お祝い金」等の名目で金銭などを提供したことの有無（単一回答）n=213
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５．紹介事業の業態

 業態については、２０８件（97.7％）が「対面」と回答し、「非対面」は５件であった。
 提供サービスの内容としては、9割以上の紹介事業者が①～⑥のすべてのサービス内容を実施している

と回答した。
 利用者と紹介事業者間での契約の有無については、「無」が199件（94％）であった。

202

211

210

211

208

204

0 50 100 150 200 250

① 資料請求に対する対応

② 要望聴取

③ 対象ホームの絞り込み

④ 見学の日程調整

⑤ 見学の同行

⑥ ホームへのお客様の意思決定に関する連絡

％件数

97.7%208対面

1.9%4非対面（インターネットと電話）

0.5%1非対面（電話のみ）

図表８ 紹介業の業態 （単一回答）n=213

図表９ サービス内容について該当するもの（複数選択）n=213

図表10 利用者と紹介事業者間での契約の有無

(単一回答）n=213

有,13件,

6%

無，199件, 94%

「有」の場合、どのような内容か教えてください。

＜記載例＞
・個人情報の取扱に関する同意書
・契約書
・（サービス利用規約・免責事項）および（個人情報及び
特定個人情報保護方針）による契約

※利用者について、「入居希望者」 と、「ホーム」の2種類
の回答が混在していたことに留意が必要

件

90

令和６年12⽉⾼住連作成資料
（高住連ホームページより）



６➀．高齢者住まいにおける紹介事業者の利用実態

 高齢者住まい団体加盟ホームの入居者が入居に至った経緯について、「本人・家族等が探した」が
39.8％と最も多く、次いで、「本人・家族等が紹介事業者に依頼して探した」が24.6％だった。「本
人・家族等がケアマネジャーに依頼して探した」が22.9％、「本人・家族等が病院のMSWに依頼して
探した」が21.3％であった。

図表11 入居に至った経緯について該当するものすべて（複数回答、n=2,174）

39.8%

22.9%

21.3%

7.9%

24.6%

3.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①本人・家族等が探した

②本人・家族等がケアマネジャーに依頼して探した

③本人・家族等が病院のＭＳＷに依頼して探した

④本人・家族等が知人の紹介で探した

⑤本人・家族等が紹介会社に依頼して探した

その他

%件数
39.8%865①本人・家族等が探した

22.9%497②本人・家族等がケアマネジャーに依頼して探した

21.3%464③本人・家族等が病院のＭＳＷに依頼して探した

7.9%172④本人・家族等が知人の紹介で探した

24.6%534⑤本人・家族等が紹介事業者に依頼して探した

3.0%66その他

91

令和６年12⽉⾼住連作成資料
（高住連ホームページより）



６➁．高齢者住まいにおける紹介事業者の利用実態

 「本人・家族が紹介事業者に依頼して探した」と回答した者が、「紹介事業者のサービスをどこまで
受けたか」という質問に対しては、「見学する日程調整」が84.6％と最も多かった。次いで、「資料
の送付」が60.9％だった。 「見学するホームへの同行」に至るまでサービスを受けた者は
50.2％だった。

48.9%

60.9%

55.1%

84.6%

50.2%

41.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①ＨＰによる情報提供

②資料送付

③見学する高齢者向け住まい絞り込みのサポート

④見学する日程調整

⑤見学するホームへの同行

⑥見学したホームへの入居する意思決定に関する連絡

図表12 図表11「➄本人・家族が紹介会社に依頼して探した（534件）」について、利用者が紹介事業者

のサービスをどこまで受けたか（複数選択）

％件数

48.9%261①ＨＰによる情報提供

60.9%325②資料送付

55.1%294③見学する高齢者向け住まい絞り込みのサポート

84.6%452④見学する日程調整

50.2%268⑤見学するホームへの同行

41.6%222⑥見学したホームへの入居する意思決定に関する連絡
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高齢者住まい（有料、サ⾼住）の入居のルート（令和２年度⽼健事業による調査）

 いずれの類型でも、「本人･家族からの直接申し込み」が最も多い。

 介護付きでは「紹介業者による紹介」が24.8％。

 住宅型、サ⾼住（⾮特定）では「紹介業者による紹介」は1割強に留まり、「ケアマネジャーによる紹介」が２〜
３割を占めている。

出典︓令和２年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

2020（令和２）年
入居のルート
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入居希望者等

２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

 有料⽼⼈ホーム等の⼊居紹介事業者は、⾼齢者本⼈を希望する「住まい」へ結び付ける役割を果たしている⼀⽅、公的な関与の仕組み
がない状況において、⼊居希望者の要介護度等に応じた⾼額な紹介料の設定や、事業運営及び紹介の仕組みが不透明である等の課題が
指摘されている。

 ⼊居希望者が安⼼して信頼できる⼊居紹介事業者を選択し、希望する有料⽼⼈ホームに円滑に⼊居することができる環境整備が求めら
れている。

 このため、運営の透明性や質の向上を図る観点から、公益社団法⼈等が⼀定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組
み（優良事業者認定制度）の創設に向けた調査研究として、審査委員会の設置や認定基準の作成等を委託事業により実施する。

１ 事業の目的

有料⽼⼈ホーム等の入居紹介事業適正化推進事業

令和８年度概算要求額 28百万円（ －）※（）内は前年度当初予算額

⽼健局⾼齢者⽀援課（内線3981）

 認証制度の運営
 審査委員会の運営
 審査基準・審査マニュア

ルの作成
 認証制度の周知・広報
 苦情相談窓口の設置 等

紹介事業者 有料老人ホーム等

紹介契約

優良事業者認定制度の創設に向けた

調査研究の実施

 認証制度の仕組み構築
 審査委員会の設置
 審査基準・審査マニュアルの作成 等

ホームページ等で公表

認定

ホームペー
ジ等で公表

ニーズに合った住まいを
効率的に探せる！

安心して利用できる！

効率的に入居募集が
できる！

運営の透明化・
質の向上

＜公益社団法人等による優良事業者認定制度の将来イメージ＞

公益社団法人等による
認定制度
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I. 有料⽼⼈ホーム等の概要

II. 有料⽼⼈ホームを取り巻く課題

III.参照条文

95

1. 有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
2. 有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅
3. 有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる囲い込み対策のあり⽅



1963(S38) ⽼⼈福祉法制定

・「有料⽼⼈ホーム」の創設
（定員︓常時10⼈以上。給⾷その他⽇常⽣活上必要な便宜）
・都道府県知事への届出義務（事業開始から1か月以内）
・都道府県知事による調査権限、改善勧告権限

2005(H17) ⽼⼈福祉法改正（介護保険法等一部改正法）H18.4施⾏

・定員要件の廃⽌、便宜内容の⾒直し（①介護、②⾷事の提供、
③家事⼜は④健康管理）
・都道府県知事による、受託者を含めた⽴⼊検査権限
・都道府県知事が改善命令をしたときの公⽰
・ホームの帳簿の作成保存義務、情報開示義務
・ホームが前払⾦を受領する場合の倒産等に備えた⼀時⾦保全措
置義務

2017(H29)⽼⼈福祉法改正（介護保険法等一部改正法）H30.4施⾏

・都道府県知事によるホーム情報の公表義務
・都道府県による事業制限・停⽌命令権限
・ホームの改善命令・事業停⽌命令等の違反時の罰則
・都道府県知事による事業停⽌命令・倒産時等の⼊居者への必要
な援助義務

2019(R1) ⽼⼈福祉法改正（社会福祉等一部改正法）R3.4施⾏

・都道府県知事のホーム届出情報の市町村への通知義務
・市町村⻑が未届疑いホームを発⾒した場合の都道府県への通知の
努⼒義務

2011(H23)高齢者住まい法改正

・「サービス付き⾼齢者向け住宅」の創設
・都道府県等への登録制
・都道府県等による是正指示、登録の取
消等
・有料⽼⼈ホームに該当する場合、⽼福
法の届出は不要（サ⾼住の登録のみ）

1974(S49)〜 指導指針
（局⻑通知）

・指針は有料⽼⼈ホームとして
最低限満たすことが求められる
要件を示すもの。社会福祉審
議会「有料⽼⼈ホームのあり
⽅に関する意⾒」に基づき策
定(S49)

・経営状況に関する報告徴収
(H3)

・有料⽼⼈ホームの類型を現
在の３類型に⾒直し(H14)

・⼀時⾦に関する規定（算定
方法等）の追加(H24)
・事故発生の防止・発生時の
対応に係る規定の創設
(H24)
・指針不適合事項を重説に
記載することを規定(H24)

・医療機関に⼊居者を紹介す
る対価として⾦品を受領し、
当該医療機関で診療を受け
るよう誘因することや特定の介
護事業所を利⽤することの限
定・誘導の禁止規定を追加
(H27)

・集団指導等の実施に関する
留意事項を追加(H30)

2000(H12) 介護保険法改正

・居宅介護サービスである「特定施設⼊
居者生活介護」の規定創設
※「特定施設入居者生活介護」に指定された場合、
有料⽼⼈ホームでの居宅サービスについては、要介護
度別に定額の⼈頭払い給付

2010(H22)消費者委員会建議
2011(H23)⽼⼈福祉法改正（介護保険法等一部改正法）H24.4施⾏

・ホームによる権利⾦等⾦品の受領禁⽌
・ホームが前払⾦を受領する場合の返還契約の締結義務

H17⽼福法改正で「有料⽼⼈
ホーム」の要件に該当するホーム
増加（H18時点2104箇所）

介護保険制度の創設による⺠
間事業者の参入（H12時点
349箇所）

高齢者住まいニーズの拡大によ
る増加（R5時点16543箇
所）

有料⽼⼈ホームの動向

個⼈⽴、社福⽴等により⾃然
発生的に存在（S38時点41
箇所）

有料⽼⼈ホームに関する制度の変遷

1991(H2) ⽼⼈福祉法改正

・厚生大臣又は都道府県知事への届出を事後から事前へ改正
・「給食」を「食事の提供」へ改正
・都道府県知事及び厚⽣⼤⾂による改善命令（※1999（平成
11）年 地方分権整備法により厚生大臣について削除）

S56大型ホームの倒産を契機に、

ホームの健全性・入居者保護の

観点から全国有料⽼⼈ホーム

協会を設⽴

（S57時点90箇所）

2001(H13) 高齢者すまい法制定

・⾼齢者専⽤賃貸住宅等３住宅の創設
（※H23改正で廃止）

※赤字は指導権限の強化に関する事項
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2006(H18) 基準省令改正

・「外部サービス利⽤型」特定施設⼊居
者生活介護の創設

2004(H16)公正取引委員会 不当
表示の運用基準の策定



○ 有料⽼⼈ホームの要件（⾷事の提供などのサービス提供を⾏う⼊居事業）に該当する場合、⽼⼈福祉
法の規定に基づき、届出の義務が発生し、都道府県知事等による指導の対象となる。

○ また、自治体において策定する指導指針は、⾏政指導のためのガイドラインであり、それ自体に法的
な拘束⼒はないが、必要に応じて、⽼⼈福祉法の指導を⾏うかどうかの⽬安となるものである。

○ ⼀部においては、「届出を⾏うことによって、指導の対象になる」「指導指針の内容に合わなければ、
届出ができない」などの誤解もあるが、制度の適切な理解を促すことが必要である。

参考

届出の義務

指導の対象 自治体の指導指針

⽼⼈福祉法 ⾏政指導

国の標準指導指針

例

・床面積、廊下幅

・サービス提供の職員体制

参考

有
料
老
人
ホ
ー
ム

入居サービス

該当

介護等サービス

介護保険法

その他の法令健康管理

食事の提供

家事の供与

介護の提供

※ただし、サ高住の登録を受
けた場合は、届出は不要

有料⽼⼈ホーム標準指導指針の位置付け
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現⾏制度の⽐較（①全体像）
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 特養は、原則要介護3以上の高齢者が入所して包括的に介護等のサービスを受ける「施設サービス」であり、特定施設は、介護
の付いた住まいとして、認知症グループホームと同じ「居住系サービス」に分類される。

 ⼀⽅、住宅型有料⽼⼈ホームは、介護が付いていない、生活⽀援付きの住まいである。

⾮特定のサ⾼住（有料該当含む）
（高齢者の居住と安定確保に関

する法律）

住宅型
有料⽼⼈ホーム

特定施設
（「介護付き」有料⽼⼈ホーム）

特養

登録制事前届出制事前届出制
指定制

認可制
指定制

・基準を満たす事業者を登録
・登録の拒否

・法令上の⼈員・設備基準なし
・欠格事由等なし

・指定基準を満たす事業者を指定
・指定基準を満たさない事業者、欠格事
由(処分歷等)のある事業者の不指定
・総量規制に基づく不指定

・指定基準を満たす事業者を指定
・指定基準を満たさない事業者、欠格事
由(処分歷等)のある事業者の不指定
・総量規制に基づく不認可

規制
の在
り方

なし・なし・受託介護事業者、ケアマネ登録番号等
の事前届出

ケアマネ登録番号等の事前届出

・報告聴取・⽴⼊検査
・訂正指示・是正指示
・登録の取消し

・報告徴収・⽴⼊検査
・改善命令、⼊居者保護のため必要
がある場合の事業制限・停⽌命令

・報告徴収・⽴⼊検査
・勧告･公表
・是正命令、是正命令に従わないことを
理由とする指定取消し

・報告徴収･⽴⼊検査
・勧告･公表
・是正命令、是正命令に従わないことを
理由とする指定取消し

・登録事項の都道府県への報告・⽼福法に基づく情報公表・介護サービス情報・経営情報の公表・介護サービス情報・経営情報の公表透明
性の
確保

・なし・法令上の義務なし・他事業との区分経理義務・他事業との区分経理義務

・書面による契約義務・⼊居者への⽼福法に基づく開⽰義
務

・入居者への重説書の事前交付・説明義
務
・文書による契約義務あり
・不当な解除条件の禁⽌

・入居者への重説書の事前交付・説明義
務
・文書による契約義務あり
・サービス提供拒否の禁止

契約
の在
り方



現⾏制度の⽐較（②⼈員配置）
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 特別養護⽼⼈ホームは、中重度者向けの入所施設であり、３︓１の介護･看護職員と医師の配置が求められる。

 軽度から重度まで幅広い状態像の⾼齢者を対象とする一般型特定施設においては、特養並みの介護・看護職員の配置が求められ、
自⽴・軽度を中⼼に⼊居する外部サービス提供型特定施設は、介護サービスを外部委託し、生活支援や計画作成等をホーム職員
が⾏うため、10︓１の介護職員の配置を求めている。

 住宅型有料⽼⼈ホームは、法令上の規定はないが、標準指導指針において⼊居者の実態に即し、夜間の介護・緊急時に対応でき
る数の職員を配置することとしており、自治体の指導指針において、夜間（24時間）の配置を求めている例も多い（59.3% ※

令和6年度⽼健調査「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」）。

 サ高住（有料⽼⼈ホームに該当するサ⾼住を含む。）においては、状況把握・生活相談を⾏うため、少なくとも⽇中は、医療・
介護の有資格者を置くことを求めている。

⾮特定のサ⾼住（有料該当含む）
（⾼齢者の居住と安定確保に関する法律）

住宅型
有料⽼⼈ホーム

介護付き（外部サービス）
（「介護付き」有料⽼⼈

ホーム）

特定施設（一般）
（「介護付き」有料⽼⼈ホーム）

特養

・管理者●管理者1〈兼可〉●管理者1〈兼可〉●管理者1〈兼可〉人員配
置 －－－●医師 必要数

●介護職員 10:1
※要支援者への介護予
防サービス提供のみの
場合 30:1

●介護・看護職
3:1〈介護・看護職 各常１以
上〉
※要支援者への介護予防サービス提供
のみの場合
10:1〈介護・看護職員 いずれか常
１以上〉

●介護・看護職
3:1〈常1以上〉

●原則、夜間を除き、状況把握及び生活相談サービスを提供
する者の常駐
※次のいずれかの者

・社会福祉法⼈、医療法⼈、指定居宅サービス事業所等の
職員 等
・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門
員、ヘルパー２級以上の資格を有する者 等

●常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。施⾏

・入居者の実態に即
し、夜間の介護・緊
急時に対応できる数
の職員を配置

●その他職員

・看護職員 必要数●看護職員 なし
※指導指針 必要数

●看護職員
30:1 〈常1以上〉

●看護職員
30:1 等 〈常1以上〉

・生活相談員●生活相談員
１以上〈専従・常勤〉
100:1

●生活相談員
１以上〈常1以上〉100:1

●生活相談員
100:1〈常1以上〉

・栄養士※指導指針 栄養士※指導指針 栄養士●栄養士1以上※特例あり

なしなし●機能訓練指導員1以上〈兼可〉●機能訓練指導員1以上〈兼可〉

なし●計画作成担当者1以上
〈兼可〉

●計画作成担当者1以上〈兼可〉●計画作成担当者1以上〈兼可〉

●：法令に規定
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現⾏制度の⽐較（③設備）

100

非特定のサ高住
（有料該当含む）

（高齢者の居住と安定確
保に関する法律）

住宅型
有料⽼⼈ホーム
（指導指針）

特定施設（外部サービス）
（「介護付き」有料⽼⼈ホーム）

【基準省令】

特定施設（一般）
（「介護付き」有料⽼⼈ホーム）

【基準省令】

特養【基準省令】

●原則個室（床面積25
㎡）
●台所
●⽔洗便所
●収納設備
●洗面設備
●浴室

・原則個室（13㎡以上（９人
以下の⺠家改修型は緩和規定
あり
・一時介護室
・浴室
・洗面設備
・便所 必要数
等

●原則個室（適切な広さ）
●食堂（居室25㎡以上であれ
ば不要）
●浴室
●便所 階ごと
●⾞椅⼦が円滑に移動するこ
とが可能
等

●原則個室（適切な広さ）
●一時介護室
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室
●⾞椅⼦が円滑に移動すること
が可能 等

●原則個室
●床面積
●静養室
●浴室
●洗面設備
●便所 階ごと
●医務室（診療所）
●食堂
●機能訓練室
●廊下幅 等

設備

 居室については、種別問わず原則個室であり、1人当たりの居室面積は、

• 特別養護⽼⼈ホームは10.65㎡以上、

• 特定施設（⼀般型、外部サービス提供型）は「適切な広さ」

• 有料⽼⼈ホームは法令上の規定はないが、標準指導指針において13㎡以上とされている（基本的に各自治体の指導指針にお
いて踏襲されているが、一部厳格化している自治体もある）

• サ高住は25㎡以上（住生活基本計画で定める単身世帯の最低面積居住水準）

としている。

 共用部については、重度者が多い特別養護⽼⼈ホームや一般型特定施設において、要介護者に対応するためのより手厚い設備基
準（医務室、機能訓練室、介護居室、静養室、廊下幅等）が求められている。外部サービス利⽤型特定施設については、自⽴･
軽度からの⼊居を想定しているため、設備基準は緩やかとなっている。

●：法令に規定



現⾏制度の⽐較（④遵守事項等）
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⾮特定のサ⾼住（有料該当含む）
（高齢者の居住と安定確保に関す

る法律）

住宅型有料
⽼⼈ホーム

特定施設（外部サービ
ス）

（「介護付き」有料⽼⼈
ホーム）

特定施設（一般）
（「介護付き」有料⽼⼈

ホーム）

特養

●登録事項の都道府県への報告・介護サービス情報の都道府県への報告●介護サービス情報の都道府県への報告義務
・従業者⼀⼈当たりの利⽤者数
・職員への研修等の実施状況 等

●介護サービス情報の都道府
県への報告義務・従業者一人
当たりの利⽤者数
・職員への研修等の実施状況
等

報告義務
（都道府県
による情報
公表）

ー
●有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告
義務
・介護等の内容
・運営状況 等

●有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等

なし義務なし●介護サービス事業者経営情報の都道府県への報告義
務

●介護サービス事業者経営情
報の都道府県への報告義務

経営情報の
公表義務

●保全措置義務あり●保全措置義務あり●保全措置義務あり－前払⾦の保
全措置義務

 特別養護⽼⼈ホームや特定施設に対しては、介護保険法上、介護職員や介護サービスの内容に関して都道府県
等への報告が義務づけられている。

 住宅型有料⽼⼈ホームについては、⽼⼈福祉法に基づき有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事等への報告義務は
ある。また、介護サービス情報（提携介護事業所や⼊居者の介護度等に関する情報等）については、標準指導
指針に規定されているものの義務とはなっていない。 ●：法令に規定



現⾏制度の⽐較（⑤指導監督・罰則等）
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 開設にあたって、特別養護⽼⼈ホームは⽼⼈福祉法上の「認可」及び介護保険法上の「指定」を、特定施設は介護保険法上の「指
定」を受けなければ事業を⾏うことができず、また、指定権者である都道府県等において、⽋格事由や連座制、総量規制を根拠と
する指定・更新の拒否が可能となっている。

 ⼀⽅、住宅型有料⽼⼈ホームは「届出」であり、指導指針等に適合しない場合であっても都道府県等は届出を拒むことができない。

 特別養護⽼⼈ホームや特定施設に対する⾏政処分としては、介護保険法に基づく指定取消等が設けられている。住宅型有料⽼⼈
ホームに対する⾏政処分としては、⽼⼈福祉法に基づく事業制限・停⽌命令が設けられている。

⾮特定のサ⾼住（有料該当含む）
（⾼齢者の居住と安定確保に関する法律）

住宅型
有料⽼⼈ホーム

特定施設（外部
サービス）

（「介護付き」有
料⽼⼈ホーム）

特定施設（一般）
（「介護付き」
有料⽼⼈ホーム）

特養

登録制事前届出義務指定認可・指定許認可等

あり（登録の拒否）
※連座制あり

なしあり
※連座制

※総量規制による不指定あり

あり
※連座制

※総量規制による不認可

欠格事由・
拒否等

5年なし６年６年指定等の更新

ありありありあり報告徴収・⽴⼊
検査

なしなしありあり勧告・公表

あり（訂正指示・是正指示）なしありあり是正命令

なしありなしなし改善命令

なしありあり（届出事業者として）なし事業制限・停止
命令

あり（登録の取消）なしありあり指定等の取消

・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出
を怠った場合⼜は虚偽の届出を⾏った場合
・未登録でサ高住の名称を用いた場合
・報告・⽴⼊検査の忌避、虚偽の報告・答弁
等
︓30万円以下の罰⾦ 等

（⽼⼈福祉法）
・事業制限・停⽌命令違反:１年以下の拘禁刑⼜は
100万円以下の罰⾦
・改善命令違反:６月以下の拘禁刑又は50万円以下
の罰⾦
・未届、虚偽報告等:30万円以下の罰⾦

（介護保険法）
・⽴⼊検査等を忌避した場合︓30万
円以下の罰⾦ 等

（介護保険法）

・⽴⼊検査等を忌避した
場合︓30万円以下の罰⾦
等

罰則

（⽼⼈福祉法）
・未届、虚偽報告等:30万円以下の
罰⾦ 等

なし緊急時における厚生労働⼤⾂の事務執⾏権限緊急時における厚生労働大臣の事務
執⾏権限

なし広域調整に関す
る国の権限 102



○ 「届出」を⾏っていない事業者は、⽼⼈福祉法第29条第１項の規定に違反している。

○ 「届出」がなければ、その有料⽼⼈ホームは⾏政との連携体制が不⼗分となる恐れがあるため、

都道府県等においては、未届施設に対する実態把握や指導監督を強化するなどの対応が必要。

出典︓厚生労働省⽼健局⾼齢者⽀援課調べ（平成21年〜26年は10月31日時点、平成27年以降は6月30日時点）

届出を⾏っていない有料⽼⼈ホーム

未届には、実態調査中のものや今後、
実態調査を⾏うものを含む。
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4,864

5,718

6,726

7,863

8,916

9,941

10,627

11,739

12,608

13,354

14,118

14,695

15,363

15,928

16,543

17,246
389

7.4%

248

4.2%

259

3.7%

403

4.9%

911

9.3%

961

8.8%

1,650

13.4%

1,207

9.3%

1,049

7.7%

897

6.3%

665

4.5%

641

4.2%

656

4.1%

626

3.8%

604

3.5%

584

3.3%

平成21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 2年 3年 4年 5年 6年

届出施設数 未届施設数



889件

38.4%

746件

32.2%

490件

21.1%

118件

5.1%

51件

2.2%

23件

1.0%

銀⾏等による連帯保証委託契約

信託会社等による信託契約

全国有料⽼⼈ホーム協会による入居者⽣活保証制度

保険会社による保証保険契約

その他

前払⾦の保全措置を講じていない施設数

出典︓厚生労働省⽼健局⾼齢者⽀援課調べ（令和６年６⽉30日時点）

○ 有料⽼⼈ホームのうち前払⾦の保全措置を講じていない事業者は、⽼⼈福祉法第29条第9項の規定に違反している。なお、令
和３年度まで前払⾦の保全措置の対象外となっていた平成18年3月31⽇以前に届出された有料⽼⼈ホームについては、経過措
置が終了している。

○ 保全措置がない場合、事業者が有料⽼⼈ホーム事業を継続できなくなったときに、⼊居者が最初に⽀払った前払⾦の残余分を
返済することができなくなる恐れがあるため、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要。

前払⾦の保全措置を講じていない有料⽼⼈ホーム

17,246件有料⽼⼈ホーム数

2,317件（うち）前払⾦を受領している施設数

23件（うち）前払⾦の保全措置を講じていない施設数

違反施設の割合

19.8%平成23年度

17.2%24年度

11.7%25年度

9.3%26年度

6.0%27年度

4.0%28年度

2.9%29年度

4.1%30年度

2.1%令和元年度

2.0%２年度

2.0%３年度

1.8%４年度

2.3%５年度

1.0%６年度
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家賃の⽀払い⽅式と前払⾦

105

 入居者が選択可能な家賃の支払い方式については、いずれの類型も「全額月払い」が最も多く、約８割を占める。

 特定施設では、「一部を前払い、残りを月払い」が27.5％、「全額前払い」が21.0％と、他の類型と比較して、前払方式を活用し
ている施設の割合が高い。

 前払⾦（実額）については、特定施設において、前払⾦を徴収している施設が31.0％存在し、うち、100〜500万円未満の層が
11.4％と最多。一方、住宅型やサ⾼住で前払⾦を徴収している施設は、それぞれ、7.0％、３.4％と少なかった。

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」



「有料⽼⼈ホームの設置運営標準指導指針について」の概要

106

■有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針の主な内容

・事業を確実に遂⾏できる経営基盤の整備、社会的信⽤の得られる経営主体。役員等には、有料⽼⼈ホーム運営の知識、経験を有
する者等を参画させることや介護サービスを提供する場合、介護サービスが適切に提供される運営体制の確保

設置者

・借地による土地に設置する場合又は借家において事業を実施する場合の契約関係の要件⽴地条件

・建築基準法、消防法等に定める避難・消火・警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故等に対応するための設備設置
・居室や設備に関する基準（１人あたり１居室13㎡以上、界壁に区分された個室、提供するサービスに応じた設備の整備）

規模及び構造設備

・「既存建築物を転用して開設するホーム」又は「定員９人以下のホーム」において、一部の建物構造に関する基準を満たすこと
が困難な場合、⼀定の基準を満せば、建物構造に係る基準に適合することを要しない特例を規定

既存建築物等の活用
の場合等の特例

・入居者数及び提供するサービスに応じた職員の配置職員の配置

・管理規程の制定、名簿・帳簿の整備、運営懇談会の設置
・特定の事業者に限定・誘導しないこと、希望するサービスの利⽤を妨げないこと

有料⽼⼈ホーム事業
の運営

・有料⽼⼈ホームが提供する適切なサービス内容、職員が介護事業所を兼務する場合の適切な勤務表の作成・管理サービス等

・資⾦収⽀計画及び損益計画の策定・留意事項、経理・会計の独⽴（ホームの経理・会計を区分、他の事業に流⽤しないこと）事業収支計画

・家賃・敷⾦・サービスの対価を受領する場合の取扱い、前払い⽅式の基準利⽤料等

・契約締結時の留意事項、⼊居契約に関する重要事項説明の基準、契約書に記載すべき事項、情報提供等事業者等と委託契約を締
結する場合の留意事項

契約内容等

・運営情報(重説の内容、管理規程等)・経営状況の開⽰、有料⽼⼈ホーム類型の表⽰、介護職員の体制に関する情報情報開示

・ホーム運営に関する重要な事項（事業主体、建物概要、サービス内容、職員体制、利⽤料⾦、⼊居者の状況等）を説明すること
を目的に作成した文書。設置者は届出時に都道府県等に提出するとともに、入居者等に書面により交付する必要

【別紙様式】
重要事項説明書

・有料⽼⼈ホームの類型（介護付、住宅型、健康型）を表⽰する際の定義
・居住の権利形態、利⽤料の⽀払い⽅式、⼊居時の要件、職員体制（介護付のみ）等を表⽰する際の定義

【別表】有料⽼⼈ホー
ムの類型、表示事項

○⼊居者の居住の安定を確保する観点から、有料⽼⼈ホーム（有料該当のサ⾼住も含む）に対し、適切な指導を⾏うにあたっての留意事項を自治体に通知

【指導にあたっての留意する観点】
・定義の周知、該当性の判断、届出の徹底、未届ホームの特定、自治体指導指針の策定、⽴⼊調査・集団指導の適切な活⽤ 等

【指導指針の取扱いと届出の関係について】
・「届出」に対する適切な理解の促進、指導指針の適切な運⽤、既存建築物等の活⽤への対応

■留意事項通知の主な内容（平成14年７⽉18⽇⽼発第0718003号⽼健局⻑通知）（最終改正︓令和６年12月６日）



是正指示 登録抹消

報告徴収・⽴入検査

改善命令
事業制限・

停⽌命令・罰則（高齢者住まい法第24条）
（⽼⼈福祉法第29条）

（⽼⼈福祉法第29条） （⽼⼈福祉法第29・39条）

（高齢者住まい法第25条） （高齢者住まい法第26条）

サ⾼住︓
有料⽼⼈ホーム︓

【各種措置の対象・講じられるケース】
是正指⽰︓契約締結前の書⾯交付・説明、⼊居契約に沿った生活⽀援サービスの提供に関する違反等
改善命令︓⼊居者の処遇に関する不当な⾏為・運営に関し⼊居者の利益を害する⾏為、⼊居者の保護のため必要があると認めるとき等
事業制限・停⽌命令・罰則︓上記のような場合であって、⼊居者の保護のため特に必要がある場合等

⽼⼈福祉法（昭和38年法律第133号）（抄）
第29条
１３ 都道府県知事は、この法律の⽬的を達成するため、有料⽼⼈ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与（将来において供与をする
ことを含む。）を委託された者（以下「介護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該
職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料⽼⼈ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に⽴ち入り、設備、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。

１５ 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者が①第６項から第11項までの規定に違反したと認めるとき、②入居者の処遇に関し不当な⾏為をし、⼜はその
運営に関し入居者の利益を害する⾏為をしたと認めるとき、その他③入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要
な措置を採るべきことを命ずることができる。

１６ 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者がこの法律その他⽼⼈の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令⼜はこれらに基づく
処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

１７ 都道府県知事は、前⼆項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

出典︓「令和３年度⾼齢者向け住まい等における適切なケアプラン作成に向けた調査研究」（株）⽇本総合研究所） を一部改

⾼齢者向け住まいの指導監督に関する法令上の規定
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指導監督等における⽼⼈福祉法と⾼齢者の居住の安定確保に関する法律との⽐較

⾼齢者の居住の安定確保に関する法律（サ⾼住）⽼⼈福祉法（有料⽼⼈ホーム）介護保険法（介護施設・事業所）種類

・都道府県等への登録（法第５条）・都道府県等への事前届出義務（法第29条第１項ほか）都道府県又は市町村による指定（法第41条ほか）許認可

・構造・設備や床面積、サービス、契約等について規定（法第
7条、省令）

・人員・設備・運営基準等について指導指針で規定・⼈員・設備・運営基準等について基準省令で規定基準

○報告徴収、検査（法第24条）
・業務に関する報告
・事務所、若しくは登録住宅への⽴⼊、帳簿・書類その他の物
件の検査、関係者に質問

○報告徴収・検査（法第29条13項）
・運営状況に関する事項等の報告、質問
・有料⽼⼈ホーム等への⽴⼊、設備・帳簿書類等の検査

○報告徴収・検査等（法第76条ほか）
・報告、帳簿書類の提出・提示
・事業者・従業者であった者に対する出頭の求め
・質問 ・事業所等への⽴⼊検査

報告
徴収等

（規定なし）（規定なし）○勧告（法第76条の２第１項ほか）
以下に該当する場合、期限を定めて勧告することが可能
・従業者の知識・技能⼜は⼈員について、都道府県の条例で定
める基準・定員数を満たしていない場合

・設備・運営基準に従って適正な事業の運営をしていない場合
等

○公表（法第76条の２第２項ほか）
・事業者が期限内に勧告に従わなかった時その旨公表が可能

勧告等

○指示（法第25条）
・登録事項が事実と異なる場合の訂正指⽰
・登録基準に適合しない場合、適合させるために必要な措置を

とることを指示
・次の義務違反に対する是正指⽰︓誇⼤広告の禁⽌、登録事項
の公示、登録事項等を記載した書面交付及び事前説明、高齢
者生活支援サービスの提供に係る契約の遵守、帳簿の作成、
及び保存、その他遵守事項

○改善命令（法第29条15項）
以下に該当する場合、命令が可能（公示必要）

・第六項から第⼗⼀項までの規定に違反したと認めるとき
・⼊居者の処遇に関し不当な⾏為⼜はその運営に関し⼊居者

の利益を害する⾏為をしたと認めるとき
・その他入居者の保護のため必要があると認めるとき

○命令（法第76条の２第３項ほか）
・正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらなかったときは期
限を定めてその措置をとるよう命令が可能（公示必要）

⾏政
処分

○指定の取消、期間を定めた指定の全部効⼒停⽌・⼀部効⼒停
止（法第77条ほか）
以下に該当する場合、指定取消等が可能（公示必要）
・人員・設備運営基準違反 ・不正な⼿段による指定
・人格尊重義務違反 ・⽼⼈の福祉に関する法律に違反
・不正請求 ・不正⼜は不当⾏為 等 ○登録の取消（法第26条）

・登録拒否要件に該当するに至った場合
・登録事項の変更や地位を承継したにも関わらず、届け出な
かった場合

・指示に従わなかった場合
・事業所の所在地等を確知できず、その旨を公示して30日間申
し出がなかった場合

○事業の制限命令・停⽌命令（法第29条16項）
以下に該当する場合、制限命令⼜は停⽌命令が可能（公示

必要）
❶⽼福法・その他⽼⼈の福祉に関する法律等⼜はこれらに

基づく命令・処分に違反した場合 かつ
❷⼊居者の保護のため特に必要があると認めるとき

○連座制 ※介護保険法のみ
・指定取消に加え、役員等の組織的な関与が認められた場合、
当該事業者が経営する同一サービス類型の事業所において、

指定取消日から5年間は、原則的に新規指定⼜は更新を認め
ない（法第70条第２項第６号ほか）

（規定なし）（規定なし）・介護サービス事業者は、法第74条第６項等で規定する「要介
護者等の人格の尊重」「介護保険法又は介護保険法に基づく
命令」「要介護者等のための忠実な職務遂⾏」の義務の履⾏
が確保されるよう、省令で定める基準に従い、業務管理体制

を整備しなければならない（法第115条の32）
・整備すべき内容は事業者の規模（事業所数）によって定めら
れ、事業展開地域に応じた⾏政機関に届出が必要

業務管
理体制

・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合⼜は
虚偽の届出を⾏った場合／未登録でサ⾼住の名称を⽤いた場
合／報告・⽴⼊検査の忌避、虚偽の報告・答弁等︓30万円以
下の罰⾦ 等

・事業制限・停⽌命令違反:１年以下の懲役⼜は100万円以下
の罰⾦

・改善命令違反:６月以下の懲役又は50万円以下の罰⾦
・未届、虚偽報告等:30万円以下の罰⾦

・⽴⼊検査等を忌避した場合︓30万円以下の罰⾦ 等罰則
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 ⽼⼈福祉法に基づく指導・監督の件数は⼀定数ある（事業改善命令は７年間で33件）ものの、平成29年⽼⼈福祉法の改正により設けられた
事業制限・停⽌命令権限が適⽤されたのは１件のみ。

有料⽼⼈ホームにおける指導監督・⾏政処分等の状況
（平成 2 9年度〜令和５年度）

109出典︓⽼健局⾼齢者⽀援課調べ。

合計R5年度R4年度R3年度R2年度R1年度H30年度H29年度

3346301171改善命令（法29条第15項）

1（制限命令）0001（制限命令）000事業制限・停⽌命令（法29条第16項）

00000000罰則 （法40条）

■⾏政処分・罰則の状況

R5年度R4年度R3年度R2年度R1年度H30年度H29年度

302272128402－－－変更届出に関する指導（第29条第2項）

1051317－－－休止・廃止届出に関する指導（第29条第3項）

887031226－－－帳簿の備付けの不備に関する指導（第29条第6項）

81434876－－－情報開⽰の不履⾏に関する指導（第29条第7項）

38301661－－－
権利⾦その他の⾦品の受領に関する指導（第29条第8
項）

11101573－－－
前払い⾦の算定の基礎の明⽰及び返還債務の保全措置に
関する指導（第29条第9項）

2404－－－前払⾦の返還に関する指導（第29条第10項）

69293263196－－－
有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告に関する指
導（第29条第11項）

498393244381－－－必要に応じ求めた報告（第29条第13項）

789441298553－－－必要に応じ⾏った検査（第29条第13項）

1281385447－－－入居者の処遇等に関する指導

2,6371,6991,1102,0365,9222,0592,201合計

■⽼⼈福祉法に基づく指導監督の状況



夜間の職員配置に関する自治体の指導監督状況

 住宅型有料⽼⼈ホームにおいて、「指導指針に規定して「夜間の職員配置」を求めている」と回答した自治体が59.3％を占
め、「指導指針に規定していないが、自治体の指導方針で「夜間の職員配置」を求めている」と回答した自治体が8.7％あり、
7割近くの自治体において、「夜間の職員配置」が求められていた。

 住宅型有料⽼⼈ホームに「夜間の職員配置」を求めている自治体を対象に、その理由を確認したところ、９割以上の自治体
において、「急変時・災害発生の対応が必要と考えるため」が挙げられた。その他、要介護度の⾼い⼊居者や認知症の⼊居
者への対応等、⼊居者の状態像を考慮した理由も５割前後を占めていた。

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」
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事業者の経営状態に関する自治体の指導監督状況

 有料⽼⼈ホーム事業者から提出される財務諸表に基づく指導を「⾏っている」自治体は、26.7％（40件）であった。

 具体的な取組内容については、「毎年徴求する財務諸表で、ある程度の経営状況を確認している」が72.5％で最も多く、次
いで、「重要事項説明書で入居状況を確認している」が60.0％であった。また、「ホームの事業計画（資⾦収⽀・損益計
画）を定期的に⾒直すよう指導している」が40.0％、「開設後、早い時期に⽴⼊検査を⾏い、事業計画と齟齬がないか確認
している」が32.5％であった。

 事業者の経営⾯に関する指導を⾏う上での課題では、「事業者の経営や事業計画の妥当性を判断できる専⾨知識やスキルを
もつ職員が配置されていない」が52.7％、「指導指針では、⺠間事業者の経営に対する指導を⾏う権限がないと感じる」が
37.3％であった。

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」 111



住宅型有料⽼⼈ホーム併設事業所等に関する⾃治体の課題認識

112

 自治体職員が認識している住宅型有料⽼⼈ホームの併設事業所等に関する課題は、「ホームと併設事業所等との間
で、職員の配置や勤務表が区分されていない」が81.3％で最も高く、次いで、「入居（希望）者に対し、本人の意
向や必要性に関係なく、併設事業所等のサービス利⽤を誘導する」が68.7％であった。また、「ホームの職員では
なく、併設事業所等の職員が夜勤・宿直をしていることをもって、『24時間職員常駐』や『24時間看護（介護）付
き』などを標榜し、誤認させる」が43.3％であった。

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」



⽴入検査の実施頻度

113

 定期的な⽴⼊検査の実施頻度は、「すべてのホームで、同じ頻度で実施している」が44.0％、「新規開設したホームと継続
しているホームとで頻度を分けている」が20.0％、「頻度を決めていない」が23.3％であった。

 「すべてのホームで、同じ頻度で実施している」と回答した66自治体の平均は3.9年であり、「都道府県・政令市」は3.6年、
「中核市」が4.4年、政令指定都市・中核市以外の市町村は3.7年であった。

 「新規開設したホームと継続しているホームとで頻度を分けている」と回答した30自治体では、開設から平均10.7ヶ月後に
実施しており、継続ホームに対しては平均で45.1ヶ月（≓3年9ヶ月）おきの実施となっていた。

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」



⽴入検査を実施する上での⾃治体の課題認識

114

 自治体職員が認識している⽼⼈福祉法に基づく⽴⼊検査を実施するうえでの課題は、「担当職員数と⽐べて対象施
設数が多いため、年間に実施できる件数が限られる」が68.7％で最も多く、次いで「虐待通報など迅速性が求めら
れる対応もあり、⽴⼊検査が計画通りに⾏えない」が30.7％であった。

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」



有料⽼⼈ホームの指導・監督における課題

115

• 経営状況等報告が令和5年度・令和6年度未提出であった施設があり、直接訪問し報告するように指導したが、施設⻑が反抗的な態度で
本調査の提出日現在未提出の状況が続いている。その他届出の提出もなく、運営・入居者の実態が把握できない状況が続いており、改
善命令等を発出・実⾏をしたいと思っているが、法令上具体的な処分基準が規定されていないため実⾏に⾄っていない。

• ⾏政処分ではないが、⽴⼊検査を拒否した際の罰則規定（⽼福法第40条第2項）について、適用に至るまでの過程が複雑でハードルが
高く、対応に大変苦慮している。

• 職員不在の時間帯がある中で、⼊居者の安全確保を理由に、夜勤職員の配置に向けた改善命令を検討したが、⼈⼿不⾜を理由に職員の
確保が困難であると施設側から主張された場合に、県の要求が過大であると判断される可能性を鑑み、処分に至らなかった。

• 入居者が残った状態での一方的な施設閉鎖、経営破綻により処分対象となる運営事業者があったが、その実体が既にない状況になって
しまったため。

⾏政処分まで⾄らなかった主な理由

6.0%

2.7%

62.7%

58.0%

17.3%

43.3%

55.3%

72.0%

0% 20% 40% 60% 80%

特に無し

その他

他⾃治体含め有料に関する⾏政処分の前例がない・少ないため判断に苦慮する

入居者のいるホームに対する事業制限・停⽌命令は現実的に難しい

介護保険法等他法令とセットで⾏政処分を⾏うために、法令上の整理が難しい

⽼⼈福祉法では「改善勧告」がないため、⾏政処分適⽤のハードルが⾼い

指導指針と⽼⼈福祉法との関係が不明瞭であるため、指導指針では根拠として弱い

⾏政処分適⽤の判断基準がない、漠然としている

n＝150

⾏政処分を⾏う上での課題

6.7%

82.7%

7.3% 3.3%

作成している

作成していない

その他

無回答

n＝150

自治体の「処分基準」の策定状況

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」



• 有料⽼⼈ホームに対する指導は、あくまでも指針に基づいて実施されるものであるため、法的拘束⼒が弱い上に、⾏政処分に関す
る具体的な基準等もないため、⾏政処分に相当するかの判断が困難である。また、上記と同じ理由で、⾏政処分後の事業者からの
審査請求や命令取消の訴訟等があった場合の対応も困難性を有することが想定される。

• ⽼⼈福祉法による改善指導を繰り返しながら、改善されていない状況を踏まえての不利益処分となるため、判断基準が漠然として
いて、対応に苦慮する。

 処分基準が明確ではない、指導指針では法的拘束⼒に乏しい

指導監督における⾃治体の課題認識（主な意⾒）
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⾃治体の主な意⾒

出典︓令和６年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」から⼀部改変

• 住宅型有料のほぼ全数が併設事業所を有するが、サービスや従業者が複雑にホーム内で混在しており、全体でひとつの有料の形態
となって事実上存⽴しているので、「併設のあり⽅」に何らかの規制を加えないと指導やその先の処分に向けた問題の切り分けが
困難である。

 介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している

 現在の指導監督の枠組みでは、適切な指導が困難

• 現在の枠組みでは事業者への指導権限があまりにも弱すぎるため、適切な指導が困難。少なくとも、介護保険法における改善勧
告に相当する措置の創設が必要であると考えられる。

• 事例が少ないうえ、届出制度のため、介護保険のように指定の取り消しや効⼒停⽌のように介護給付費を制限し、事業者の運営
に影響を与えるような処分が段階的にできるわけでもないため、運用が難しい。

 事業停⽌命令による入居者への影響が⼤きい

• 停⽌命令の⾏政処分を⾏うことは、その⾏政処分を⾏う⾃治体の責任でその時点の入居者の代わりの⽣活の場を確保する必要があ
る。また地域社会への影響の大きさを考えると、停⽌命令以外の⽅法がないか決定までに何段階にもわたって検討することになり、
現実には時間と労⼒を要することになる。



有料⽼⼈ホームの事前協議から届出に⾄る地⽅⾃治体の業務フロー及び課題

都道府県の例 政令指定都市の例

117

 自治体によって様々であるが、事前相談から届出に至るまでには、事業計画書や実地の改善点等の指摘に対する修正・対応を
含め、概ね6ヶ⽉程度を要する。

 都道府県の場合は、介護保険事業計画や⾼齢者保健福祉計画と整合が取れているか、建築や消防関係等の観点から、当該有料
⽼⼈ホームが所在することとなる市町村とも調整する必要がある。

指針不適合の設置届等
が提出されることがあ
るが、指針に強制⼒が
なく、受け入れざるを

得ない

神奈川県有料⽼⼈ホーム設置運営事務取扱要綱による⼿続の流れ 横浜市有料⽼⼈ホーム設置運営指導要綱による⼿続き（事前協議→届出）の流れ

指針に適合させるため
の指導を複数回実施す
る必要があり、業務負
担となっている

＜自治体における課題の例＞



設置届から事業停⽌命令までの⼀般的な流れ及び課題
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出典：令和5年度老健事業「有料老人ホームの指導監督の手引き」の図に、同老健事業や本検討会「これまでの議論の整理」等の内容を追記。 118

 令和5年度⽼健事業において、地⽅自治体における指導監督の実態を把握するとともに、指導業務における課題を整理するた
め、調査研究を実施。自治体から、各プロセスにおける実務上・業務上の課題が指摘されている。

指導指針では強制力がないため、
改善に向けた対応を取ってもらえな

いケースがある

行政処分の処分基準がないた
め、行政処分に相当するのか

の判断が困難

通報の件数が増加し
ており、虐待が疑われ
る通報の際は緊急性
が高いため、対応の負

担が大きい

緊急性の高い随時の
立入検査では、通常
業務を一旦止めて集
中しなければならず、

負担が大きい

処分を行う自治
体の責任で入居
者の代わりの生
活の場を確保す
る必要があるた
め影響が大きく、
事業停止命令以
外の方法を検討
する時間と労力

が大きい



有料⽼⼈ホームに対する⾏政処分に係る処分基準の作成（令和7年度⽼健事業）

 これまで「事業制限・停⽌命令」が適⽤されたのは1件に留まっており、有料⽼⼈ホームに対する⾏政処分を⾏う上での課題とし
て、「⾏政処分適⽤の判断基準がない、漠然としている」を挙げる自治体が72％あった。（令和6年度⽼健調査）

 入居者保護の緊急性が⾼い場合等に迅速な対応が可能となるよう、介護保険法に基づく処分基準や、先⾏して有料⽼⼈ホームの処
分基準を作成済み⾃治体の事例等を参考に、令和7年度⽼健事業において、有料⽼⼈ホ－ムの処分基準案を作成する。

 なお、介護保険法には、処分事由として、①⼈員基準違反、②運営基準違反、➂⼈格尊重義務違反、➃不正請求、➄不正の⼿段に
よる指定、の５つが規定されているが、有料⽼⼈ホームは、明確な⼈員・運営基準がなく（①、②）、報酬を伴わない（➃）、届
出制（➄）であることから、➂⼈格尊重義務違反に加え、⽼⼈福祉法第29条の規定を踏まえた処分事由を整理する必要がある。

❶介護保険法に基づく⾏
政処分の処分基準例の
収集・分析

❷有料⽼⼈ホームの処分
基準例の収集・分析

❸⾏政処分を実施した自
治体へのヒアリング

❺有料⽼⼈ホーム
の処分基準のひ
な形作成

❻自治体ワーキング
の開催・ひな形の
ブラッシュアップ

❼処分基準（案）・
手引きの作成

 明確な処分基準があれば良いと思うが、住宅型有料⽼⼈ホームであるため、柔軟性という視点からバランスが重要。
 緊急性のある事案が生じた時に、現状、すぐに対処できるものがない。明確にこの基準を守らなければというものがあれ
ば、処分に動きやすい。

 他の自治体と処分が異なることの説明が難しいため、標準となる処分基準のひな形があると説明し易い。どういった事例
の場合に等級が⼀つ上がるのかというような基準があれば、⾏政処分に⾄る必要な⼿続を進めやすくなる。

 県独自の処分基準はあるが、現⾏の処分基準の問題点や他県との違いも不明であるため、他県の事例や⼀般的な考え⽅が
わかるものがあると良い。

（例） 処分事由
×

重大性・悪質性の構成要素／程度

【調査の進め方（予定）】

【ヒアリングにおける主な意見】

❹指導監督に関する自治
体アンケート調査

119（令和7年度⽼健調査「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査検討事業」）



I. 有料⽼⼈ホーム等の概要

II. 有料⽼⼈ホームを取り巻く課題

III.参照条文
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1. 有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅
2. 有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅
3. 有料⽼⼈ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり⽅



いわゆる「囲い込み」に関する指摘
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程） （令和５年12月22日閣議決定）（抜粋）

Ⅱ．今後の取組

２．医療・介護制度等の改⾰

＜②「加速化プラン」の実施が完了する2028 年度までに実施について検討する取組＞

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）

◆サービス付き⾼齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化

• サービス付き⾼齢者向け住宅等における介護サービスの提供について、指摘されている⼊居者に対する過剰な介護サービスの提供
（いわゆる「囲い込み」）の実態把握に係るこれまでの取組を踏まえ、引き続き地方自治体と連携して、事業実態を把握した上で、
より実効的な点検を徹底するとともに、サービス提供の適正化に向けた更なる⽅策を検討し、必要な対応を⾏う。

経済財政運営と改革の基本方針2024 （令和６年６⽉21日閣議決定）（抜粋）

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

（１）全世代型社会保障の構築

（医療・介護保険等の改⾰）

（略）

介護保険制度について、利⽤者負担が２割となる「⼀定以上所得」の判断基準の⾒直し、ケアマネジメントに関する給付の在り⽅、軽

度者への生活援助サービス等に関する給付の在り⽅については、第10期介護保険事業計画期間の開始の前までに検討を ⾏い、結論を得る。

あわせて、⾼齢者向け住宅の入居者に対する過剰な介護サービス提供（いわゆる「囲い込み」）の問題や、医療・介護の⼈材確保に関し、

就職・離職を繰り返す等の不適切な⼈材紹介に対する紹介⼿数料の負担の問題などについて、報酬体系の⾒直しや規制強化、公的な職業紹

介の機能の強化の更なる検討を含め、実効性ある対策を講ずる。また、深刻化するビジネスケアラーへの対応も念頭に、介護保険外サービ

スの利⽤促進のため、自治体における柔軟な運⽤、適切なサービス選択や信頼性向上に向けた環境整備を図る。
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我が国の財政運営の進むべき方向（令和６年５⽉ 2 1⽇財政制度等審議会）（抜粋）
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②高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方

イ）利⽤者に対する囲い込み等への対応

有料⽼⼈ホームやサ⾼住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介護サービスを提供す

る（包括報酬）よりも、関連法人が外付けで介護サービスを提供した方（出来高払い）がより

多くの報酬を得ることが可能となっており、こうした構造が、未届けの施設を含めた、利⽤者

に対する囲い込み・過剰サービスの原因になっている。

また、自ら介護サービスを提供する施設よりも、外付けで介護サービスを活用する施設の方

が家賃等が安い傾向にある。安い⼊居者負担で利⽤者を囲い込み、関連法⼈による外付けサー

ビスを活⽤した介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成⽴している可能性がある。

このため、有料⽼⼈ホームやサ⾼住における利⽤者の囲い込みの問題に対しては、訪問介護

の同一建物減算といった個別の対応策にとどまらず、外付けで介護サービスを活用する場合も、

区分⽀給限度基準額ではなく、特定施設入居者⽣活介護（⼀般型）の報酬を利⽤上限とする形

で介護報酬の仕組みを⾒直すべきである。〔資料Ⅳ－３－７、８参照〕

我が国の財政運営の進むべき方向
（令和６年５⽉ 2 1⽇財政制度等審議会）（抜粋）



我が国の財政運営の進むべき方向
（令和６年５⽉ 2 1⽇財政制度等審議会）（抜粋）
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我が国の財政運営の進むべき方向
（令和６年５⽉ 2 1⽇財政制度等審議会）（抜粋）
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有料⽼⼈ホーム等における介護サービス利⽤実態
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７自治体における
⾼齢者向け住まいの「平均要介護度×平均区分⽀給限度額利⽤割合」の分布－➀

 協⼒が得られた７市の介護給付実績データから、同⼀建物減算が発生している介護サービス事業所の被保険者が居住してい
ると思われる住宅型有料⽼⼈ホーム・サ⾼住の特定を⾏うなどして、ホームごとの「平均要介護度×平均区分⽀給限度額割
合」の分布を整理した。
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※破線は近似曲線、⻘丸は当該自治体に所在する個々のホームの「平均要介護度×平均区分⽀給限度額利⽤割合」をプロットしたもの

出典︓令和６年度⽼健事業「サービス付き⾼齢者向け住宅等における介護サービス提供のあり⽅に関する調査研究事業」
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７自治体における
⾼齢者向け住まいの「平均要介護度×平均区分⽀給限度額利⽤割合」の分布－➁
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出典︓令和６年度⽼健事業「サービス付き⾼齢者向け住宅等における介護サービス提供のあり⽅に関する調査研究事業」
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※破線は近似曲線、⻘丸は当該自治体に所在する個々のホームの「平均要介護度×平均区分⽀給限度額利⽤割合」をプロットしたもの



（参考）⼀般在宅も含めた要介護度別の区分⽀給限度額利⽤割合

■介護給付費等実態統計 令和6年４月審査分 月報第18表 居宅サービス給付単位数・受給者数、要介護（要支援）状態区分別（抜粋）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

平均給付単位数 1374.1 2219.8 7153.6 10089.1 15553 19223.2 24237.5

支給限度基準額 5032 10531 16765 19705 27048 30938 36217

平均利用率（％） 27.3 21.1 42.7 51.2 57.5 62.1 66.9

■サ高住と在宅独居における介護保険サービスの区分支給限度額に対する利用割合 （一般社団法人高齢者住宅協会による調査）
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入居者のサービス利⽤実態－➀区分⽀給限度額を超えて利⽤している入居者の状況

 要介護者のうち、区分⽀給限度額を超えて利⽤している割合は、住宅型、サ⾼住ともに「０％」が最も多く、それぞれ 53.0％、
48.1％であり、平均は住宅型 3.4％、サ高住 4.7％であった。

 区分⽀給限度額を超えて利⽤している⼈の要介護度別内訳は、住宅型では「要介護５」の割合が最も⾼く 23.7％を占め、次いで
「要介護３」の21.9％であった。これに対し、サ高住では「要介護４」の割合が高く 25.6％を占め、次いで「要介護５」の21.0％
であった。⽐較的状態像の軽い要介護１・２でも区分⽀給限度額を超えている⼈が住宅型32.7％、サ高住32.6％であった。

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」 130



入居者のサービス利⽤実態－➁週5⽇以上通所介護を利⽤している入居者の状況

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

 要介護者のうち、週５⽇以上通所介護を利⽤している割合は、住宅型、サ⾼住ともに「０％」が最も多く、それぞれ 40.4％、
46.6％、平均は住宅型 24.9％、サ高住12.1％であった。

 週５⽇以上通所介護を利⽤している⼈の要介護度別内訳は、住宅型では「要介護３」の割合が最も⾼く 26.4％を占め、次いで「要
介護４」の25.5％であった。これに対し、サ高住では「要介護４」の割合が高く 25.8％を占め、次いで「要介護３」の24.0％で
あった。

 比較的状態像の軽い要介護１・２でも週５⽇以上通所介護を利⽤している⼈が住宅型33.5％、サ高住35.7％であった。
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入居者のサービス利⽤実態－➂週21回以上訪問介護を利⽤している入居者の状況

 要介護者のうち、週 21 回以上訪問介護を利⽤している割合は、住宅型、サ⾼住ともに「０％」が最も多く、それぞれ
31.0％、34.9％、平均は住宅型27.7％、サ高住19.2％であった。

 週 21 回以上訪問介護を利⽤している⼈の要介護度別内訳は、住宅型、サ⾼住 とも「要介護４」の割合が最も高く、それぞ
れ 30.3％、29.7％を占め、次いで「要介護５」の割合が住宅型 28.3％、サ高住24.3％であった。

 比較的状態像の軽い要介護１・２でも週 21 回以上訪問介護を利⽤している⼈が住宅型18.5％、サ高住23.2％であった。

出典︓令和６年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」 132



いわゆる「囲い込み」の背景や実態
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出来高報酬
・外部サービス利用型の限度単位数が上限

［外部サービス利用型における各サービス
一回当たり単価/人］×［回数］×［人数］

「住宅型」有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

「介護付き」有料老人ホーム
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホーム

入居者の介護度に応じ「介護専用型」又は「混合型」

有料⽼⼈ホームの類型に応じた報酬体系

要介護者

ホーム事業者

・生活相談
・ケアプラン作成
・食事の提供 等

一般型 外部サービス利用型

ホーム事業者

介護サービス事業者

委託料

介護

・生活相談
・ケアプラン作成
・食事の提供 等

ホーム事業者

介護サービス事業者
A,B,C・・・

・生活相談
・食事の提供 等

居宅介護支援（ケア
マネ）事業所

A,B,C・・・

要支援者・自立

入居者 入居者 入居者

「住宅型」有料老人
ホーム・サービス付
き高齢者向け住宅

・生活相談
・食事の提供 等

介護保険サービスを
利用する入居者 なし

包括報酬

［特定施設入居者生活介護費の一日
当たり単価/人］×［日数］×［人数］

包括報酬

［外部サービス利用型「基本サービス費」
の一日当たり単価/人］×［日数］×［人数］

＋

介
護
報
酬
体
系

出来高報酬

・区分支給限度基準額が
上限

［各サービス一回当たり
単価/人］×［回数］×［人
数］

ケアプラン作成介護

⇒ホームと同一・関連法人かつ併設等が多い

いわゆる「囲い込み」が
生じるおそれ

支払（居住
費用、自己
負担等）

支払（居住費用、
自己負担等）

支払（居住費用等）

支払（自己
負担）

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
方
法

介
護

度

ホーム事業者から請求 ホーム事業者から一括請求 各介護サービス事業
者から請求

各ケアマネ事業所か
ら請求

介護

包括報酬

［居宅介護支援費の
一件当たり単価/人］
×［人数］
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併設・隣接建物

居住
居住

居住 居住

生活相談

介護

ケアプラン

生活相談

生活相談

生活相談

ケアマネ事業所

ケアプラン

食事

食事

食事

食事

介護事業所
介護事業所

入居契約

特定施設入居者生活介護
利用契約
(指定居宅サービス等運営基準
第178条1項)

有料老人ホーム
有料老人ホーム

有料老人ホーム
入居者

委託契約

入居契約

入居契約

特定施設入居者生活介護
利用契約
(指定居宅サービス等運営基準
第178条1項)

入居契約

居宅介護支援
利用契約
(指定居宅介護支援等
運営基準 第４条)

介護サービス
利用契約
(指定居宅サービ
ス等運営基準 各
条)

入居者

入居者入居者

有料老人ホーム

有料⽼⼈ホーム事業者と入居者との契約関係

➀ 一般型（包括的に自ら介護サービスを提供する特定施設） ➁ 外部サービス利用型

➀介護事業所が併設又は関連法人のパターン ➁介護事業所が併設又は関連法人ではないパターン

介護事業所

１．介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護の指定を受けた「特定施設」）

２．住宅型有料老人ホーム

ケアプラン 介護

ケアプラン

介護

介護サービス
利用契約
(指定居宅サービス等運営基
準 各条)

介護

受託居宅サービス事業者

書面 書面

（指定居宅サービス等運営基準第１９２条の2）

居宅介護支援
利用契約
(指定居宅介護支援等運
営基準 第４条)

ケアマネ事業所

ホームと契約関係にない

ホームと契約関係にない

※有料老人ホームが、入居に
当たって、併設・隣接のケアマ
ネ事業所・介護事業所の利用
を条件としているケースが確
認されている。
有料老人ホーム設置運営標

準指導指針では、入居者が介
護サービスを利用するにあた
り、有料老人ホーム設置者等
が①特定の事業者からの
サービス提供に限定又は誘導
すること、②利用者の希望を
妨げることがないよう規定し
ており、違反に該当する場合、
自治体の指導対象となる。
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住宅型有料⽼⼈ホーム等における介護・医療サービス事業所の併設・隣接状況①
（併設状況）

 併設⼜は隣接の介護等事業所がある住宅型有料⽼⼈ホームは79.1％、サービス付き⾼齢者向け住宅（⾮特定施設）は、83.4％
である（対して特定施設は23.7％）。

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」
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住宅型有料⽼⼈ホーム等における介護・医療サービス事業所の併設・隣接状況②
（併設・隣接事業所のサービス種類）

 特定施設は「通所介護、通所リハ」が最も多く、併設・隣接合計で 14.9％、「居宅介護⽀援」 9.6％、「短期入所生活介護、短期
⼊所療養介護」 7.2％。

 住宅型は、「訪問介護」が最も多く、併設・隣接合計で 48.8％、「通所介護、通所リハ」44.9％、「居宅介護⽀援」 22.6％。

 サ高住（非特定施設）は、「訪問介護」が最も多く 55.6％、「通所介護、通所リハ」43.5％、「居宅介護⽀援」29.3％。

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」 137



介護事業所の併設・隣接の有無と施設単位の平均要介護度の関係

介護事業所の併設・隣接の有無による施設単位の平均要介護度の違いをみると、住宅型有料⽼⼈ホーム・サ⾼住ともに、隣接・

併設の介護事業所がある場合よりも、ない場合の⽅が、平均要介護度3以上ホームの割合が⾼い。（住宅型有料⽼⼈ホームで

７％、サ高住で4.1％の差）

出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」

80

388

89

336

5

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設・隣接なし

併設・隣接あり

3.0未満 3.0以上 無回答

N=755

N=174

111

679

34

162

6

38

0% 20% 40% 60% 80% 100%

併設・隣接なし

併設・隣接あり

3.0未満 3.0以上 無回答

N=879

住宅型有料⽼⼈ホーム

サービス付き⾼齢者向け住宅

N=151

51.4% 44.5% 2.9%

46.0% 51.5% 4.1%

77.2% 18.4% 4.3%

73.5% 22.5% 4.0%

平均介護度

併設あり 2.8

隣接あり 2.7

2.7

併設あり 2.2

隣接あり 2.1

2.1
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住宅型有料⽼⼈ホーム等における入居要件の実態
（併設・隣接等の介護・医療サービス事業所の利⽤等）

139
出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」

○介護保険サービスを使う場合は、併設・隣接もしくは、関連法⼈の居宅介護⽀援事業所のケアマネジャーにケアプラン
を作成してもらうことを⼊居要件としている住宅型有料⽼⼈ホームは11.7％、サービス付き⾼齢者向け住宅は9.4％。

○⼊居したら併設・隣接もしくは関連法⼈の介護事業所のサービスを利⽤することを⼊居要件としている住宅型有料⽼⼈
ホームは27.2％、サービス付き⾼齢者向け住宅は13.5％。



有料⽼⼈ホーム事業における会計区分に関するルール

■有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針（抄）
（４） 経理・会計の独⽴
有料⽼⼈ホーム以外にも事業経営を⾏っている経営主体については、当該有料⽼⼈ホームについての経理・会計を明

確に区分し、他の事業に流⽤しないこと。

■指定居宅サービス等の事業の⼈員、設備及び運営に関する基準（平成⼗⼀年厚生省令第三⼗七号）（抄）
※他の介護保険サービスも同様の規定

（会計の区分）
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計
とその他の事業の会計を区分しなければならない。

（参考）介護保険サービス
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⾼齢者向け住まいと外部サービスの関係に関する地⽅公共団体の問題意識

高齢者向け住まいの運営事業者が、その
入居者に対し、運営事業者と同一の法人
が運営する居宅介護⽀援事業所の利⽤を
強要し、入居者によるケアマネジャー選
択の自由が阻害されているという課題が、
疑いも含めて起きているか

【介護支援専門員の選択の自由】

＜具体的な課題の内容＞
・同⼀法⼈が運営する介護事業所を利⽤する
と、家賃の割引がある。（13自治体、うち
７自治体が指導を実施）

・同⼀法⼈が運営する介護事業所を利⽤する
と他費用（サービス費用等）の割引がある。
（21自治体,うち13自治体が指導を実施）

・指導に⾄らなかった理由︓疑いがあるが事
実確認ができず、住まい事業者や居宅介護
⽀援事業所が誘導した結果か、利⽤者が自
ら選択した結果か判断することができない。

【介護保険事業所の選択の自由】

運営事業者が入居者に対し、同一法人が
運営する介護サービス事業所（居宅介護
⽀援事業所を除く）の利⽤を強要し、入
居者による介護保険サービス事業所の選
択の自由が阻害されているという課題が、
疑いも含めて起きているか

＜具体的な課題の内容＞
・賃貸借契約等の契約書に特定の居宅介護⽀援
事業所（介護⽀援専⾨員）を利⽤することが
条件化されている。（８自治体、うち３自治
体が指導を実施）

・書面としては認められないが口頭で併設事業
所の利⽤の強制,指示,誘導等が⾏われている。
(９自治体,うち５自治体が指導を実施）

・指導に⾄らなかった理由︓疑いがあるが、⽴
入検査等の際に証拠を確認することができな
かった。

【過不⾜ない介護保険サービスの提供】
高齢者向け住まいの入居者について、入
居者本人の状況に即したケアプランが作
成されず、過剰・過小なサービスが提供
されている課題が、疑いも含めて起きて
いるか

＜具体的な課題の内容＞
・⼊居者に対して⼀律に区分⽀給限度基準額ぎ
りぎりのサービス設定をしている。（45自治
体、うち34自治体が指導を実施。2自治体が
「取消・罰則」）

・包括サービス（小規模多機能、定期巡回･随時
対応型訪問看護介護・複合型サービス）を利
用する入居者が過小なサービス提供を受けて
いる。(３自治体、うち2自治体が指導を実施)

・指導に至らなかった理由︓疑いがあるが、利
用者にとってサービスが過剰･過小か客観的に
判断が難しい。

N=110 N=110 N=110

出典︓平成26年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいを対象としたサービス提供のあり⽅に関する調査研究事業」

 平成26年度に都道府県・政令指定都市・中核市の介護保険指導部局に対して実施したアンケート調査では、⼊居者によるケアマネ
ジャーや介護サービス事業所の選択の自由が阻害されているという課題があるとする自治体が⼀定数あり、また、利⽤者に不利益
が生じている疑義があっても、⾏政指導や処分を⾏う根拠が乏しい場合があることが指摘された。
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●高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（平成21年8月19⽇厚生労働省・国⼟交通省告⽰第１号）（抄）

五 ⾼齢者がその居宅において⽇常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する基本的な事項

４ ⾼齢者居宅生活⽀援サービスの提供

⾼齢者居宅生活⽀援サービスを提供する事業者は、⾼齢者居宅生活⽀援サービスについて、介護保険法等の関係法令を遵守するとともに、関係するガイ
ドライン等を参考にサービスの向上に努めることが望ましい。

また、入居者が、賃貸⼈若しくは登録事業者が直接提供する⾼齢者居宅⽣活⽀援サービス⼜は賃貸⼈若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業
者が提供する⾼齢者居宅⽣活⽀援サービス以外の外部事業者が提供する⾼齢者居宅⽣活⽀援サービスの利⽤を希望した場合には、その利⽤を制限すべき
ではない。さらに、賃貸⼈⼜は登録事業者は、入居者が保健医療サービス⼜は福祉サービスを利⽤しようとする場合にあっては、賃貸⼈若しくは登録事
業者が直接提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス⼜は賃貸⼈若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービ
ス若しくは福祉サービスに限定すべきではない。

⾼齢者居宅生活⽀援サービスの提供に当たっては、提供時間、職員の配置、職員の資格の有無等について居住者に⼗分に説明しておくことが望ましい。

⾼齢者向け住まいにおける介護サービス利⽤にあたっての遵守事項

●有料⽼⼈ホームの設置運営標準指導指針について（平成14年７⽉18⽇⽼発第0718003号⽼健局⻑通知（抄）

８ 有料⽼⼈ホーム事業の運営

(9) 医療機関等との連携

イ〜ニ（略）

ホ ⼊居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協⼒医療機関及び協⼒⻭科医療機関は、あくまでも、⼊居者の選択肢として設置
者が提⽰するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。

ヘ 医療機関から⼊居者を患者として紹介する対価として⾦品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の
利益を受けることにより、⼊居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはならないこと。

(10) 介護サービス事業所との関係

イ 近隣に設置されている介護サービス事業所について、⼊居者に情報提供すること。

ロ 入居者の介護サービスの利⽤にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定⼜は誘導し
ないこと。

ハ 入居者が希望する介護サービスの利⽤を妨げないこと。

有料⽼⼈ホーム

サービス付き⾼齢者向け住宅
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⾼齢者住まいにおける適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底

有料⽼⼈ホーム等の⾼齢者向け住まい等に関し、指導監督権限をもつ都道府県等や保険者である市町村において、家賃や利
⽤者のケアプランの確認を⾏うことを通じて、介護保険サービスが⼊居者の自⽴⽀援等につながっているかなどケアの質の
確保の観点も考慮しながら、必要な場合には指導監督等を実施。

都道府県等
住宅部局 ⇔ 福祉部局

市町村

居宅介護⽀援事業所
ケアマネジャー

高齢者向け住まい
併設介護事業所

家賃設定等が不適切な可能性
のある住まいの情報

➀ケアプラン
点検・検証

➁改善指導➂情報提供➃実地指導等

※不適切なケアプランが

⾒つかった場合は②〜④を実施

➀の実績
令和３年度︓161自治体
令和４年度︓246自治体
点検したケアプランの件数 3,838件

内、再検討（⾒直し）を促した件数 803件
内、ケアプランの変更が⾏われた件数 185件

【通知】⾼齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について（令和３年３⽉18⽇⽼指発0318第
1号、⽼⾼発0318第１号、⽼認発0318第１号）（抄）

１．高齢者向け住まい等における家賃等入居契約内容の確認やケアプランの点検・検証

介護保険サービス事業所が併設等する⾼齢者向け住まい等において、家賃を不当に下げて⼊居者を集め、その収⼊の不⾜分を賄うため、⼊
居者のニーズを超えた過剰な介護保険サービスを提供している場合があるとの指摘があるところ。

このような指摘を踏まえ、都道府県の福祉部局は、住宅部局と連携して、介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まいの特定及
び⼊居契約の内容の確認を⾏い、家賃の設定が不適切な可能性があるもの（不当に低く設定している場合や、要介護度別に家賃を設定している
場合等）等の情報を市町村に情報提供すること。

市町村は、介護給付費適正化（特にケアプラン点検）担当部署において、都道府県からの情報等をもとに、不適切なケアプラン（ここで⾔
う不適切なケアプランとは「⼊居者のニーズを超えた過剰なサービス」を位置づけているプランを指す。）を作成している可能性がある居宅介
護支援事業所について、ケアプランの内容が入居者の⾃⽴⽀援や重度化防⽌等につながっているかの観点からの点検・検証を⾏っていただきた
い。

その結果、介護給付費適正化担当部署において、不適切なケアプランを作成している居宅介護⽀援事業所が判明した場合は、当該プランを
作成した居宅介護⽀援事業所に対して、ケアプランの改善を指導するとともに、居宅介護⽀援事業所の運営自体に問題があると判断した場合は、
指導監督部署と連携し、実地指導等を実施されたい。また、併せて、不適切なケアプランに基づき介護サービスを提供している事業所への実地
指導等を実施されたい。
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事業者の都合により、同⼀住宅・ホーム内の利⽤者のケアプランが画⼀的なものとなっている

事業者の都合により、区分⽀給限度基準額⼀杯まで同⼀法⼈による

介護保険サービスを設定したケアプランが多い

事業者の都合を意識することで、利⽤者にとって必要な介護保険サービスが

ケアプランに位置づけることが難しい場合がある

住宅・ホームの事業者から、同⼀法⼈（併設含む）の訪問介護や通所介護などの

利⽤を区分⽀給限度基準額⼀杯までケアプランに設定してほしいといった要請がある

基本的には、住宅・ホームと同⼀法⼈が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成されている

ケアプランの⾒直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分変更時）でのみ⾏っており、

それ以上はほとんど⾏っていない

ケアプランに記載された通りのサービス内容が提供されていない

ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されているかがわからない

住宅・ホームの都合により、⼗分な説明なく、実施変更がなされる場合が多い

介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活⽤は⾏われないことが多い

事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある

その他

あてはまるものはない

（％）

ケアマネジメント・ケアプラン作成にあたり問題となりうること

合計（n=336） 日本介護支援専門員協会会員（n=157） 調査会社モニター（n=179）

• モニター⺟集団により数値は異なるが、平均すると、25%程度が「同⼀法⼈の介護サービス利⽤を限度額

一杯にしてほしい」という住まい運営法人からの要請を受けている。

Q2 あなたが担当される利⽤者が居住する住宅・ホームについて、あてはまると思われるものをすべてお選びください。（ＭＡ）

ケアマネジャー等に対する調査結果

144出典︓令和3年度⽼健事業「サービス付き⾼齢者向け住宅等における適正なケアプラン作成に向けた調査研究」報告書等から作成



（１） 調査結果（件数）

（２） 入居者等からの相談・苦情の例

■ 系列の事業所を利⽤しなければ家賃の値上げを⾏うことをほのめかされた事例

相談者が⼊居後に有料⽼⼈ホームの施設⻑から、設置者が運営する通所介護事業所を週４⽇間必ず利⽤するように⾔われた。⼊居以前か

ら通っていた馴染みの通所介護事業所を利⽤したいと申し出たが、有料⽼⼈ホームの施設⻑から、「利⽤しなければ家賃を上げることにな

る」と言われた。

■ 居宅介護⽀援事業所の変更を求められた事例

相談者は有料⽼⼈ホームに⼊居する前から利⽤している居宅介護⽀援事業所のケアマネジャーがホームに⼊居後も引き続き担当すること

を希望していた。入居前に、有料⽼⼈ホームが指定した居宅介護⽀援事業所に変更しなければ入居を断らざるを得ないと有料⽼⼈ホームの

法人本部の職員に言われた。

■ ケアマネジャーがケアプランの変更を求められた事例

有料⽼⼈ホームの⼊居者を担当しているケアマネジャー（当該ホームの設置者と異なる法⼈が運営する居宅介護⽀援事業所の職員）が、

当該有料⽼⼈ホームの職員から、ホームに併設された通所介護事業所の利⽤を加えたプランに変更するよう依頼された。

有料⽼⼈ホームの適切な運営の確保の観点から、⼊居者の医療・介護サービスの利⽤に当たって、特定の医療機関や介護サービス事業所からの
サービス提供に限定⼜は誘導しているといった事例などを把握するため、都道府県・指定都市・中核市を対象に令和５年度に調査を実施。（有
料⽼⼈ホームにおける適正なサービス提供確保のための指導監督の徹底について 令和５年10月31日事務連絡）

有料⽼⼈ホームの指導監督権者に対する調査結果

⼊居者の介護サービス利⽤が特定の介護サービス事業所からのサービス提供に限定⼜は誘導したことが疑われる
相談・通報件数 42件

任意の⼝頭指導または⽂書指導を実施した事例 14 件
任意の調査又は法・指針に基づく報告・徴収・検査を
実施した事例 25件

指導等には⾄らなかった事例 ９件

対応を検討中 ２件

相談・通報を受け付け、対応を終了した事例 14件

対応を検討中・その他 ５件
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特定施設入居者生活介護の指定との関係
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特定施設入居者⽣活介護の指定を受けていない理由

147出典︓令和6年度⽼健事業「⾼齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」

 特定施設⼊居者生活介護の指定を受けていない理由について、「「施設」ではなく「住まい」として運営したい」を
挙げた施設は、有料⽼⼈ホーム34.6％、サービス付き⾼齢者向け住宅49.4％と最も多く、「保険者（自治体）による
総量規制のため」を挙げた施設は、有料⽼⼈ホーム10.6％、サービス付き⾼齢者向け住宅10.5％であった。



○ 特定施設入居者生活介護関連のサービスは、「特定施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「介護予防特定施
設入居者生活介護」の３種類があり、さらに、「特定施設入居者生活介護」については、「介護専用型」「混合型」の２類型がある。

○ それぞれのサービスの概要は以下のとおり。なお、都道府県・市町村の介護保険事業（⽀援）計画において定めた「必要利⽤定員」
を超える場合には、指定を⾏わないことができるものとするいわゆる「総量規制」が設けられている（※）。

総量規制の対象対象者指定権者類型

①と③の利⽤定員の総数の合計数（法第70条第４項）要介護者都道府県①介護専用型

特定施設入居者生活介護
（法第８条第11項）

②の推定利⽤定員の総数（法第70条第５項）
※要介護者の⼊居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて都道府県が推定利⽤定
員を設定。同じ建物に自⽴・要⽀援者が⼊居しているため、建物全体の利⽤定
員ではなく、推定利⽤定員をもって総量を算出することとしている。

要介護者都道府県②混合型

①と③の利⽤定員の総数（法第78条の2第3項）要介護者市町村
③地域密着型特定施設入居者生活介護
（法第８条第20項）

なし要支援者都道府県
④介護予防特定施設入居者生活介護
（法第８条の２第11項）

特定施設入居者⽣活介護に対する総量規制

制度の概要
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類型ごとの総量規制

（※） 介護保険法⼜は⽼⼈福祉法に基づき、介護保険事業計画等に定めた定員数に既に達しているか、⼜は当該申請に係る指定等によってこれを超える場合、
その他計画の達成に⽀障が生じるおそれがあると認める場合には、都道府県知事・市町村⻑は事業者の指定等をしないことができることとされている。

＜対象サービス（地域密着型サービスを含む。）＞ ＜根拠法令＞

・介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム）・・・⽼⼈福祉法第１５条第６項

・介護⽼⼈保健施設 ・・・介護保険法第９４条第５項

・介護医療院 ・・・介護保険法第１０７条第５項

・介護専用型特定施設 ・・・介護保険法第７０条第４項

・混合型特定施設（任意） ・・・介護保険法第７０条第５項

・認知症高齢者グループホーム ・・・介護保険法第７８条の２第６項第４号



参照条文

・⽼⼈福祉法、⽼⼈福祉法施⾏規則

・介護保険法
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⽼⼈福祉法（昭和3 8年法律第 1 3 3号）（抄）①
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○⽼⼈福祉法（昭和38年法律第133号）

第四章の二 有料⽼⼈ホーム
（届出等）

第二十九条 有料⽼⼈ホーム（⽼⼈を⼊居させ、入浴、排せつ若しくは⾷事の介護、⾷事の提供⼜はその他の⽇常生活上必要な便宜で
あつて厚生労働省令で定めるもの（以下「介護等」という。）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与をするこ
とを約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。）をする事業を⾏う施設であつて、⽼⼈福祉施設、認知症対応
型⽼⼈共同生活援助事業を⾏う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、あ
らかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 その他厚生労働省令で定める事項

２ 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の⽇から⼀⽉以内に、その旨を当該都
道府県知事に届け出なければならない。

３ 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、
その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料⽼⼈ホームの設置予定地⼜
は所在地の市町村⻑に通知しなければならない。

５ 市町村⻑は、第⼀項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料⽼⼈ホーム（高齢者の居住の安定確保に関す
る法律（平成⼗三年法律第⼆⼗六号）第七条第五項に規定する登録住宅を除く。）を発⾒したときは、遅滞なく、その旨を、当該有
料⽼⼈ホームの設置予定地⼜は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

６ 有料⽼⼈ホームの設置者は、当該有料⽼⼈ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保
存しなければならない。

７ 有料⽼⼈ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームに⼊居する者⼜は⼊居しようとする者に対
して、当該有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開⽰しなければなら
ない。

８ 有料⽼⼈ホームの設置者は、家賃、敷⾦及び介護等その他の⽇常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費⽤を除くほか、
権利⾦その他の⾦品を受領してはならない。

９ 有料⽼⼈ホームの設置者のうち、終⾝にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部⼜は⼀部を前払⾦として
⼀括して受領するものは、当該前払⾦の算定の基礎を書⾯で明⽰し、かつ、当該前払⾦について返還債務を負うこととなる場合に備
えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。



⽼⼈福祉法（昭和3 8年法律第 1 3 3号） （抄）②

151

○⽼⼈福祉法（昭和38年法律第133号）

第二十九条
１０ 有料⽼⼈ホームの設置者は、前項に規定する前払⾦を受領する場合においては、当該有料⽼⼈ホームに⼊居した⽇から厚生労働

省令で定める⼀定の期間を経過する⽇までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終
了した場合に当該前払⾦の額から厚生労働省令で定める⽅法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を
締結しなければならない。

１１ 有料⽼⼈ホームの設置者は、当該有料⽼⼈ホームに係る有料⽼⼈ホーム情報（有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容
及び有料⽼⼈ホームの運営状況に関する情報であつて、有料⽼⼈ホームに⼊居しようとする者が有料⽼⼈ホームの選択を適切に⾏
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

１２ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
１３ 都道府県知事は、この法律の⽬的を達成するため、有料⽼⼈ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与

（将来において供与をすることを含む。）を委託された者（以下「介護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に関する
事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料⽼⼈ホーム若しくは当
該介護等受託者の事務所若しくは事業所に⽴ち⼊り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

１４ 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問⼜は⽴⼊検査について準⽤する。
１５ 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者が第六項から第⼗⼀項までの規定に違反したと認めるとき、⼊居者の処遇に関し不当

な⾏為をし、⼜はその運営に関し⼊居者の利益を害する⾏為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認める
ときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

１６ 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者がこの法律その他⽼⼈の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく
命令⼜はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、
その事業の制限又は停止を命ずることができる。

１７ 都道府県知事は、前⼆項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
１８ 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定（地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限

る。）を受けた有料⽼⼈ホームの設置者に対して第⼗六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした
市町村⻑に通知しなければならない。

１９ 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者が第⼗六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生
活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援
助を⾏うように努めるものとする。
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（有料⽼⼈ホーム協会）
第三十条 その名称中に有料⽼⼈ホーム協会という⽂字を⽤いる⼀般社団法⼈は、有料⽼⼈ホームの⼊居者の保護を図るとともに、有
料⽼⼈ホームの健全な発展に資することを⽬的とし、かつ、有料⽼⼈ホームの設置者を社員（以下この章において「会員」とい
う。）とする旨の定款の定めがあるものに限り、設⽴することができる。

２ 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
３ 第一項に規定する一般社団法人（以下「協会」という。）は、成⽴したときは、成⽴の⽇から⼆週間以内に、登記事項証明書及び
定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

４ 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

（名称の使用制限）
第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料⽼⼈ホーム協会という⽂字を⽤いてはならない。
２ 協会に加入していない者は、その名称中に有料⽼⼈ホーム協会会員という⽂字を⽤いてはならない。

（協会の業務）
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を⾏う。
一 有料⽼⼈ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の設置する有料⽼⼈ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び⼊居者の⽴場に⽴つた処遇を
⾏うため必要な指導、勧告その他の業務

三 会員の設置する有料⽼⼈ホームの設備及び運営に対する⼊居者等からの苦情の解決
四 有料⽼⼈ホームの職員の資質の向上のための研修
五 有料⽼⼈ホームに関する広報その他協会の⽬的を達成するため必要な業務

２ 協会は、その会員の設置する有料⽼⼈ホームの⼊居者等から当該有料⽼⼈ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出
があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、⽂書若しくは⼝頭による説明を求め、⼜は資料の提出を求め
ることができる。

３ 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

（監督）
第三十一条の三 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
２ 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関
し監督上必要な命令をすることができる。
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（厚生労働⼤⾂に対する協⼒）
第三十一条の四 厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届
出、報告その他必要な事項について、協会に協⼒させることができる。

（⽴⼊検査等）
第三十一条の五 厚生労働大臣は、この章の規定の施⾏に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若
しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に⽴ち⼊り、その業務若しくは財産の
状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

２ 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問⼜は⽴⼊検査について準⽤する。この場合において、同条第三項中
「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反⾏為をした者は、三⼗万円以下の罰⾦に処する。
一 第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若し
くは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料⽼⼈ホーム協会会員という⽂字を⽤いたとき。
四 第三⼗⼀条の五第⼀項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の過料に処する。
一 第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
三 第三⼗⼀条の三第⼆項の命令に違反した者

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、⼗万円以下の過料に処する。
一 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料⽼⼈ホーム協会という⽂字を⽤いた者
二 第⼗条の四第⼀項⼜は第⼗⼀条の規定による措置を受けた⽼⼈⼜はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三⼗六条の
規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの
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（法第⼆⼗九条第⼀項に規定する厚生労働省令で定める便宜）

第二十条の三 法第⼆⼗九条第⼀項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事⼜は健康管理とする。

（法第⼆⼗九条第⼀項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項）
第二十条の五 法第⼆⼗九条第⼀項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設置しようとする者の登記事項証明書⼜は条例等
二 事業開始の予定年⽉⽇
三 施設の管理者の⽒名及び住所
四 施設において供与をされる介護等の内容
五 建物の規模及び構造並びに設備の概要
六 建築基準法（昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼀号）第六条第⼀項の確認を受けたことを証する書類
七 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
八 施設の運営の方針
九 入居定員及び居室数
十 職員の配置の計画
十一 法第⼆⼗九条第九項に規定する前払⾦（以下「⼀時⾦」という。）、利⽤料その他の⼊居者の費⽤負担の額
十二 法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
十三 ⼀時⾦の返還に関する法第⼆⼗九条第⼗項に規定する契約の内容
十四 事業開始に必要な資⾦の額及びその調達⽅法
十五 ⻑期の収⽀計画
⼗六 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居
契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

（法第⼆⼗九条第⼆項に規定する厚生労働省令で定める事項）
第二十条の五の二 法第⼆⼗九条第⼆項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第
三号から第十三号まで、第⼗五号及び第⼗六号に掲げる事項とする。

（情報の開示の方法）
第二十条の七 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交
付するものとする。

（法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項）
第二十条の八 法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第⼆⼗条の五第⼗六号に規定する事項とする。
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（帳簿の記載事項等）
第⼆⼗条の六 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第⼆⼗九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければなら
ない。
一 ⼀時⾦、利⽤料その他の⼊居者が負担する費⽤の受領の記録
二 入居者に供与した介護、⾷事の提供及びその他の⽇常生活上必要な便宜（以下「⽇常生活上の便宜」という。）の内容
三 緊急やむを得ず⼊居者に⾝体的拘束を⾏つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
理由

四 ⼊居者に供与した⽇常生活上の便宜に係る⼊居者及びその家族からの苦情の内容
五 ⽇常生活上の便宜の供与により⼊居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
六 ⽇常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に⾏わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項
及び業務の実施状況

２ 前項の帳簿の保存期間は、その作成の⽇から⼆年間とする。
３ 第一項各号に定める事項が、電磁的方法（電子的方法、磁気的⽅法その他の⼈の知覚によつて認識することができない⽅法をい
う。）により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存され
るときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

（情報の開示の方法）
第二十条の七 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により
交付するものとする。

（法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項）
第二十条の八 法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第⼆⼗条の五第⼗六号に規定する事項とする。

（法第⼆⼗九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの）
第二十条の九 法第⼆⼗九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、⼊居⼀時⾦、介護⼀時⾦、協⼒⾦、管理費、⼊会⾦その
他いかなる名称であるかを問わず、有料⽼⼈ホームの設置者が、家賃⼜は施設の利⽤料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生
活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費⽤（敷⾦（家賃の六⽉分に相当する額を上限とする。）として収受するものを
除く。）とする。
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（必要な保全措置）
第二十条の十 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、⼀時⾦に係る銀⾏の債務の保証その他の厚生労働⼤⾂
が定める措置を講じなければならない。

（家賃等の前払⾦の返還⽅法）
第二十一条 法第⼆⼗九条第⼗項の厚生労働省令で定める⼀定の期間は、次に掲げるものとする。
一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
二 入居者の入居後、⼀時⾦の算定の基礎として想定した⼊居者が⼊居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者
の死亡により終了した場合（前号の場合を除く。）にあつては、当該期間

２ 法第⼆⼗九条第⼗項の厚生労働省令で定める⽅法は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用（次号において「家賃等」
という。）の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した⽇までの⽇数を
乗ずる方法

二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した⽇以降の期間につき⽇割計算により算
出した家賃等の⾦額を、⼀時⾦の額から控除する⽅法

（有料⽼⼈ホームの設置者の報告事項）
第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料⽼⼈ホームの設置者が当該有料⽼⼈ホームの所在地の都道府県知事に報告
しなければならない事項は、別表のとおりとする。

（都道府県知事への報告）
第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、⼀年に⼀回以
上、当該都道府県知事の定める⽇までに⾏うものとする。

（情報の公表）
第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利⽤者
が有料⽼⼈ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に⽐較した上で有料⽼⼈ホームを選択することを⽀援するため、有料⽼
⼈ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利⽤その他適切な⽅法により公表しなければなら
ない。
（有料⽼⼈ホーム協会の厚生労働⼤⾂に対する協⼒）

第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収につ
いて、有料⽼⼈ホーム協会に協⼒させることができる。
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○⽼⼈福祉法施⾏規則（昭和38年厚生省令第28号）

別表（第二十一条の二関係）
一 有料⽼⼈ホームの設置者に関する事項設置者の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項
イ 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 有料⽼⼈ホームの類型
ハ 施設の竣⼯年⽉⽇
ニ 当該報告に係る事業の開始年⽉⽇⼜は開始予定年⽉⽇
ホ 施設までの主な利⽤交通⼿段
ヘ 居室の状況
ト ⾼齢者の居住の安定確保に関する法律（平成⼗三年法律第⼆⼗六号）第五条第⼀項に規定するサービス付き⾼齢者向け住宅事業
の登録の有無

三 介護等の内容に関する事項
イ 当該報告に係る介護等の内容等
ロ 入居対象となる者
ハ 当該報告に係る介護等の利⽤者への提供実績
ニ 利⽤者等（利⽤者⼜はその家族等をいう。）の意⾒を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

四 当該報告に係る介護等を利⽤するに当たっての利⽤料等に関する事項
五 施設において供与をされる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した
文書の開示状況

六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
七 ⾝体的拘束その他⼊居者の⾏動を制限する⾏為の適正化のための取組の状況
八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況
九 その他都道府県知事が必要と認める事項
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○介護保険法（平成９年法律第123号）

第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期⼊所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用
具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを⾏う事業をいう。

（略）
１１ この法律において「特定施設」とは、有料⽼⼈ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着
型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
るサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき⾏われる⼊浴、排せつ、食事等の介護そ
の他の⽇常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

（略）
２１ この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料⽼⼈ホームその他第⼗⼀項の厚生労働省令で定める施設で
あって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの（以下「介護専用型特定施設」という。）
のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの（以下この項において「地域密着型特定施設」という。）に入居している要介護者に
ついて、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づ
き⾏われる⼊浴、排せつ、⾷事等の介護その他の⽇常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話を
いう。

第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ
ン、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期⼊所療養介護、介護予
防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防
サービスを⾏う事業をいう。

（略）
９ この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設（介護専用型特定施設を除く。）に入居している要支援者に
ついて、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を
定めた計画に基づき⾏われる⼊浴、排せつ、⾷事等の介護その他の⽇常生活上の⽀援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及
び療養上の世話をいう。


